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西 ヨーロッパ商工会議所連合

創設40周年記念シンポジウム報告

渡 辺 尚

序

1989年は,束ヨーロッパ諸国の社会主義政権

の崩壊によってヤルタ体制が根本的変革を被 り,

ヨーロッパ戦後史の段階を劃する年となった｡

この体制の原型が創出されたのは丁度その40年

前である｡1949年は 1月に経済相互援助会議

(RGW,CMEA,いわゆる COMECON)結成,

4月に北大西洋条約調印, 5月にヨーロッパ会

議1)創設および ドイツ連邦共和国の成立,10月

に ドイツ民主共和国の成立と,ヤルタ体制の骨

格が急速に形成されていった年である｡ しか し

この年の9月,民間経済人の創意によってライ

ン河航運の再建を挺子に,国境を越えた西ヨー

ロッパ経済の復興を目指す一つの地域連合組織

が発足 したことは,日本ではまだほとんど知ら

れていない｡それは通称 ｢ライン会議所連合｣

あるいは ｢西 ヨーロッパ会議所連合｣,今 日正

式には ｢ライン河 ･ローヌ河 ･ド-ナウ河流城

西 ヨーロッパ商工会議所連合｣ (UnionOuesト

EuropとennedesChambresdeCommerceet

d'IndustriedesRbgions,Rhをnane,Rhodani-

enneetDanubienne;UnionWesteuropAischer

lndustrie-und Handelskammern desRhein-,

Rh6ne-und Donaugebietes;Unie van de

Westeuropese Kamers van Koophandelen

FabriekenvanhetRijn-,Rhbne-enDonauge-

bied)と称する商工会議所の連合組織である2)｡

1) CounctlofE〟710Pe.ECの一機関 としての ｢ヨーロ ノ

バ議会｣ (EuropeanParliament)とは異ることに注意さ

れたい｡解題(4)を参照｡

2) Watanabe,H.,GrundungsJahre derRheinkammer-

union unterbesondererBerucksiehtigungderIndus-/

その創設40周年記念シンポジウムがス トラス

ブー ルの ヨー ロッパ会 議 議 事 堂 (Europa-

palais)で1989年 4月27-28日に開催され,わ

た くLは約350人の参加者の中で唯一人の非

ヨーロッパ人としてこれに招待され,参加する

機会を得た｡これの議事録を紹介することが本

稿の目的であるが,わたくLがこれを紹介に値

する資料的価値を持つと判断した理由は,以下

の通 りである｡

第- に,資本制ヨーロッパにおいてもっとも

古い伝統を持つ企業家組織としての商工会議所

が,地域団体であるがゆえに全国組織である業

界団体よりも国家の枠組を相対化 Lやすいとい

う,その逆説的性格の今日的表現形態がこの丙

ヨーロッパ商工会議所連合の組織 と目的である

と考えられるからである｡ 西ヨーロッパ経済の

地域的分化と統合,対立と協調をもっとも直裁

に示すのは商工会議所の動向なのだということ

を,あらためて認識させるのがこの ｢連合｣の

活動である｡

第二に,このシンポジウムによる ｢連合｣の

活動の回顧と展望を通して,西ヨーロッパ経済

に内在する政策需要の構造をある程度理解する

ことができるからである｡企業一商工会議所一

自治体一中央政府一超国家政府という重層構造

の内部における,政策決定の実現過程の一つの

局面が窺えることは,西ヨーロッパ経済の類型

特性を探る上で無意味ではあるまい｡

第三に,東ヨーロッパにおける劇的な体制変

＼trie-undHandelskammerzuKoln (1),(2),in:The

K_vat,)U7L/T,erLutJ･EC'〝l(NllZCReT′ZE,てL･,Vol.LVII,No.2,
1987andVol.LVIII,No2,1988,を参照されたい｡
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動の意味を多面的に把握するためにも貴重な手

掛 りを提供してくれるからである｡ このシンポ

ジウム開催の時点ですでに束ヨーロッパの変動

は始まってはいたが,東 ドイツ国民のハ ンガ

リー,オーストリアを経由した西 ドイツへの大

量流出が始まるのは8月にはいってからであり,

東 ドイツ政府はまだ自信をもって建国40周年記

念式典の準備を進めていた｡わずか半年後にベ

ルリーンの壁が崩壊するとは夢想だにされてい

なかった｡したがってこのシンポジウムでの立

論はすべて,束ヨーロッパの ｢自由化｣の加速

を期待 しながらも,なお東西両体制の対立的並

存の構図を前提としたものである｡1989年秋以

降この前提は急激に変化するのだが,この激変

直前の西ヨーロッパにおける政策需要の構造を

確認 しておくことは,前提の変化に伴 う政策需

要の構造変化の方向を展望する上でも,けっし

て無意味ではないであろう｡

第四に,後述のように当連合の成立と活動の

理念の空間基軸は,西ヨーロッパ文化と経済の

象徴としてのライン河である｡東ヨーロッパと

切 り離され,疲弊 した西ヨーロッパの再建の挺

子となったのは,ライン文化への共属意識には

かならない｡発足当時の EEC も当連合 も事

実上はライン共同体 (ライン河やローヌ河ばか

りでなくポー河もアルプスを源泉としている点

ではアルプス共同体)であったことには変 りが

ない｡しかし今後東西ヨーロッパの統合が現在

期待されているような進展を見せるならば,ラ

イン河がこれまでとまったく同じ意味で統合の

象徴であり続けるのは難しいであろう｡ むしろ

東西統合の象徴として ド-ナウ河,あるいは,

新 ドイツに限っていえばェルベ河がその重要性

をある程度回復することが予想される｡ このよ

うな見通しに立つならば,今後ヨーロッパ経済

の統合がどの程度に達成されるかは,ライン河

の意義の相対化の程度にも反映するであろう｡

イタリアを唯一の例外として文字通 りライン共

同体 として発足 した EC が,その領域を拡大

して西ヨーロッパ共同体に脱皮 したように,当

連合もライン流域連合から発足 して,いまでは

ローヌ, ド-ナウ両河の流域 も加えるに至った｡

河川共同体 としての当連合が,今後エルベ,

オー ダー (オ ドゥ ラ), さ ら に は ビ ス ワ

(Wisla)3)流域まで包摂 して,なお非政府組織

として機能し続けることができるか否かは,上

からの統合が下からの統合によってどの程度ま

で支えられうるかを見究める上で一つの指標に

なりうる｡1989年は結果的に当連合にとっても

転機となる可能性を学んでいる｡ したがってこ

の時点での当連合の自己評価を確認 しておくこ

とは,ヨーロッパ統合がどのような外延におい

て,どの程度実質的に達成されるかを展望する

上でも重要である｡

Ⅰ ｢西ヨーロッパ商工会議所連合｣

の成立と活動

シンポジウムの報告にはいる前に当連合の簡

単な紹介をしておこう｡ 利用資料は当連合事務

局の作成した ｢それは何か,それは何をするの

か｣(Weristsie,Wastutsie?) と題するA4

版11枚のタイプ冊子である｡ 作製日付を欠いて

いるが,内容から判断して1987-88年に作成さ

れたと推定できる｡以下はその要約である｡ な

お,該冊子においてもシンポジウム報告集にお

いて も西 ドイツだ けは終始 Bundes7TePublik

Deutschlandという正式国名で呼ばれている｡

資料的価値を損わないために煩を厭わず ｢ドイ

ツ連邦共和国｣と訳出する｡

(1)構 成

当連合はライン河,ローヌ河, ド-ナウ河流

域七カ国,すなわちネ-デルラント,ベルギー,

ルクセンブルク, ドイツ連邦共和国,フランス,

スイス,オース トリアの89会議所 〔資料作成時

点では87会議所〕が加盟 している｡ これは1949

年 1月に当時ロッテルダム商工会議所会頭で

3) 黒海とバル ト海はつとに水路で結合されている｡ ドニ

エプル河の支流プリピャチ河を経て,その支流 ピナ川と

ムハブユェツ川を全長 92.8km の ドニエプルーブ-グ

運河が結んでいる｡ムハブユェツ川はブレス ト附近で西

ブ-グ河に注ぎ,後者はビスワ河の支流である｡運河建

設工事は1775年に始まり,1846/48年に完成 した｡ しか

しこれは狭小に過ぎたため第二次大戦後拡張工事が施さ

れた｡年間の半分は凍結する｡
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あった フア ン･デ ル ･マ ンデ レ (vander

Mandele)がケルンで, 自発的基礎の上にライ

ン河流域の経済復興を具体的事業を通 して推進

することを目的として,該流域諸国の経済組織

の大同団結を呼びかけたことに端を発 し,同年

9月 9日に ライ ン河 流 城 商工 会議所 連 合

(Union derIndustrie-und Handelskammern

desRheingebietes) として発足 した｡その後

ローヌ河, ド-ナウ河の本流,支流,これらに

つながる水路の流域にまで対象空間を拡大し,

ロッテルダム,ウィーン,マルセ-ユを結ぶ三

角地域を包摂するに至 り,1982年に現在の名称

に改められた｡

当連合は1966年 1月 1日よりス トラスブール

に常設事務局を置 き,1967年か らはス トラス

ブールに本部を置 くヨーロッパ会議の諮問機関

の地佳 (KonsultativerStatus)を保持 してい

る｡ 執行機関は理事会 (Vorstand)で23名の

理事から構成され,毎年数回会議を行う｡ 理事

は互選で会頭 (Pr畠sident)を選出す る｡1965

年までファン ･デル ･マ ンデレが会頭を勤めた

が,1966年以降は任期 3年で加盟会議所所属国

の持回りである｡1989年はリンツ商工会議所会

頭 ノルベル ト･バ イ ンコ- ファー (Norbert

Beinkofer)が会頭であった｡最高議決機関は

総会 (Hauptversammlung)である｡ 各国-会

議所が幹事会議所 (federfiihrendeKammer)4)

となり,ス トラスブール事務局との日常的連絡

に当っている｡

(2) 課 題

当連合の目的は当該地域の経済発展をもっと

も広い意味で図ることにあると,定款第 2条で

謳われている｡ 具体的には,加盟会議所所属国

に共通するすべての経済問題に関して,絶えざ

る情報と隔意のない意見 との交換を行うことに

ある｡ それは四分野に分けられ,それぞれに専

門部会がある｡

4) ネ-デルラン トはロ ッテルダム,ベルギーはアン ト

ウェルペ ン,ルクセンブルクはルクセンブルク, ドイツ

はケルン,フランスはス トラスブール,スイスはバーゼ

ル,オース トリアはフェル ドキルヒがそれぞれ幹事会議

所である｡

3

① 水 路

ライン河はヨーロッパでもっとも重要な水路

であるばか りでなく,ヨーロッパ水路体系の背

骨でもある｡ このライン河およびこれと結ばれ

る (べき)水路の発展のために努力することが,

その成立の経緯からしても当連合の中心課題 と

なる｡ 当連合はこの水域の交通陸路の除去 と高

機能の水路網拡張とに尽力 してきた｡とりわけ

ニーダーラインとワ-ル河の水深増大, ミテ

ル ･オーバーラインの拡張,ニーダーライン河

流安定化,ラインースヘルデ運河建設,モーゼ

ル河可航化,ザール河の大型船舶用拡張,ライ

ン河のバーゼルより上流部の航路延伸, ド-ナ

ウ河拡張｡ラインーローヌ,ラインーマインー

ド-ナウの結合｡とりわけマインード-ナウ結

合の完成は格別に重視されるべき課題である｡

マインード-ナウ運河工事の中止は経済的にみ

て肯 じ難 く,当連合加盟会議所は一致団結 して

工事続行に尽力 し,この間に工事は再開された｡

当連合は決議や声明によって,現代的水路は

交通網の基本的構成部分であ り,ヨーロッパ経

済は高機能の水路に依存 していると主張 してき

た｡内水航運は嵩高物輸送にとってエネルギー,

環境,費用の上から最適の交通手段であ り,追

路貨物輸送の増大とそれによる環境破壊に鑑み

て内水航運はその代替手段でありうるし,環境

負荷軽減に大きい貢献を果すだろう｡

さらに,社会主義国籍船のライン河水系への

無制限の参入を防ぐために,どのように対処 し

たらよいかという難題も持ち上っている 〔この

間題はソ連,東ヨーロッパの体制変革によりか

なり変化するはずである〕｡これに関 して当連

合はマインハイム議定書5)の修正 (追加議定書

5) ｢修正 ライン河航行協定｣ (Conventionr占visさepour

lanavlgatlOnduRhlnentrelaFrance,laPrusse,lps

Pays-Bas,1aBavi占reetlesGrands-DuchとsdeBadeet

deHesse,suiviededeuxmodとIesetdlunprotocolede

c16ture;slgn6eaMannheim,le17octobre1868,ln:

Martens,NoLlてノgauRecuetlGbtbraldeT7-altiS,Tome

XX,1875,pp.355-374)を指す｡ これはライン河航行の

基本原則を確定 した｡全48条から成る｡その第 1条は次

の 通 りで あ る｡ hLaNdて,ZgatZOnduRhzIZetdeSeS

embo〟chures,dep〟LSBalejuSqu'dlaplelnemer,JOtt/
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と施行細則)を支持してきた｡いまやオースト

リアをマンハイム議定書における意味でライン

河沿岸国とみなされるべき時である｡

ライン河航行の公租公課からの自由を守るこ

とも成功を収めてきた｡ 順航制度 (Tour-de-

R61e-System)の導入も阻止することができた｡

ニュルンベルクで公表された小冊子 『共同交

通政策- ヨー ロッパ の好機』 (Gemeinsame

Verkehrspolitik- eineChancefilrEuropa)の

中で,当連合は1985年 5月22日のヨーロッパ裁

判所判決との関連でヨーロッパ交通政策の二,

三の基本論点について見解を表明している｡ こ

の小冊子は当連合に関る七カ国における貨物自

動車輸送と (国内,国際)内水航運との現在の

市場秩序体系に関する概観を与えるものである｡

② 一般交通問題

当連合は水路の発展だけに尽力してきたので

はない｡諸交通手段の協調 (Koordinierung

desVerkehrs)を主張することをつねに原則と

してきた｡当連合は機能的 (leistungsf孟hig)

かつ高速の鉄道網の実現,とりわけヨーロッパ

の交通枢軸の性格を持つ諸高速道路の建設と協

調,航空路の拡張を促進してきた｡パイプライ

ンによる原料輸送の重要性に鑑みて,当連合は

約20年前にこの輸送手段技術に関する研究成果

をまとめ,ヨーロッパにおけるパイプライン網

について報告を公表した｡

三年前には当連合は道路,鉄道,水路交通に

おける広域的陸路を個別に検討した｡その結果,

南北方向のアルプス横断鉄道が喫緊の課題であ

ることが明らかになった｡

当連合は目下地域的,補充的航空路問題を検

討しており,経済界がこれの改善を要求してい

ることを確認した｡経済界は小地域的中心地を

中,大経済中心地と接続する必要を痛感してい

㌔endescendantsottenremontant,Serallbreauxnat,treS

detouteslesnat10n5Pourletransj,wtdesmarchandlSeS

etdesper-wnnes,Lilacondz-tzolldeseconfonnt,ralJJStZ-

pulatLOnS(､OnlenueSdamslaprisenteConて′gntZOnetauJ

mesurespreS,CrZteSPour le malntZen de la sicunti

gt;nE;7-ale. Saufresr夜IementS,ZlneseraapportE;aucun

obStalle,quelqlL'tzsott,alalzbrenaて′～gatl0nLe1,elket

leWaal50ntCOnStdL?Tiscommefazsant1,artteduRhutI

る｡ そこで当連合は,地域,国際航空を経済的

必要に応 じて拡張するために,EC領域だけで

はなく他のヨーロッパ諸国とも多国間交渉を行

うよう,各国,国際機関当局に要請してきた｡

当連合は,西ヨーロッパで追加的公租公課に

より道路交通の負担を重 くする国の数が増加 し

ていることを確認し,これが国際的商品流通を

一層阻害することを危倶 している｡ 緊急に必要

な課税基準の調和 (Harmonisierungbe主den

Besteuerungsgrundlagen)のために努力 し,機

能的道路網に必要以上の負担をかけぬよう,当

連合は西ヨーロッパの仝政府に呼びかけた｡

当連合は目下,通過交通 (Transitverkehr)

の問題にも大きな関心を払っている｡ 関係上カ

国の交通相にあてた書簡の中で当連合は次のよ

うに指摘 した｡｢増大する一方の道路輸送によ

る通過交通は,各国にとって自国道路網の負担

としてしかみなされず,各国が与っているヨー

ロッパ経済の総体的発展の随伴現象とはみなさ

れていない｡ヨーロッパ規模の城内市場を創出

することの必要性を総論としては十分に承知し

ておりながら,交通関係の政治家たちは- この

問題がもっとも深刻なスイスとオーストリアの

政治家たちばか りでなく一国家的道路主権の原

則に立ち,この原則から第三国間貿易の生み出

す交通に負担を強い,あるいは別方向に迂回さ

せる正当性を導き出している｡ 過去25年間に

ヨーロッパにおける越境商品流通は何倍にもふ

くれ上った｡このうちの大部分が道路貨物輸送

によっている｡ この事情は条件悪化と貨物自動

車輸送費用の高騰とによっては変えられず,秩

道用役供給を輸送取扱業者の需要に合わせ,

もって両交通手段間の健全な競争を可能にする

ことによって変えることができる｡個別事例は

ヨーロッパの鉄道当局がそれをなしうることを

示している｡ 無条件の通過交通のために,また

経済界が受け入れることのできる改善された鉄

道用役が提供されるまでの間,通過交通需要に

適い被通過国も受容しうる原則を立てることが

緊急に必要である｡｣かかる原則とは以下のよ

うなものであろう｡



西ヨーロッパ商工会議所連合創設40周年記念シンポジウム報告

｢いかなる国も通過交通を妨げてはならない｡

とりわけ次のことは拒否される｡ 特別の追加

的財政措置 (通過税,特別税,特別料金等),

ヨーロッパ的基準から外れた自動車技術上の

規定 (寸 法 お よび重量 Abmessungenund

Gewichteに対するとくに著 しく異る規定),

不十分な割当制の固定化｡しかし被通過国に

自国の交通需要には全 く利益のない,あるい

は二義的利益 しかないような構造基盤整備が

要求される時には,その資金調達のために何

らかの解決策が認められなければならない｡

さらに当該国の企業が自国経由通過交通に参

加できなければならない (CEMT6)決議第

44号による)｡｣

当連合には ECと EFTAそれぞれの加盟

国の会議所が所属 しているので,真の仝 ヨー

ロッパ交通政策を目指していることが特徴的で

ある｡

③ 国境を超える協力

1972年に ECと EFTA との連繋が実現 し

た｡この経済同盟のために当連合がどの程度の

役割を演じたのかを正確に証明することはでき

ないが,当連合の各国代表者たち相互間の絶え

ざる接触が,この ｢架橋｣の実現にきわめて大

きい役割を果したことは十分に推定できる｡ 近

年にも多くのことが達成され,EURONET7),

BRITE8),ESPRITlIZ19)の例や,最近締結

6) ヨーロッパ交通相会議 (ConferenceEurop占ennedes

MinistresdesTransports1953年設立 本拠パリ)

7) EC による諸計画等の正式名称は,I.tstofCommu-

ntty ProgrammeSla'ld I'2formatLOnSystems,2nd.ed.,

March 1990;DICIzonary of AcronymsforEu7･OPean

CommunltyActtonPkznSandProgTTammeSWithde(-oded

detalbplusIndexes,2nd.ed.(revISed),June199O.,

JohnPaxton,A DICtZOna,-yOftheEuropeanEc(MLOmlC

Communzty,1977,を参照 したが,資料によって多少の

喰い違いがある｡EURONET-Communltydatatra'151

mzSS10nnetwork.

8) Multzannualresearchanddet′elopmentprogrammeof

theEuropean EconomzcComm〟7uty Z77Zhefieldsof

baStCtechnologicalresea7ThandtheappltCatlOnSOfnew

technologLeS(BaSlCRe5earCjHTlInduStrlalTechnologies

forEurope[1985-1988】)
9) EuropeanStrategzcP7-0grammeforResearchandde-

て,elopme'ltln InformatEOn T et､juzologTeS (1st.phase

1984-1986,2nd.phase1.12.1987-1･12･1991)

5

された ECとスイスおよびスウェーデンとの

科学,技術分野における協定は,ヨーロッパの

経済界が真剣に協力を望んでいることを示す｡

それにもかかわらず,国境地域 (Grenzraum)

には依然 と して封鎖効果 (Abschliefiungs-

effekte)が存在 し,国境線による分離が とく

に苦痛を与え,問題の困難さが ｢骨身にこたえ

る｣ものだという事実から,眼を逸らすわけに

はいかない｡

政治的,経済的,社会的構造および歴史の異

る多数のヨーロッパ諸国が隣接 していることか

ら発生する,複雑で困難な諸問題を当連合は以

前から手懸けてきた｡これらの諸問題は当連合

をして,ヨーロッパ内部の国境地域間の一層密

接な協力を促進し,実現させることとなった｡

なぜならヨーロッパは人間が生活し,居住 し,

取引きをし,移動するために橋を架けようとし

ている地域の次元において,障害を除去するた

めの日常的努力の中に存在するからである｡こ

の分野における当連合の活動はきわめて多岐に

わたっている｡ 各地域別部会 (regionaleUn-

tergruppe)で国境を挟む会議所が密接に協力

し,交通,経済振興,空間秩序,教育,観光,

環境保護の分野における諸問題と取 り組んでい

る｡ 目下諸会議所は重点的に国境を越える技術

移転,技術革新促進のための協力,企業の研究,

開発協力の促進という諸問題に従事している｡

国境地域のすべての会議所の参加のお蔭で,

当連合は国境を越える交通路線問題の現状総覧

(Bestandsaufnahme)を作成することができた｡

国境地域会議所へのアンケー トに基いて ｢国境

を越える交通における行政上,組織上,建設工

事上の障害｣が列挙され,評価が与えられ,こ

れから要求や改善提案が練 り上げられた｡さら

に国境を越える交通の地域性を盛 り込んだ交通

構造基盤計画に関する総覧が作成された｡この

二種の総覧は各国,国際機関当局に向けられた

決議文を添えて提出され,大きな関心を呼んだ｡

これに続いて国境を越える交通の諸問題に関し

てヨーロッパ議会 〔ヨーロッパ会議と混同しな

いように注意 !〕議長およびヨーロッパ議会交
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通委員会委員長とそれぞれ意見交換が行われた｡

国境を越える交通の障害はこの後も継続的に点

検され,これについてはニュルンベルクで報告

される｡ この結果諸改善が行われたことが確認

できるが,国境を越える貨物,旅客輸送をより

透かにするために一連の改善の余地がある｡

最広義の国境を越える交通の一分野である通

信は当連合が昨年取 り組んだ重点課題である｡

ヨーロッパの競争力 (Wettbewerbsstellung)

とアメリカおよび日本の優位に照らして,通信,

情報技術はヨーロッパにとってこの上なく重要

な要素である｡ 国境を越える協力に決定的影響

を及ぼす新しい構造基盤は,通信によって構築

される｡ この課題を取 り扱う際ただちに概念の

多様性と相異る規定という問題が出てきた｡そ

こで関係諸国で利用されている情報 ･通信業務

に関する対照表 (synoptischertJberblick)が

ニュルンベルクで提出されるであろう｡ これに

よって初めて,他の諸国においてどのような概

念がどのような用役に対して適用されているか

を知ることができるようになるだろう｡

当連合は加盟会議所にこの分野における新技

術情報を時機を失わずに提出し,ヨーロッパに

とり重要なこの分野の技術発展を妨げる関税上,

漬令上,技術上の障壁が築き上げられることの

ないよう注意を怠らぬことを,その特別の責務

と心得ている｡

当連合はなお,決議や個人的会談を通して関

係諸国政府に対 し,ヨーロッパ会議が目指して

きた国境を越 える地域団体 (Gebietskbrper-

schaft)間協力に関する仝 ヨーロッパ大綱協定

(Europ畠ischeRahmenkonvention)の署名と批

准を働きかけてきた｡さらに当連合は,加盟会

議所が国境を越える協力を促進するのに役立つ

あらゆる自発的努力を行うよう期待している｡

④ 経済と環境

当連合創設者の一人で後の会頭にもなったケ

ルン商工会議所会頭 G7leiBの発意によって,

当連合 はすで に1950年代央 に河水 の蘇生

(SanierungderGew畠sser),とりわけライン河

水質のそれに取 り組んだ｡ライン河は工業用水,

冷却水ばか りでなく住民の飲料水をも供給 して

いる｡ ライン河は同時に企業と自治体の排水を

引き受け,その結果複雑な ｢水問題｣に経済を

直面させている｡ すべてのライン河関係者は等

しく水質保全の義務を負っていることを自覚し

なくてはならない｡すべての関係者によって魔

大な費用が負担されなければならない｡

環境保護の別の-局面である大気汚染防止は

当連合の比較的新しい課題である｡ 加盟会議所

は大気汚染が国際的問題であり,国際的次元で

かつ統一的規制をもってしてのみ克服できると

いう前提に立っている｡

チェルノブイリの影響に直面して当連合はす

べての加盟会議所に,それぞれの管轄省庁に影

響力を行使 し,放射能の統一的測定基準と限界

値とに関して責任ある規制と検査を行わせるよ

うに要請している｡ 不統一な測定基準によって

住民の不安を招いているばか りでなく,商取引

もなくもがなの困難に遭遇しているからだ｡

水質保全と大気汚染防止とは経済的,技術的,

法制的にきわめて複雑な問題領域である｡ 当連

合は国際競争上の諸理由からして工業のための

立法の調和と統一的規制を目指して努力してき

た｡会議所組織としての当連合は,経済的観点

から環境問題を検討することを要請されている

ように思われる｡ さらに当連合は環境保護費用

について世論に情報を与え､とりわけ工業側の

努力と実績について理解を得ることを自己の課

題と考えている｡

最後に,現存の国際組織がどれほど高く評価

されようとも,実 り豊かなヨーロッパの経済政

策は企業家層の積極的支持なしには実施できな

いと強調したい｡当連合ではあらゆる経済問題

に関して自由,卒直な議論が行われるので,経

営者の動向を正確に知ることができる｡ か くて

当連合は共通の経済関心の強度を必要な程度に

まで高めることができるのである｡

Ⅱ 『報告集』紹介

40周年記念シンポジウムの統一論題は ｢国境

の無い協力,ヨーロッパにとっての好機,経験
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と展望｣ (ZusammenarbeitohneGrenzen

EineChanceftirEuropa Erfahrungenund

Perspektiven)であった｡公用語はフランス語,

ドイツ語,ネ-デルラント語であり,同時通訳

が 付 い た｡ 『報 告 集』 (Ansprachen und

Referate) も当然に三力国語で作成されたはず

だが,わたくLに送られてきたのは ドイツ語に

よるものであり10),以下これの内容を逐次紹介

する｡ 内容は三部から成 り,第-部には挨拶,

第二部には報告,第三部には式典演説と共同声

明が収録されている｡ 報告はさらに三部に分か

れ,一 日目の論題は ｢ライン河, ローヌ河,

ド-ナウ河流域の統合｣ (DieIntegrationder

StromgebietevonRhein,Rh6neundDonau)

および ｢国境の無いヨーロッパの交通-前提 と

展 望 -｣ (Der europaische Verkehr ohne

Grenzen-VoraussetzungenundPerspektiven),

二日目の論題は ｢国境を挟む協力から国境の無

い協 力 へ｣(Vondergrenztiberschreitenden

Zusammenarbeit zur Zusammenarbeit ohne

Grenzen)であった｡本稿は 『報告集』の全訳

を目的とするものではないので,形式的な語句

はできるだけ省略した｡ しかし資料的価値を損

わないために訳出部分は文言通 りに訳出した｡

その意味でシンポジウムの雰囲気を伝えるもの

として無視できない語句は,たとえそれが美辞

麗句の類であっても煩を厭わず訳出対象に加え

た｡なお本シンポジウムの鍵概念であるgrenz-

ube7Whreitendは,含意を明瞭にす るために

｢国境を越える｣あるいは ｢国境を挟む｣に訳

し分けたことも断っておく｡

1 挨 拶

(1) NorbertBeinkofer(当会議所会頭)

当連合には七カ国90 〔公式には89〕会議所が

加盟しており,EC と EFTA を繋 ぐ重要な錠

である｡ したがって1982年に改称 した｡当初当

連合はヨーロッパの桐密で近代的水路網の拡張

10) 筆者の資料調査に最大の便宜をはかって下さった常設

事務局の MmeEvelyneWoernerの御厚意に対 してこ

こにあらためて感謝申し上げる｡

7

に関心を集中していたが,やがて交通一般に関

心を拡げ,さらにおよそ20年前にリンツで開催

された会議で対象を交通問題以外にも拡げるこ

とを決定 し,同時にストラスブールに本拠を置

くことにした｡リンツとス トラスブールの近し

い関係を強調することを許されたい｡今 日当連

合の重点目標は,①水路と内水航運,②道路,

鉄道,航空,通信,③国境を越える協力,④経

済から観た環境保護である｡当連合は1967年以

来諸国際機関の諮問機関となり,ヨーロッパ会

議の議員協議会に参加している｡さらに1968年

に水問題に関する宣伝運動,1970年に河川保護

のためのヨーロッパ協定の素案作成,1975年に

は相異る法的手続きの下で生み出され,国境を

越える協力 (とりわけ通商関係)を阻害する諸

問題の調査に参加した｡中でも国境により分離

された隣接地域間の協力の促進を目的とする,

ヨーロッパ会議のあらゆる行動 (国境地域のた

めのシンポジウム)に当連合が参加 してきたこ

とを強調 したい｡ヨーロッパ会議の発意による

｢国境を越える政府当局と地域団体間の協力に

関す る大綱協 定｣(Rahmenkenventionilber

grenztiberschreitende Zusammenarbeit zwi-

schenBeh6rdenundGebietskbrperschaften)

の署名と批准を当連合は支持 している｡ この外

にもヨーロッパの重要な機関であるジュネーブ

の ECE 〔ヨー ロッパ経 済委 員 会 Economic

Commissz'onforEurope〕, ブ リュセルの EC,

ス トラスブールのライン河航行中央委員会11)ど

も協力し合えることを嬉しく思う｡

ll) Commtss10nCent7･alepourlaNaて′tgat～の'tduRhLll,

Zentralkommzs5ionfurdzeRheuISChlffaj7rt. ライン河

航 行 の 国際 管 理機 構 は 1804年 の ｢航 行 税協 定｣

(Oktroik｡nvent10n) によって初 めて設置され,以降

1815年の ｢ウィーン協定｣(WienerKonvention),1831

年 の ｢ライ ン河航行協定｣ (Rheinschiffahrtskonven-

tion),1868年の ｢修正ライン河航行協定｣ という制度

改革にもかかわらず一貫してマインツに置かれていた｡

これがストラスブールに移ったのは第一次大戦後である｡

渡辺尚,『ラインの産業革命』,東洋経済新報社,昭和62

年,246-250ページを参照されたい｡この沿革が示唆す

るようにライン河中央航行委員会はヨーロッパ最古の国

際機関であり,国際機関の原型とみなされている｡
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(2) RolandWagner(ス トラスブールおよ

びバラン商工会議所 [chambredecommerceet

d'industriedeStrasbourgetduBas-Rhin]会

頭, アルザス地域 会議所 [chambrerbgionale

decommerceetd'industried'AIsace]会頭,当

連合名誉会頭)

ス トラスブール商工会議所は1965〔1966?〕
年以来当連合の常設事務局を管轄 している｡ 当

連合は EC と EFTA に属する七 カ国の会議

所の接合子であり,当連合創設以来今 日初めて

EFTA の代表者を迎えた｡

1948年 5月10日にデン･ハーグで議員協議会

(ParlamentarischeVersammlung)の創設を要

求する決議が十カ国によって採択され,1949年

5月 5日ヨーロッパ会議創設の条約が調印され

た｡偶然にも同じ1949年に当連合が創設された｡

1967年にヨーロッパ会議は非政府組織としての

諮問機関の地位を当連合に認めた｡

当連合に創設時以来加盟 しているフランスの

会議所はコルマール, ミュルーズ,メッツ,ス

トラスブールの四会議所であ り,当時中心 と

なったのは私の前任者 JeanWenger-Valentl'n

である｡ 今日フランスから加盟 している会議所

の数はローヌ河流域の21を数え,その代表者は

PhilippeLesageである｡なお1989年度の会員

総会は10月19日-20日にマルセ-ユで開催され

る｡

EC の作成 した一覧によると,ヨーロッパの

160地域のうちでアルザスは発展水準に照 らす

と第13位を占める｡ 住民一人当 りの売上げをみ

るならば,アルザスは今日フランス第-位の輸

出地域である｡アルザスの発展はライン河流域

のそれの一部を成す｡国境を越えてバーデン･

ビュルテンベルク,パルツ,バーゼル地域 との

通商は増大している｡

ヨーロッパの交通構造基盤と交通政策とに結

びついた諸問題は,わたくしたちにとってきわ

めて重要な意義を持つ｡わたくしたちの努力は,

アルザス地域会議 (EIs畠ssischerRegionalrat)

議長 Rudloff上院議員の言葉を借 りれば,ア

ルザスを規範と目されるような一つのヨーロッ

パ地域にすることに向けられている｡

(3) Jean-JacquesGsell(ス トラスブール市

助役)

ス トラスブール市長 CatherineTrautmann

が今週月曜日に市評議会からス トラスブール港

管理評議会委員に任命され,現在その会議に出

席できないので代 りにス トラスブール市を代表

して歓迎の意を表する｡ 当連合がこの40年間に

多 くの経済的事業を実現させるのに与って力が

あったことの恩恵を,ス トラスブールはとりわ

け痛感 してい る｡ なぜ な ら最近公刊 された

『Vilaz-n報告』でス トラスブールのヨーロッパ

的役割の持続的強化が強調されているからだ｡

ヨーロッパ会議には近 日中にフィンランドが

加盟することになっており,来る5月 5日には

この円戯場 (Amphitheater)に ミテラン大統

領を迎えて創設40周年記念式典が催される｡

ス トラスブールはヨーロッパ的地位を獲得 し

たいと努力 しているが,貴連合はその常設事務

局を1965〔1966?〕年以来当市に設置すること

によってこの努力を支援 して下さっている｡ 当

市は Uhrich,FoltZer両氏の功績に対 して格別

の謝意を表する｡｢国境を越える協力から国境

の無い協力へ｣ という明日の論題は当市にとっ

てとりわけ興味深いものである｡ なぜなら,ま

さにいまス トラスブールとケール,さらにはオ

フェンブルクを合わせた一つのヨーロッパ地区

(europaischerDistrikt)の創出が問題になって

いるからだ｡さらに近日中にラインーローヌ結

合あるいは TGV-OST の決定が下されるこ

とになっている｡

(4) Fe7dirlandoAlba71eSe(ヨーロッパ 会議

環境 ･自治体担当局長)

ヨーロッパ会議事務総長の名で当議事堂へ歓

迎の意を表する｡ 5月5日にフィンランドが23

番目の加盟国となり,ヨーロッパ会議は地理的

にみてヨーロッパ内協力の最大の組織である12)｡

12) ヨーロ ノバ安全保障協力会議 (CSCE,KSZE 1975年

のヘルシンキ会議を起点 とする)には35カ国 (1991年6

月アルバニア加盟)が加盟 しており全ヨーロッパを包括

する組織ではあるが, これには NATOと同様にアメ

リカ,カナダが加Prmjlしており維粋なヨーロ ソバ組織と/
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それはいまや西ヨーロッパの仝民主主義国家を

包摂 し,東ヨーロッパのいくつかの国にも門戸

を開放 しようとしている｡

過去40年間に当会議 は130以上の国際協定

(internationaleKonvention)を結 び,約2000

の各国政府宛勧告 (Empfehlung)を行った｡

その内容は社会の全領域 にわた り,社会保障,

保健から教育制度,スポーツおよび青少年問題,

家族法,両性間の平等,犯罪防止,コンピュー

ターからの個人保護,環境保護,歴史遺産の維

持,ヨーロッパ文化の発展に至るまで多岐にわ

たっている｡ しか し多様な問題に対するこれら

の措置の背後にある基本観念は,人間的社会と

文 明の維持 に とって公 正 原則 に基 く (auf

Gerechtigkeitgegrilndet)国際協力が死活問題

であるという確信である｡ 民主主義の下での平

和と市民福祉の実現に努め,人権擁護を強化す

ることは当組織 の変 らぬ基本方針 (Leitge-

danke)である｡ 創立40周年を迎えるにあた り,

多元的民主主義 と人権 との擁護 と強化, ヨー

ロッパ文化の一体性の強調,ヨーロッパの直面

する社会問題の解決はヨーロッパ会議の三大目

標となっている｡

国家次元の健全で効率的な民主主義は,自由

と自律に則った,すなわ ち補完原則 (Zusatz-

prinzip)に基いた局地的,地域的統治体制を

前提 とする｡ ヨーロッパ会議は局地的,地域的

自律性の意義を自覚 しており,そこで二つの協

定を提唱 した｡ これ らは地域団体 (Gebiets-

kbrperschaft)のためのあるべ き基本 となるも

のである｡ それは第-に局地的自律性のための

ヨーロッパ憲章 (Euro匝ischeCharta)である｡

これは民主的に構成された諸機関を具える地域

団体の観念を明確にするものである｡ これらの

自治体はその活動の権限および実行に関する広

汎な自律性と,その課題に応えるために必要な

手段 とを確保することになる｡ 第二に国境を越

＼は言えない｡1990年11月パ リで開催された首脳会議で

｢機構化｣に大 きく踏み出 し,首脳会議,外相会議,高

級事務官会議の定期化,加盟諸国国会議員間協力,常設

事務局 (プラハ),紛争防tLセンター (ウィーン),自由

選挙センター (ワルシャワ)の設置等が決まった｡

9

える地域団体間協力に関するヨーロッパ大綱協

定 (Rahmen-Konvention)である｡ これは国

境地域団体 (Grenzk6rperschaft)の協力を容

易にLかつ促進 し,かくてこれらの団体の課題

が一層良く果されるよう保証 し,国境地域の強

化 と発展に寄与することを目的とする｡

この第二の協定は過去40年間にもっとも重大

な変化の一つに顕著な貢献をしている｡ すなわ

ち ｢国境｣(Grenze)概念の変化である｡ 国境

概念はヨーロッパ統合の進展 とともに国境地域

(Grenzgebiet)という概念に発展 した｡これは

一つの共同の経済,文化空間であ り,協力の可

能性であ り,ヨーロッパ統合の進展のための起

点なのだ｡国境地域において今 日積極的にヨー

ロッパの建設が行われている｡ この一大工事は

単なる局地的,地域的当局や国家の活動の果実

ではないのだ｡一群の国家を包摂するヨーロッ

パ統合の強化が ｢大｣ヨーロッパのすべての国

家の境界を越える協力に不利な作用を及ぼさな

いように願っている｡

2 報 告

A ライン河,ローヌ河, ド-ナウ河流城の

統合

(1) KarlHeinzKiihl(ライン河航行中央委

員会 ドイツ連邦共和国代表委員,デュース

ブルクーベーゼルークレーフェ ･ニーダー

ライン商工会議所 (デュースブルク)副会

頭,当連合 ｢水路｣部会長):序論

① マインード-ナウ運河

ライン河とド-ナウ河を運河で結ぶ試みはす

でにカール大帝が793年に始めているが,19世

紀にはい りバイエルン国王ルー トビヒ一世がこ

の計画に再度挑戦 した｡1834年 7月 1日バイエ

ルン議会は ｢マイン河を ド-ナウ河と結合する

ための運河の建設に関する法律｣を満場一致で

可決 し,バンベルクとケールハイムとの間に運

河が建設されることになった｡着工 9年後の

1845年 8月にこのルー トビヒ運河は完成 したが,

積載能力120t までの船しか通航できず,狭小

に過ぎることが間もなく明らかになった｡時代
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が下 り1921年 6月に ドイツ国,バイエルン,

バーデンの間で ｢マインード-ナウ条約｣が締

結され,マインード-ナウ運河の建設が決定さ

れた｡1992年にはマインード-ナウ運河の完成

によって西ヨーロッパの水路網が東方に開かれ

ることになろう｡

② ライン･ローヌ運河

1791年にローヌ河からライン河に至る運河の

建設が始まり,40年後に運河は完成 した｡しか

しこの運河は狭小にすぎ現代の要請に応えられ

なくなってからすでに久 しい｡大型船舶はロー

ヌ河はリヨンまで,また 〔ローヌ河の支流〕サ

オヌ河はリヨンか らシャロン (Chalons)まで,

近い将来において も 〔サオヌ河支流の ドゥブ

(Doubs)河の〕 ドール (Dale)まで しか航行

できない｡フランス政府がライン平行運河のニ

ファー (Niffer)か らミュルーズまでの15km

の区間を供用 した後は,いまや残 り185kmの

自然的条件からいってあまり容易ではない 〔ブ

ザンソン経由〕 ミュルーズードール間を運河化

することが懸案である｡

③ マイン-ド-ナウ運河に関する政策的要
三圭

戸日

(1) 行政的,技術的諸問題

ヨーロッパ安全保障協力会議は1975年のヘル

シンキ最終議定書 (第 6条)で,交通制度の発

展のための協力に関して,交通安全の分野にお

ける行政的,技術的諸規定の平準化 と,国際協

定に服すべき水路に関する法的規定間の差異の

除去を要請 した｡

国連のヨーロッパ経済委員会の枠内で水路交

通秩序規定の統一化に関する交渉が続いている｡

ここで問題となっているのはとりわけ,信号系

統のヨーロッパ規定,船長 (Schiffsfiihrer)認

定証交付の統一規定,関税制度の規定,衛生 ･

獣医学的業務の規定である｡ とくに重要なのは

危険物水路輸送に関する規定の問題である｡

ジュネーブでは危険物水路輸送に関する規定

(ADN)をライン河に適用される ADNRの

規定に依拠することがすでに決定された｡

(ll) 経済的問題

技術問題の解決よりも困難なのが経済問題の

解決である｡ マインード-ナウ運河によって東

西通商関係が好影響を受けるのは歓迎すべきで

あるが,相異る二つの経済,社会体制の接触が

問題を生み出すことも否定できない｡〔社会主

義諸国では〕輸送業務を国営の通商,輸送組織

に拘束する結果,これらの国で自由に顧客を獲

得することは困難であり,運賃率は往々にして

外貨獲得政策によって決まる｡ 運賃率に関して

ここ数年来国家貿易諸国の態度がより協調的輸

送に向かうようになり,束ヨーロッパで進行し

ている民主化過程がこの傾向を強めるではあろ

うが,90年代にはいっても経済体制と費用計算

との相違は依然として大きな役割を演 じるであ

ろう｡ ドイツ連邦共和国とオース トリアの水運

企業は,第二次大戦後 ド-ナウ河で国家貿易諸

国商船隊との競争にいやというほど曝されてき

たのであり,長年にわたって高率の国家補助に

よってのみ経営を続行 しえたのである｡

a) マンハイム条約追加議定書第二号

国家貿易諸国はマインード-ナウ運河完成後

は疑いもなくライン,マイン両河間の相互乗入

ればか りでなく,外貨獲得を狙ってその商船隊

をライン流域内部に投入しようとしていた｡そ

の際これら諸国が拠 り所としたのは,1868年10

月17日のいわゆるマンハイム条約によって保証

されたライン河航行の自由である｡ その第 1条

で,ライン河航行は貨物と旅客の輸送にあたる

あらゆる国籍の船舶に認められると謳われてい

る｡法律家の間では,この航行の自由はマンハ

イム条約署名国の商船隊に限られるのか,それ

ともいかなる国の商船隊にも適用されるのかに

ついて議論が分かれている｡ この点で,マイン

ード-ナウ運河の竣工の暁に国家貿易諸国の商

船隊による破滅的競争に対 して何の法的対抗措

置も講じえないことのないように,法律上の不

備を完全に除くため,マンハイム条約の補完が

必要とされた｡1979年10月17日ス トラスブール

でマンハイム条約追加議定書第二号の調印が行

われた｡これによれば,EC諸国およびスイス
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から成る調印国のうちの一つの国旗を掲げるこ

とを許されていない船舶は,ライン河航行中央

委員会によって決定される諸条件に応 じた場合

にだけ,ライン河港間の輸送にあたることが認

められる｡ 国家貿易諸国籍船はライン河航行中

央委員会がこれらに特別の認可を下す場合に

限って,ライン河のカポタージュ輸送 (Kobo-

tageverkehr),すなわちライン河流域内の輸送

に当ることができる｡

b) 二国間条約

マンハイム条約の補完の後も,ライン河より

東 側 の ドイ ツ領 内 の 水路 (Bundeswasser-

stralミe)では外国船がどのような権利を持つの

かという点が不明確である｡この連邦水路に ド

イツの内国水路であるマインード-ナウ運河も

属するのだ｡

この法的明確化は内水航行の分野における連

邦 の任務 に関す る法律 (内水航行 任務 法

BinnenschljfahrtsaujTgabengesetz) の修正の過

程で行われた｡これによれば外国船の連邦水路

航行は特別の航行許可を必要とする｡ 二国間内

水航行協定が締結されている国の船舶はかかる

許可を必要としない ｡

最初の内水航行条約は1985年11月20日にオー

ス トリアとの間で締結された｡ハ ンガリーと

チェコスロバキアとの条約は1988年 1月15日な

いし1月26日に調印され,間もなく批准される

はずだ｡ソ連およびブルガリアと締結された条

約はここ二,三カ月のうちに調印されるだろう｡

ルーマニアおよびユーゴスラビアとは目下交渉

中である｡

これら二国間条約の基本内容として確認でき

るのは,国家貿易諸国の船舶は通過輸送や相互

輸送ではドイツの水路を利用できるが, ドイツ

内部の輸送に当ることはできないということだ｡

国家貿易諸国においても国内輸送はそれぞれ自

国船に留保されている｡ しかしここで明言して

おかなければならないことは,これらの規制が

けっしてマインード-ナウ運河に相応 しい航行

をこの水路から排除するために適用されるので

はないということだ｡

ll

C) 補論 西ヨーロッパ内水航行の構造調

整

西ヨーロッパ内水航行は1982年以来再び船腹

過剰となり,内水航行企業の経営状態を強 く圧

迫している｡EC交通相理事会は1989年 3月14

日に ｢内水航行の構造調整 に関す る規則｣

(VerordnunguberdieStrukturbereinigungin

derBinnenschiffahrt)を制定 し, これは1989

年 5月 1日に発効する｡ この規則によってフラ

ンス,ベルギー,ネ-デルラント, ドイツ連邦

共和国は廃船基金 (Abwrackfonds)を設立 し

た｡これは内水航行業から払い込まれ,これか

ら廃船奨励金 (Abwrackpremium)が支払わ

れる｡ スイスでも廃船基金が設立されることに

なっている｡ この国際的廃船規定に助けられて

内水航行の過剰船腹は減少するはずである｡ し

かし,ライン, ド-ナウ両流域間の相互交通に

はこの規則は影響を及ぼさないだろう｡ なぜな

らこの規則は,EC加盟国の一つに登録される

かあるいは登録されていなくても加盟国の一つ

に立地する企業によって運行される貨物船と押

船に対 してのみ適用されるからだ (第 2条,第

1節)

(111) ド-ナウ河の構造基盤問題

北海から黒海までの交通が支障なく行われる

ためには,一連の ド-ナウ河構造基盤問題が解

決されなければならない｡ ド-ナウ河の ドイツ

区間ではシュ トラウピンク (Straubing)と

フィールスホ-フェン (Vilshofen)の間の70

km におよぶ陸路が除去されなければならない｡

ケールハイムからレ-ゲンスブルクまでの流量

調節の行われる (staugregelt)区間では1978年

に,これに接続するレ-ゲンスブルクーガイス

リンク (Geisling)間は1986年に供用が開始さ

れた｡シュトラウピンクの水門はすでに完成し,

堰堤と水路の建設は今年すでに始まった｡ ドイ

ツ連邦共和国はレ-ゲンスブルクーシュトラウ

ピンク間の ド-ナウ水路拡張をマインード-ナ

ウ運河と同時に完成するべく努力 している｡ ド

イツーオース トリア国境にいたるまでのマイ

ン-ド-ナウ水路になお残る断絶 〔の克服〕,
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シュトラウビンクーフィルスホ-フェン区間の

堰堤による流量調節はやっと計画初期の段階に

来たばか りである｡ これまでの経験に照らすと,

シュトラウビンクーフィールスホ-フェン区間

の着工に至るまでに,これから始めるべき空間

秩序手続き (Raumordnungsverfahren)とこれ

に続 く計画確定手続きとは数年を要するだろう｡

オース トリア領域内の ド-ナウ河も,両河流

域を結ぶ際の明白な陸路を除去するために緊急

に必要な拡張工事を引き続き必要としている｡

(2) LouisMermaz (元閣僚,国会議員, ど

アンヌ [Vienne]市上級市長,北海 ･地

中海 連 合 [AssociationMerduNord/

Mbditerran6e]会長):ラインーローヌ大

航路

わた くしとともに二人の議長 PaulGranet

と RenL?Beaumontも出席 しているのだが,わ

たくしどもの ｢ドーバー海峡 一地中海同盟｣と

貴連合とはつねに協力関係にあった｡

ストラスブールの位置が南北軸に沿い, ドー

バー海峡と地中海への二つの出口を持っている

ことが,一つの全 ヨーロッパ的水路網の中心に

位置し,仝ヨーロッパ的諸計画の中枢にあるこ

の都市の役割を決定 している｡

｢国境の無い協力｣という主題がこのシンポ

ジウムに選ばれたのは,ローマ条約の作成者た

ちが交通政策を共同政策の三重点の一つとした

からであろう｡ しかしこの交通政策こそ近年に

至るまでもっとも進歩の遅いものの一つであっ

た｡輸送政策は EC においても各加盟国にお

いても政府の最重要の課題の一つ,すなわち輸

送制度のための完全かつ体系的な構造基盤網の

成立に資さなければならない｡これはとりわけ

水路に妥当する｡ このことは全 ヨーロッパ次元

でも重要であ り, この分野でフランスとヨー

ロッパの利益は相互に依存 している｡

ラインード-ナウ運河に関していえば,1982

年に全 く異質の利益団体がこれに反対 したこと

が想起されよう｡ それは ドイツ連邦鉄道と ｢緑

の人々｣(DieGrtlnen)13)である｡ しか しドイ

13) ドイツの DteGTilneTLは意 識 的 に DleG7-line/

ツ連邦共和国は ｢ChaSSagne報告｣によれば年

間約 7億 DM を水路網に投資 している｡

ECの重要な共同利益のために一つの仝ヨー

ロッパ的基本計画の策定を主張する人々がいる｡

ブリュセルの EC委員会 もス トラスブールの

ヨーロッパ議会 (Europ畠ischesParlament)ち,

またヨーロッパ会議もこの方向に沿った提案を

重ねており,これが閣僚理事会で検討されて公

式のものとなるならば,各国および ECの政

策に有意義な枠組を与えるであろう｡ この点に

おいてフランスはヨーロッパの心臓部に位置し

ており, ドーバー海峡,北海,バル ト海沿岸諸

国と地中海諸国との結合を容易にすることがで

きる｡ ヨーロッパの諸交通基軸上の移動の自由

は保証されなければならない｡

しかしながら国家は,国際次元で発展するべ

き構造基盤のためのすべての負担を引き受ける

わけにはいかない｡最近行われた調査は,本来

国家財政によって賄われるべき構造基盤のため

の資金調達が壁にぶつか り, しかもそれが EC

のすべての国に該当することを示 している｡ し

かし需要が存在 し民間金融がすべてを処理する

ことはできないので,いまや仝 ヨーロッパ次元

の諸機関 (Instanzen)が出動 しなければなら

ない｡

ヨーロッパの内水航路は東西結合のためのラ

イン,マイン, ド-ナウ河と南北結合のための

ライン,ローヌ河という二大基軸に沿って建設

されなければならない｡これはセーヌ河 一北海

結合のような他の諸計画に対 しても必要な刺戟

を与えてくれるだろう｡

ラインーローヌ計画はラインーマインード-

ナウ計画から学ぶべきことがまだ多い｡アル ト

ミュール渓谷で見事な成果を収めた運河建設者

と環境保護者とのまことに好もしい協力ぶ りが

想起される｡ そこの開発は少 くともドゥブ渓谷

のそれと同程度に困難だったのだ｡金融方式も

＼Pa,-tetという名称を避けてきたのであるから,これを

｢縁の党｣と意訳するのはまったくの誤訳である｡田沢

五郎,『ドイツ政治経済法制辞典』,郁文堂,1990年,

155ページの解説は肯繁に中っている｡
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比較検討の対象にな りえよう｡

まさに近隣の東 ヨーロ ッパ諸国が現実的通商

関係の展望を開こうとしている時点において,

ヨーロッパ内水航行の均衡を図るためには,全

ヨーロッパ交通網における補完性 と連続性を強

調することが重要である｡ ラインーローヌ運河

とラインーマインード-ナウ結合とはヨーロッ

パにおける調和的発展の基本要因である｡

この計画は国内的にも諸影響を及ぼす｡これ

は一つの職業身分たる内水航行 〔業者〕に影響

する｡ 装備は改善されなければならず,若い水

運業者が最新技術に習熟 し,すべての関係者が

新 しい市場編成 (Vermarktung)に対 して準備

を整えなければならない｡

フランス大統領はかつてラインーローヌ運河

計画の完成について見解 を述べる機会があった｡

かれはしかるべき時に具体的に見解を表明する

と予告 している｡

いまなおい くつかの金融上の障害が横たわっ

ている｡また環境保護の観点 も考慮されなけれ

ばならない｡ しか しわた くしたちの計画は周知

のように,技術的諸困難にもかかわらずすでに

現実の政治的合意に達 しているのだ｡わた くし

たちは努力を怠 りはしない｡

(3) ErichBinder (特 命 公 使, 全 権 閣 僚

[bev･Minister], ド-ナウ委員会オース ト

リア首席代表):ド-ナウ河交通における

今 日の諸問題

今 日の ド-ナウ水運の法制的基盤をなす1948

年のベオグラー ド会議 もしくはそこで締結され

た協定 (Konvention)について,まず述べて

おきたい｡この会議で西側諸国は,1921年のパ

リ協定 (Konvention)が依然 として有効であ

るという立場をとった｡ これに対 して会議に参

加 した ド-ナウ諸国は,すでに事情が一変 して

しまった (clausularebussicstantibus) とい

う理由で, しか もベオグラー ド会議開会後はこ

れはもはや効力を持たないという見解をとった｡

連合王国とフランスがこの会議に参加 したのは

両国がパリ協定の署名国だからであ り,合来国

が参加 したのは ド-ナウ流域の ドイツ領部分の
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占領国だったからである｡

ベオグラー ド会議の結果が示すように,1948

年当時には小 ド-ナウ諸国に自国の立場を強制

することのできたソ連の見解が貰徹 した｡その

ためソ連は ｢ド-ナウ河は ド-ナウ諸国に属す

る｣ という原則に基いて,パ リ協定よりも狭 く

解釈された航行自由の概念をベオグラー ド協定

に盛 り込むことに成功 したのである｡ パ リ協定

が航行の ｢完全な平等｣を謳っているのに対 し,

ベオグラー ド協定ではこの航行の平等は ｢ド-

ナウ諸国の利益 と主権に関る諸権利 とに適 うよ

うに｣保証されている｡

両協定のさらに重要な相違は,パ リ協定は

ド-ナウ河の一定の諸支流 と諸運河にも適用さ

れたのに,ベオグラー ド協定は ｢ウルムからス

リナ (Sulina)支流経由黒海に至るまでの ド-

ナウ河の可航部分｣のみに適用されたことであ

る｡

ベオグラー ド協定の前文によれば,該協定の

主 目的は ド-ナウ河の自由航行の保証にある｡

さらに ド-ナウ諸国間および他の諸国との経済

的,文化的関係 も強化されるべきことになって

いる｡ ベオグラー ド協定に基いて経済関係が強

化され,協調 と調和によって航行が一層容易に

なることは疑いを入れない｡ しか し文化的結合

も該協定によって固めようとする意図に関して

は,疑問なしとしない｡前文に謳われてはいて

もこの企図は実現されえないであろう｡

この協定によって設置された機関, ド-ナウ

委員会はブタペス トに本部を置いている｡ 各加

盟国,すなわち ドイツ連邦共和国をのぞ くすべ

ての ド-ナウ諸国はこの機関に一人の代表を

送っている｡該委員会の課題は協定の中で箇条

書 きに (taxativ)列挙され,航行に限定 され

ている｡その他の諸問題,たとえば環境保護,

統計,気象は航行と関連するかぎりにおいて該

委員会が管轄するにすぎない｡重要なことは,

ド-ナウ委員会のすべての決議が勧告にすぎず,

加盟国にとっていかなる拘束力も持たないこと

だ｡それにもかかわらず通常仝加盟国がこれを

遵守する｡ なぜならすべての決議が実際には満
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場一致で採択されるからである｡

1948年のベオグラー ド会議の最も重要な成果

の一 つ は, ド- ナ ウ河 の新 しい管 理体 制

(Regime)の創出と新 しい ド-ナウ委員会の創

設である｡この委員会に各加盟国は平等の権利

と義務とをもって参加 している｡ オース トリア

は特別の附属文書 (eigenerAnhangderKon-

Vention)によって1960年 1月 7日をもって加

盟した｡その結果今日では七つの,あるいはウ

クライナ社会主義 ソビエ ト共和国 〔ド-ナウ河

口三角州でルーマニアと国境を接 しているのは

ウクライナであってモルドバ (モルダビア)で

はない〕を加えれば八つの ド-ナウ諸国が加盟

している｡ 今 日の状況では最後の ド-ナウ国,

すなわち ドイツ連邦共和国も該協定に加入する

機会は十分にある｡ 事実 ドイツ連邦共和国はす

でに1989年 2月初めにベオグラー ドでその利益

代表者 (Depositar)としてのユーゴスラビア

政府に,加盟準備を表明した口上書を提出した｡

この国の加盟は疑いもなく不十分な状態の改

善を意味する｡ なぜなら効力の及ぶ空間範囲を

決めている該協定の第2条は,加盟国ではない

一国家の領域に関説 しているからだ｡もちろん

ドイツ連邦共和国が加盟文書に調印するまでに

はなお集中的に交渉を重ねなければならないだ

ろう｡ わたくLはこの場で,オース トリアは ド

イツ連邦共和国のベオグラー ド協定加盟の意図

を大きな満足をもって歓迎すると明白に述べて

おきたい｡しかし,この問題に関する交渉は容

易なものではないだろう｡ すでにド-ナウ委員

会の前回の年次会議で,この目標を達成するに

は大変な努力が必要であろうということが示さ

れたのだ｡この時すでに ド-ナウ河のウルムー

ケールハイム区間,すなわち, ドイツ連邦共和

国側から自国領内の水路であって ド-ナウ協定

は適用されないとみなされている区間の問題が

議論された｡第2条に含まれている ｢ド-ナウ

河の可航部分｣という語句を 〔西 ドイツ側の見

解に沿って〕解釈 しようとする試みは,ほとん

ど賛同を得られなかった｡ 5年前,すなわち ド

イツ連邦共和国がまだ加盟申請を決定する前に,

条文の実態に合わない規定に関する協定の修正

に他の ド-ナウ諸国がどのように反応するかと,

オース トリア側から探 りを入れたことがあった

が,反応は当時まったく否定的であった｡いか

なる理由によろうとも,これに誰も触れたくな

かったのだ｡しかし, ドイツ連邦共和国が ド-

ナウ諸国と二国間内水航行条約を締結 しもしく

はその交渉中にあるという事実に照らして,解

決の道が示されているという希望はなお残って

いる｡ オース トリアはすべての ド-ナウ諸国と

ド-ナウ河航行に関する二国間条約を結んでい

る｡ 最新の_ものは約 3年前に ドイツ連邦共和国

と結んだものである｡ この国との条約がなぜこ

のように遅れたのかという理由は,このような

条約がそもそも必要でなかったからだと言うほ

かはない｡マイン-ド-ナウ運河が現実に完成

することが確実になった時初めてその必要性が

生 じたのであり,とりわけドイツ連邦共和国の

同意によってのみオース トリア船の該運河航行

が可能 となるがゆえにである｡｢国内水路｣

(nationaleWasserstrafSe)としての該運河には

もちろん排他的にドイツ法が適用される｡

両水系の結合とともに経済分野でも国際法分

野で も当然に新 しい事能が生ずるであろう｡

オース トリアが ドイツ連邦共和国と前述の内水

航行条約を締結 した後はネ-デルラントとの番

である｡ これに関する第一回交渉は数カ月前に

行われた｡ ドイツ連邦共和国との条約と同様な

条約の実現が期待されている｡ この両条約はこ

れによってオース トリア船が北海諸港に至るこ

とができるがゆえに重要なのだ｡しかし両条約

はライン河航行参加へのオース トリアの努力に

も懸っている｡

10年前に調印された1868年マンハイム航行協

定第二追加議定書は,ライン河自由航行を加盟

国に留保 している｡ オース トリアがライン河航

行に参与しようとするならば,理論的にはマン

ハイム航行協定に加盟するか-諸加盟国がこれ

に同意すると仮定して-,あるいは諸加盟国と

同等の地位を得るべく努力するかいずれかの可

能性がある｡ 後者の選択肢は前述の追加議定書
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に対する調印議定書の中で明確に予見されてお

り,これはオース トリアだけに関連する｡ なぜ

なら同等化の前提が同じ経済体制の国を問題に

しうるということだからだ｡ハンガリーにおけ

る発展に鑑みて,その経済体制が同等化を認め

させるもう一つの別の国がおそらく近い将来に

問題となるだろう｡ しか し目下のところそれは

オーストリアだけである｡

そもそもベルサイユ平和条約以来連合王国が

ライン河中央航行委員会の加盟国であるのに,

ライン河沿岸国たるオーストリアがそうではな

いというのも奇妙な話 (seltsam)である｡ 第

二次大戟後になってもオーストリア籍船がライ

ン河を航行していたにもかかわらずである｡

677km に及ぶマインード-ナウ運河の完成

およびド-ナウ河とライン河との結合とともに,

ド-ナウ委員会とライン河航行中央委員会との

両委員会には多くの法的作業が転換するだろう｡

それは両河にそれぞれ適用される管理体制の少

くともある程度の調和が必要となろうからであ

る｡ ド-ナウ委員会の六加盟国は国家貿易国で

あり,ライン中央委員会の全加盟国は自由な市

場経済体制をとっている｡ さらに問題となるの

は技術基準の調整 (Angleichung)である｡ そ

こで1994年以降ライン河航行における無線通信

は選択的呼出し装置 (Selektivrufeinrichtung)

の設置が義務づけられる｡ 今日すでに, ド-ナ

ウ河では一般的な無線通信における二重周波数

監視 (Zweikanaliiberwachung)がライン河で

は禁止されている｡

航行規定の調整が必要である別の理由は,数

年前に起きたような諸事件を防止することにあ

る｡ 当時バイエルン･ロイド (derBayerische

Lloyd)がオース トリアではないさるド-ナウ

国に船舶を売却した｡それはこれらが ドイツ連

邦共和国の技術的規定にもはや合致せず,した

がって運航が認可されなかったからである｡そ

の後間もなく同じ船舶が他国の国旗を掲げて

ド-ナウ河の ドイツ領域区間を運航したのだが,

これを禁止することはできなかったのである｡

ラインーマインード-ナウ結合の竣工によっ
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て,道路,鉄道,河川という諸交通手段の関係

に疑いもなく影響を及ぼす構造基盤の変化が生

じるだろう｡ 黒海から北海までの一貫交通が可

能になる時,何らかの変動が生ずることは十分

にありうること,いや多分生ずるであろう｡ そ

のような交通結合は必ずより多くの貨物を引き

寄せるだろう｡ なぜなら積換えの必要が無 くな

ることによって輸送が容易になり,したがって

速度も上るだろうからである｡

ド-ナウ諸国には完全に国有の航運企業があ

る｡ すでに1955年にチェコスロバキア,ハンガ

リー,ブルガリア,ルーマニア,ソ連の各 ド-

ナウ航運会社はいわゆるブラティスラバ協定

(Abkommen)を結び,これには1960年代後半

にオーストリア,ユーゴスラビア, ドイツ連邦

共和国の諸会社が加入した｡航運会社社長の年

次会議で航運の経営問題, とりわけ運賃決定

(Tarifgestaltung)と港湾使用料の諸問題が討

議される｡ このような協定 (Vereinbarung)

はライン河坑道には無く,また考えられもしな

い｡なぜならここでは大小様々な規模の少から

ぬ航運会社 (Reedereien)と,唯一隻の船を持

ち同時に船長でもあるような小船主たる多数の

自営業者 (Partikulier)から成っているからだ｡

このことを除いても,あのような協定は EC

の支配原理である自由競争に抵触するだろう｡

ド-ナウ河の運賃協定は航運会社間で運賃ダ

ンピングや過当競争が行われないよう保証しよ

うというものである｡ しかし現実には運賃が切

り下げられ,これは市場経済諸国の船会社に深

刻な問題をもたらしている｡ 国家貿易諸国は運

賃込みで商品を購入もしくは販売し,運送で発

生する損失を商品価格で補うことができる｡ 毎

年オーストリアの ド-ナウ汽船会社とコメコン

諸国の船会社との間で交渉が繰 り返され,その

都度この間題が蒸し返される｡ オース トリアと

コメコン加盟 ド-ナウ諸国との二国間航行条約

(Schiffahrtsvertrag)では,それぞれ ｢貨物の

公 正 な 配 分｣ (gerechte Aufteilung der

Frachten)が決められている｡ しかしこの決め

られた積取比率はつねに問題を生み出している｡
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オース トリアの ド-ナウ汽船会社は国有ではあ

るが私経済組織の企業 として収益性を重視 しな

ければならないのだが,国家貿易諸国企業の計

算は商人計算 とは無関係の基準によって しば し

ば行われるか らである｡

マインード-ナウ運河完成後の当運河を通過

する ド-ナウ河貨物輸送量に関する推定は,大

きく喰い違ってい る｡ それはきわめて多 くの予

測不可能な要因,たとえば鉄道 と内水航行 との

運賃,燃料価格,景気変動,道路輸送制限,海

港使用料等があるからだ｡商品の流れが どのよ

うに変るか も予測 は難 しい｡ ド-ナウ河沿いに

物資の集散地が新たに形成され,そこでの工業

立地が有利 となるだろう｡ 輸送費, とりわけ嵩

高貨物の輸送費の低下によって競争能力は大幅

に変わるだろう｡ 内陸国オース トリアに関 して

はその利益になることが確実である｡ 道路輸送

と水路輸送の費用比率が,今 日と同様 7:1か

らlo:1に維持されるという前提条件の下では

あるにしてもである｡

水運に有利な別の理由は環境負荷が きわめて

小 さい ことである｡ 世界で通過交通の負担が

もっとも重いオース トリアにとって,貨物輸送

を水路に移 して道路負担の軽減を図ることは大

きな役 割 を果 す｡ この点 で ｢浮 かぶ 陸路｣

(SchwimmendeLandstraLSe),すなわち船によ

るロルオン ･ロルオフ輸送 も大 きな意義を持つ

だろう｡ この種の最初の船,二隻 の準双胴船

(Semikatamaran)が デゲ ン ドル フ (Deggen-

dorf)で数年前にさるブルガリアの輸送会社用

に建造され,すでに就航 している｡ この船は49

台の トレーラーを積み込むことがで きる｡ 通常

の船舶輸送が もっぱら鉱石,石炭,石油製品,

穀物,木材,古鉄,鉄鋼等の嵩高貨物のために

用いられることは明らかである｡ すなわち,輸

送速度が大 した意味を持たず,今 日一部は鉄道

あるいは貨物 自動車で輸送されているような貨

物である｡ 北海諸港に直接結合することによっ

て水運の魅力は疑いもな く増大するであろう｡

しか もオース トリア領 ド-ナウ河だけでな く

(ここでは最近,年間 7-8百万 tの物資が輸

送されている), ド-ナウ河下流域 において も

である｡ ライン河では年間 2億 6千万 t,約35

倍の輸送量である｡

マインード-ナウ運河の利用にとって一つの

問題 は,流量調節が行われていないバイエル

ン ･ド-ナウのシュ トラウビンクーフィールス

ホ-フェン区間である｡ ここでは約半年間 2m

強の水深 しかな く,四カ月間はもっと浅 くなる｡

ド-ナウ委員会の規定によれば,流路部分で少

くとも2.5m,堰止め部分では3.5mの基準水

位が要求されている｡ したが って中型以上の船

舶は当分の間年間を通 して運河を自由に通行す

ることはできないだろう｡ 水路輸送の経済性に

とっては,一年 中 もしくは年間の大部分 にわ

たって,水深についても河面凍結についても水

路利用の可能であることが重要である｡ 船舶の

高い稼働率によってのみ他の交通手段に対する

有利性を示すことがで きる｡ この点で一連の段

階的堰堤 (Staustufenkette)の建設が大 きな役

割を果す｡それはこれこそ航行条件改善のため

のもっとも効果的な手段だか らだ｡

ウィーンとブラティスラバの間で ド-ナウ河

はきわめて深刻な問題を抱えている｡ ハインブ

ルク (Hainburg)とい う地名が数年前 にあ ら

ゆる報道によって周知のものとな り,それ以来

オース トリアの電力会社は環境保護論者の要求

にも発電所建設の経済性の要請にも応える解決

策を見出そうと努力 してきた｡この間題に関す

る議論はすでに数年間も続いている｡電力業界

か らは様々な解決案が提示 されたが, ｢縁 の

人々｣によって拒否されている｡ 法律的,経済

的議論,国際協定,船舶に必要な水深を保証す

る必要性等は脇へ押 しや られてしまっている｡

ウィーンと国境 との間のどこに発電所が建設さ

れることになるのか,いまのところまだ言 うこ

とがで きない｡ しか しド-ナウ河のチェコスロ

バキア ･ハ ンガリー部分 に関 して もガプチコ

ボ ･ナ ジマ ロ シュ (Gabcikovo-Nagymaros)

発電所で も最近ハンガリーの ｢縁の人々｣によ

る激 しい反対運動が起 きている｡

ハ ンガリー当局はナジマロシュ発電所建設の
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中止をハンガリー側 として踏み切ることは資金

的にできないと明確に認識 している｡ オース ト

リアの ド-ナ ウ発 電所 株式会社が元請会社

(Generalunternehmer) として契約に従い賠償

しなければならないだ けではな く, とりわけ

チェコスロバキアに多額の賠償金を支払わなけ

ればな らないだ ろ う｡ なぜ な ら堰堤発電所

(Schwellenkraftwerk) ガプチコボ発電所の稼

働はナジマロシュの堰堤 の建設に依存 している

からである｡ ナジマロシュが無ければガプチコ

ボはただ流水発電所 (Laufkraftwerk) として

しか機能 しえないが,これは出力を著 しく低下

させてしまうことになる14)｡

ド-ナウ河下流におけるここ数十年間の,い

やおそらく今後 も最大規模の建設工事はチェル

ナボダ (Cemavoda)運河である｡ これは 〔黒

海に臨む〕海港であるコンスタンツァ (Cons-

tanta)に至る水路を約240km短縮する｡ この

運河完成によりド-ナウ河のスリナ分流の, し

たがってソ連の港イスマイル (Izmail)とレニ

(Reni)との意義は低下す ると考えられるか も

しれない｡ しか し巨費を投 じて建設された水路

が非ルーマニア籍船によってはほとんど利用さ

れていないというのが実態なのだ｡なぜなら,

ルーマニアの構想では年間 2億 t以上の荷扱量

で,ロッテルダムに次 ぐ世界第二の港 となるは

ずだったコンスタンツア港の設備 も用役 もきわ

めて劣悪である上に,運河通行料が高率だから

だ｡数年前にすでにルーマニア側から,オース

トリア企業がコンスタンツァ港建設に参加 しな

いか という引合があった｡ しか し最初の接触で

この計画か らオース トリア側は手を引いて し

まった｡運 河 通 行 料 を協 定 に よって (ver-

traglich)長期 に固定 しよ うとい う妥当な要請

が受け入れられなかったからである｡ これ以外

にも別の問題がある｡ すなわちこの運河は ド-

ナウ河の水位が低下 した時には,160km にも

及ぶ迂回路を通って初めて利用可能となり,そ

14) 朝日新聞 (東京版)平成 3年5月27日付によれば,ハ

ンガリー政府は1989年6月に該丁事中止を決定 したとい

つ｡
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のため航路短縮 というこの運河の利点は大幅に

失われることになるのだ｡

旅客輸送は貨物輸送に較べるとその意義は小

さいが,最後 にこれにも言及 しておきたい｡

1972年以来ルーマニアとソ連を除 くド-ナウ諸

国が ド-ナウ河を観光資源化するために同盟を

結んだ｡一連の ド-ナウ航運会社は新鋭船を含

む客船を ド-ナウ三角洲まで運航 してお り,旅

客数は次第に増加 している｡

B 国境の無いヨーロッパの交通一前提 と展
亡Jj-
三E

(l) WalterRhomberg(連邦産業経済会議

所 [Bundeskammer der gewerblichen

WirtschaftWien]議員, ライン会議所連

合名誉会頭,同連合一般交通問題部会長)

:序論

当初,当連合の活動は内水航路の諸問題を対

象 としていたが,間もなく輸送制度の仝経済に

対 す る本来 の貢献 は ｢諸交通手段 の協調｣

(ZusammenwirkenderVerkehrswege)にある

ことが明らかになった｡それゆえ,当連合にお

いて陸上交通および航空の諸問題がつねに扱わ

れるようになったのは当然であ り,その目的の

ために ｢一般交通問題｣という独自の部会が設

置されたのである｡ 当部会では仝加盟国の利益

の均衡 と利用可能な仝輸送体系を視野に収めた,

共同の観点に立つことが可能であるような代表

構成になっている｡

状況の力によって国際協力の方向に発展 して

いることを当部会はますます確信することがで

きるようになった｡ しかし遺憾ながらこの発展

はすべての輸送手段において一様に進捗 してい

るわけではない｡航空と鉄道の明きらかな差異

をここで挙げておきたい｡

当連合の活動が関 りまた論評 もしてきたこの

発 展 の里 程標 は EC裁 判 所 の不 履 行 判 決

(Untatigkeitsurteil), ヨーロッパ域内市場創設

に関する決議,新アルプス横断鉄道計画の進展,

アルプス横断問題解決に向けての ECの交渉

委任 (Verhandlungsmandat)である｡
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当連合は加盟諸国経済に資する構想上の議論

を盛 り上げ,しかもその都度,当連合の特別の

強みでもある協調方式の下で行うことに,その

使命を見出している｡ 世論においては福祉と機

能的物流 (Logistik)を含む機能的経済との関

連が正しく理解されていないので,この課題は

意義がある｡ 交通制度に対する住民の理解は残

念ながらますます弱まり,住民層の大部分が国

境を超えた経済的繁栄の強力な柱としての機能

的交通制度の重要性を十分に理解していない｡

現在のとくに多くの地域にみられる交通制度に

対する否定的能度が,経済と社会にとってどん

な不幸な結果をもたらすものであるか,近い将

莱,とりわけ新しい交通観念が生み出された時

に思い知らされることであろう｡ かかる観念を

生み出し原則を定式化することに,当連合およ

びとりわけわが交通部会は貢献しようとしてい

る｡ 議論に公平さが欠けている所では当連合は

勿論批判の声をあげ,また世論において不真面

目にかつ誤った議論が行われる時には介入しな

ければならない｡当連合が成立以来一貫して主

張 しまた GATT にも明記されている,交通

経路と交通手段との自由選択の原則は不変の立

脚点である｡

ヨーロッパ域内市場という観念によって交通

政策においても要求が一層強くなってきたこと

を確認できるのだが,このことは当連合をして

具体的諸問題に意見を表明し,その基本的態度

をこれらに対 しても向ける機縁となった｡当連

合は当然に環境面を留意しながら発言してはい

るが,つねに経済的に合理的な論拠を重視して

いる｡ それゆえ当連合は最近交通政策上の問題

について二度にわたりとりわけ強く発言し,そ

れぞれ調和のとれたヨーロッパ交通政策の策定

に向けての決議をもってした｡第二の問題につ

いては仝ヨーロッパ高速鉄道網創出に関する決

議を行った｡

当連合は域内市場に期待されている経済統合

において,交通が鍵の役割を果すことを示唆し

たい｡城内市場およびこれと直接に結びつき地

理的に中央ヨーロッパの中核部に位置するオー

ス トリアとスイスにおいて,通商関係の,した

がって交通関係も平均以上の増大が期待できる

だろう｡ 当連合は共同の調整されたヨーロッパ

交通政策が欠如 していることを,しかも構造基

盤の面においても秩序政策の面においてもそう

であることを遺憾とする｡ この調整された交通

政策は次のような障害に対処するためのもので

ある｡ すなわち,二国間取極めと割当制,道路

税,関税制度 (Mautsystem) と道路利用料納

付 済証 (StraLSenbeniitzungsvignetten),寸法

お よ び重 量 基 準 の不 一 致, 重 量 車 輪 税

(Schwerverkehrsabgaben),夜間交通禁止等で

ある｡

これらの国別規制はヨーロッパ交通市場の能

力を著しく殺ぎ,商業と工業の費用を増大する

結果を生んでいる｡ それゆえ当連合は,用役の

自由の実現をもたらすあらゆる手段を講じると

ともに,これらの諸障害が除去されるべきであ

り,技術上の基準がスイスとオーストリアを含

めて仝 ECの枠組で調和されるべきであり,

基本的社会 〔政策的〕規定の観念と適用も同じ

く調和に至るべきであるとの観点に立つ｡加え

て当連合は,個別交通手段の均衡を考慮 した

ヨーロッパ交通基盤政策の調整をも要求する｡

当連合は,仝ヨーロッパ諸国が自由な通過輸

送路に利益を見出しているが,すべての国が同

じ程度にいわゆる通過交通 (Transitverkehr)

に関るものではないと確認している｡ アルプス

諸国の特別の状況,中部ヨーロッパ にとってこ

の上なく重要な南北アルプス横断線は,この通

過交通に関連してとりわけ憂慮をもって認識さ

れている｡ これらの諸国の構造基盤に対して財

政的にきわめて出費を伴う要求がつきつけられ

ている｡ それゆえ当連合は,多額の構造基盤整

備費を当該諸国だけが引き受けるべきなのかと

問いかける｡ 同時にこの通過交通に伴う環境負

荷を,鉄道輸送比率を大幅に引き上げることに

よってであろうと,はるかに環境親和的道路輸

送車輔によってであろうと,道路,鉄道交通に

おいて一層効果的な騒音防止によってであろう

ど,どのようにして減少させることができるか



西ヨーロッパ商工会議所連合創設40周年記念 シンポジウム報告

ということも検討されなければならない｡しか

しつねに当連合は,統制主義的措置 (dirigisti-

scheMafinahme)による交通手段の自由選択

の侵害を拒否する｡

さまざまな理由により,鉄道は今日まで妥当

なまたその可能性に応 じた形では交通市場にま

だ参与していない｡当連合はこの最適とは言え

ない状態の除去のために一連の要請や提議を

行ってきた｡それは次のようなものである｡ 軌

条基盤の改善,複合交通 (kombinierterVer-

kehr)の改善,運行速度の増大,国境におけ

る待時間の極小化,国際交通における統一的運

賃体系の整備,車輪と電流体系との調和,鉄道

当局の市場志向的発想-の転換の推進,そして

最後に鉄道当局が統一的輸送組織として行動す

ること｡ これらの諸提案が実現するならば,秩

道利用を選ぶ者が増えるであろう｡ 条件に恵ま

れた道路貨物交通への切換えの強制はかくて時

代遅れとなるであろう｡

当連合の交通政策理念は交通を妨げることで

はなく,交通を利用し易いものにすることであ

る｡ したがって最近数カ月は道路貨物交通を

もっと環境親和的にする問題が,議論と現場か

らの情事馴叉集との対象になった｡有害物質のよ

り少い,騒音のより小さい内燃機関,騒音を発

しにくい路面等の要求,これらを開発しこれら

を政治と企業に受け入れさせるために協力する

ことを,当連合は同じく義務とみなしている｡

これらの可能性がまだ究極まで追求されていな

いことを,当部会はここ数週間におけるこの分

野での聞取 り調査や当該研究部門,とりわけ

ヨーロッパ最大の貨物自動車工場のさる研究部

門の見学によって認識した｡勿論この間題では

騒音低下と排ガス減少のための必要な改善,ど

りわけガソリンと重油の燃料特性の革善は,改

善されしたがってより受け入れられ易い経済的

提供を可能にする目的の技術的,科学的開発の

推進と同じ役割を果す｡

同様に当連合はヨーロッパ高速鉄道網の問題

に対 しても発言してきた｡これは21世紀の鉄道

交通の最適の解決のための重要な前提条件の-

19

つとみなされるものである｡ 当連合はヨーロッ

パ圏におけるこの種の鉄道網はきわめて望まし

いと考えている｡ なぜならそれはとりわけ200

-800kmの距離にとって経済的魅力を発揮で

きるからだ｡当連合は次のようなことをこの魅

力にとっての必要前提条件とみなしている｡ す

なわも,この高速鉄道網は各国の措置によって

連繋のないままに創 り出されてはならない,国

境越えは支障なく,また時間の損失なく行われ

なければならない,非 EC諸国, とりわけ

オース トリアとスイスもこの高速鉄道網に完全

に組み入れられなければならない,かかる計画

の実現が必要とする巨額の投資に照らして,で

きるだけ速く,EC による財政措置を引き出す

ような,また条件如何では混合経済的会社形態

の形成を必要とするような金融上の手続きが進

められなければならない｡

この点においてもアルプス横断交通の特別の

事情が考慮され,また EC による統合的資金

調達を含む金融手続の要求が主張される｡当然

のことながら技術的諸問題,たとえば車輪,蛋

力供給等の問題の解決もまた,この点で成果を

上げるための前提である｡

繰返し当連合は,どのような交通手段に対 し

てであろうと等しく統制主義的措置に反対 し,

特定の交通手段がおのずから受け入れられ易 く

なるような,市場に即した措置を支持 してきた｡

他の交通手段がすでに実証してみせた基本的前

提とは,ヨーロッパの諸鉄道当局の国境を越え

た,統合された思考にほかならない｡

ヨーロッパ諸国の個々の交通手段が置かれて

いる相異る位置は,いまアルプス横断問題の速

やかな解決ばかりでなく,国境を越える輸送需

要を持つ荷主に提供される輸送能力の調和のと

れた増強も妨げている｡ ヨーロッパ幹線道路に

よる通過交通と鉄道によるそれとの相互移行性

(DurchlbLSigkeit)は個別区間のそれに依存 し

ている｡敵齢が仝体系の機能性を損っているの

だ｡

航空においては依然として様々な地域に幹線

航空路への連絡線の改善もしくは新設の要求が
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あり,当連合はこの点に関してしばしば一専門

家による評価を参照 しつつ一僻地 (Seitenre一

gion)の連絡改善を支援すべ く努力してきた｡

しかし主要な難問は幹線航空路が著しく過密化

していることである｡

油送管に関しては,これについての可能性と

要求との大部分が,ヨーロッパでは実現された

かあるいは確実なものになっていると断言して

よいだろう｡

当連合の課題は将来においても,可能なかぎ

り政治過程に経済界の要求に合致するように,

また経済自体にか くも重要な交通制度に影響を

及ぼすべく努力することにある｡ 当連合の強み

は,経済界の調整 された見解 (koordinierte

Meinung)を示すことができ,かくてしばしば

政治の場で打ち出される見解よりも早く計画策

走に当ることができることである｡

(2) G.Aberle(ギーセン大学教授):陸路,

資金不足,国別規制の緊張関係の下での交

通構造基盤

① すでに一年以上も前から EC加盟国に

おいても他のヨーロッパ諸国においても,競争

環境の変化に対応 しようとする明確な姿勢を見

てとることがで きる｡ 諸環境要因 (Umfeld-

faktoren)が根本的に変化するであろうとの認

識は,すでに持続的な構造変革過程を生み出し

ている｡ 過去数十年にわたって固定されてきた

構造が再び可変的になるであろう-おそらくこ

の見通しの中に統合努力の最大の機会が潜んで

いる｡

加うるに,しかも輸送部門にとっては勿論と

りわけ重要なのであるが,ヨーロッパ諸市場の

統合が明白な規制緩和と結びついているという

事情が挙げられる｡ そのかぎりにおいて統合効

果と規制緩和効果 とは重なり合うのである｡

(∋ 統合と規制緩和とに結びついた明るい経

済期待は,とりわけ一方では EC加盟諸国間

の,他方ではこれらと第三国との大幅に増大す

る商品流通にもその根拠を見出している｡ 経済

が必要としている構造変革過程,分業の変化,

迂回生産の高度化 (sinkendeFertigungstiefen),

製造業および商業における効率的物流戟略への

転換,これらは効率的に機能する輸送部門を要

求する｡ 別言すれば,効率的なヨーロッパ輸送

経済無しにはヨーロッパ諸市場の統合が目指す

正の作用は実現できないのだ｡したがってすで

に公表されている貨物交通予測はすべて,国境

を越える交通において2000年までに1987年と較

べると輸送量は約34%増大するであろうという

前提から出発している｡ 最大の成長率を見せる

のはアルプス横断貨物交通であろう｡ この成長

率に関する推定は2000年までに約60%もしくは

2020年までに二倍になるというものである｡ 加

うるに,議論において一般にどういう訳かつね

に括弧に入れられているのだが,旅客交通の著

増が挙げられるのであり,これはますます増大

する移動欲求と結びついている｡ヨーロッパの

もっとも重要な諸国の貨物交通をもっぱら一国

単位で見るならば大した増大は期待できないの

に対して,旅客交通の状況は異る｡ この部門で

は各国の交通体系において最大の成長率が見込

まれている｡

各交通部門の別を無視するならば,総 じて

ヨーロッパ全体として2000年に至るまで貨物,

旅客交通における輸送力需要の急激な上昇を予

想することができる｡ ここで部門別に見るなら

ば,2000年に至るまでの期間は道路交通が問題

なく首位を占めるであろう｡ 国境を越える貨物

交通における鉄道の現在約14%というきわめて

僅かな市場占有率は,公表されたすべての予測

において将来ともほとんど上昇しないとされて

いる｡ もしこの占有率を維持することができる

ならば,それはすでに一つの成果とみなさなけ

ればならないが,この占有率の背後には絶対量

の著増が潜んでいる｡ このような部門による様

相の差異の原因は,いわゆ る貨物構造効果

(Guterstruktureffekt)に存 し, これは貨物構

造の変化に照らすと完全に道路貨物交通に有利

なのである｡ それはまた物流効果 (Logistik-

effekt)にも存 している｡ なぜなら鉄道の体系

特性は経済界からの物流要求に対応するために

はあまり適合的でないからだ｡最後に,と言っ
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てもその意義をけっして軽視してほならないの

だが,諸鉄道当局間の協調が伝統的に困難であ

ることを指摘 しなければならない｡このことは

急激に増大する国境越え輸送市場において,追

路貨物交通に対して品質面でも価格面でも競争

力のある供給を行うことをこれまで不可能にし

てきたのだ｡

それゆえ大局的に見て将来予測は,道路交通

が全体としてきわめて高度に基本需要を満さな

ければならないだけでな く,貨物,旅客交通の

予測される成長の大部分をも担わなければなら

ないという前提に立つべ きである｡

③ 効率的輸送体系は効率的構造基盤をも必

要とする｡ 交通構造基盤はいわゆる潜勢的要因

(Potentialfaktor)とみなされる｡潜勢的諸要

因は経済過程の基盤を形成する｡ 潜勢的諸要因

が陸路状況に陥ると,これは直接に他の諸要因

の投入の生産性に影響を及ぼす｡したがって交

通構造基盤は EC諸地域の,また経済活動の

現実的および潜勢的立地競争に対 して大きな意

義を持っている｡

西ヨーロッパのいくつかの中心国において,

とりわけドイツ連邦共和国において,この間に

交通構造基盤の深刻な陸路が生じている｡ この

点でまず道路網が問題になる｡ 同様に重要な空

港と航空路とが過密ないし超過密である｡ 鉄道

交通 におけ るい くつか の重要 な南北連絡

(Nord-Sil°-Relation)さえもその輸送力の限

界に達している｡ ヨーロッパ統合およびこれか

ら期待される経済進歩過程という観点からする

と,この間に交通構造基盤の広汎な諸領域を掩

うに至ったこの陸路問題は,交通,経済政策に

対する深刻な試錬となっている｡ ここでとりわ

け,ヨーロッパのいくつかの国において,交通

構造基盤の意義に関する社会合意がまだ生まれ

ていないということも重視されるべきである｡

このような事情のため,何よりも交通構造基盤

の計画,達成期間がこの間に20年もの長期を必

要とするという結果が生 じてしまった｡

④ 陸路問題は個別的に分析されなければな

らない｡この問題は陸上交通手段にとっては-
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股に南北交通においてもっとも明白に現れてい

る｡ 道路交通,その中でも道路貨物交通を考察

すると,すでに現在困難なそして今後も困難で

あり続けるアルプス横断交通の事情が眼前にあ

る｡ これと比較 しうる似たような陸路問題に直

面している統合地域は無い｡アルプスの困難な

地勢的条件とともに,EC統合領域が二つの非

EC 国によって切断されている上に,しかもイ

タリアと北部 EC諸国間の商品流通が もっと

も急激に増大しているという事実が挙げられる｡

環境,国内政策によって正当化するスイスの強

硬な姿勢は,貨物自動車の総重量を最大限28t

に厳しく制限することによって,オーストリア

経由の通過路線を著しく過密化するという結果

を生んだ｡このオーストリアにおいても最近で

は同様の重量制限を行う可能性が口にされ始め

ている15)｡ 夜間交通の禁止,速度制限,重量車

輔に対する特別料金等は道路貨物交通の成長を

阻むことになろう｡ 経済発展過程ととりわけ道

路貨物交通における予想される成長の動態に照

らして,この間題では厄介な摩擦の可能性が新

たに生みだされつつある｡きわめて多 くの代替

的輸送の可能性が理論化され,そして実行され

たのはあまりに少い｡鉄道利用の可能性を主張

することは,目下のところ経済界のための真の

代替政策というよりも空念仏でしかない｡

鉄道における複合交通はとりわけ国境越えの

アルプス横断輸送において基本的にきわめて大

きい発展可能性を秘めている｡それにもかかわ

らず,アルプス横断交通における複合交通は目

下のところきわめて僅かな競争力しかない｡た

とえば始発,終着駅の設備の一部は著しく負担

過大であり,荷役の終了時間はあまりに早く,

輸送時間は長過ぎ,支払価格はしばしば競争力

を持てない｡料金設定にあたっては,貨物自動

車の限界費用と競争しなければならないことが

つねに考慮されなければならない｡アルプス横

15) アルプス横断貨物輸送の現状とオーストリアにおける

動向については,たとえば DerSplegel,12.Juni1989

(Nr.24):AuspuffEuropasや De7-5.,27.August1990

(Nr.35):Ruheam Berg,に詳細に報 じられている｡
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断区間の輸送容量 も中期的には全 く不十分であ

る｡ 公 示 手 続 (Vernehmlassungsverfahren)

終了後2010年まで に新 しいアルプス横断路線

(Alpentransversale)をつ くるというスイスの

公約は,予想され る成長過程に照らすと安心を

もたらす ものではなく,む しろ不安をかき立て

るだけである｡ プ レナ-深部 トンネル建設によ

るプレナ-峠交通容量増大 も,巨費とともに恐

るべき長期にわた る時間を必要 とする｡ これに

加 うるに,複合交通においては明らかに政治家

や鉄道当局によっていわゆる無人交通 (unbe-

gleiteterVerkehr)に,すなわちコンテナおよ

び Wechselaufbauten [Lkw-Auflieger荷台車

の意か ?]に傾か されてしまう｡ しか し外国に

は道路輸送業者はごく僅か しか発着駅附近に拠

点を置いていないので,さらに外国領の長距離

区間を 〔そのまま鉄道によって〕定期的に運送

しなければな らない｡ この点で輸送取扱業

(Speditionsgewerbe)の絶対優位が示される｡

輸送取扱業者は貨物のかなりの部分を自社所有

の車輪 と人員で運送するからだ｡そのかぎりで

道路の過密を現実 に軽減するためには,まさし

く有人交通 (begleiteterVerkehr)を,すなわ

ちいわゆる ｢走る国道｣(rollendeLandstraLSe)

を市場で魅力あるものに作 り上げる必要があ

る16)｡有人交通を考慮することなしに道路貨物

交通への転換 (Umlenkung)を目指すすべて

の計画が,か くて市場の重要な諸現実を見落 し

てしまうのである｡ このことはエネルギー問題

の観点からすれば遺憾なことか もしれない｡ し

か し複合交通による道路負担軽減戟略の成果は

このような市場重視策に依存 しているのだ｡

総 じてヨーロッパにおける議論では道路貨物

輸送の問題が過大評価されている｡ 比較的新 し

い調査 (Prognos1987)によれば,外国の貨

物自動車による道路貨物通過輸送は,調査対象

となった13のヨーロッパ諸国のどの国において

16) ドイツ連邦鉄道 がアルプス越 えで ミュンヘ ン ーベロー

ナ間を毎日運行している,貨物自動車を丸ごと運ぶいわ

ゆる Huckepackの列 車名｡ イ ンゴル シュ タ トか らは

Shuttleと呼ばれる荷台車のみを運ぶ列車が運行してい

る｡DerSplegel,199O(Nr･35),

も2%の占有率を越えていない｡オース トリア

とユーゴスラビアを除けば 1%にも満たない

(計算単位 1乗用車100万 km)｡この数値

は乗用車交通を含む全道路交通に基いている｡

ただ道路貨物交通だけを問題 とするならば (計

算単位 t･km),外国車 による通過輸送比

率はオース トリアで約18%と最大とな り,これ

に次いでユーゴスラビアの12%,デンマークの

11%である｡ スイスは,その厳 しい規制政策を

考えれば驚 くにあたらないが, 3%弱で八位に

来るにすぎない｡ ドイツ連邦共和国とフランス

は外国車通過輸送比率は約 5%で,第五位およ

び第六位を占める｡

この調査の中のさる叙述が興味深い｡貨物交

通を道路から鉄道に移すことはオース トリアの

アルプス横断交通において約三分の一にも達す

る,眼にみえる負担軽減をもたらすだろうが,

鉄道は当面克服できない輸送能力の難題にぶつ

かることになるだろう｡ ゆえに政治的観点から

アルプス横断道路貨物交通の増大が鉄道に転移

することになるならば,抜本的な拡張政策や組

織上かつ価格上の発想の転換が必要 となるであ

ろう｡ そのようなことが近い将来に可能である

か否かは,これまでの経験によればきわめて疑

わ しい｡

重要な鉄道路線に生 じている輸送能力問題に

おいても,またとくに主要空港に関する陸路の

議論においても,経済学者には状況判断は困難

である｡ 多 くの場合 もっぱら技術的観点から行

われる陸路議論はきわめて不十分なものである｡

陸路はつねに何 らかの価格構造 という背景の下

でのみ規定することがで きる｡ 今 日ヨーロッパ

のいくつかの国において,とりわけ ドイツ連邦

共和国において,特定の過 日と特定の時間帯に

主要鉄道の交通事情が完全に過密化 し,それに

もかかわらず本来必要な差異価格の導入が行わ

れていないという状況がみられる｡短期的には

輸送力増強を行いえない場合に,価格差異化は

緊急需要を選別 し,か くて価格上乗せや割引価

格を通 して需要を分散 し,陸路の幅を拡げるこ

とを狙っている｡ フランスの TGV で差異的
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追加料金制度が導入されているのに,他国の鉄

道会社は経済的に正当化できない統一運賃制を

依然として採用している｡これは反復する最大

負荷とこれから生ずる経営業務の混乱とは無関

係に決められているのだ｡この批判はもっと厳

しく空港に向けられよう｡ ドイツ連邦共和国で

目立って盛 り上 りを見せている陸路議論はきわ

めてあてにならない｡経済的観点からすると,

そもそも陸路が存在するということはこれまで

証明されていないのだ｡いささか極論になるか

もしれないが,こう定式化できよう｡問題とさ

れている技術的陸路は空港の価格政策により

｢銭入れ口｣で (beidenslots)創 り出された

ものだと｡ 空港,過日,時間帯の過密状態に対

応した着陸料と安全飛行措置料とを大幅に差異

化することによって,陸路状況の緩和が可能と

なるであろう｡ もっとも混雑している空港から

割引料金の飛行機を発着させ,同時に緊急に必

要な出張交通に絶えざる遅延を強いるというの

は,経済的にまったく馬鹿げたことである｡ こ

の点でかなりの政策需要がまだ存在する｡ たと

え航空会社も空港会社も価格政策のかかる経済

化 (Okonomisierung)には反対 しようともで

ある｡ かれらの反対行動は理解できるが,結局

問題を尖鋭化させるだけなのだ｡

⑤ 西ヨーロッパの交通構造基盤における陸

路状況の除去は,単に環境保護の重視や一般的

社会政策的評価との調和の問題にとどまらない｡

これに加えて現実的な金融上の諸困難があり,

これは交通構造基盤投資の資本濃度の高さに照

らせば驚くには当らない｡他方でこの金融上の

諸問題が,道路交通に対する高額の特別料金負

担によって莫大な収入を上げながら,これのき

わめて僅かな部分 しか道路構造基盤政策のため

に支出しないような諸国においても,顕在化し

ているのは驚 くべきことである｡ ここで示され

るのは,道路交通がその他の多くの支出項目に

対する資金源として重視されているということ

である｡ ドイツ連邦共和国はこの点であまり自

慢にならない例を示 している｡ 本来道路交通に

は,道路構造基盤の利用者がきわめて積極的に
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支払いに応 じるので資金問題は存在 しないはず

だ｡問題はもっぱら高負担にもかかわらず徴収

された資金が他の国家支出に振 り向けられるこ

とから生ずる｡ このことはたしかに原則として

は完全に政治的に正当化される行動様式である｡

しかし同時に,国民経済の社会的,経済的発展

にとって重要な交通構造基盤という潜勢的要因

が質的にも量的にも必要に応 じて整備されえな

いならば,これから重大な問題が生ずる｡効率

的交通構造基盤がどのような国民経済的価値を

持ち,必要な補充投資,維持措置,重要な拡大

投資等を怠るならばこれの実質価値がいかに急

速に劣化するものであるかについて,社会はま

だ十分に認識していない｡

これに対 して真の資金問題は鉄道構造基盤の

量的,質的改善のための投資が生み出す｡この

点では二つの問題領域を区別しなければならな

い｡第一に,何度も議論され最初の供用区間に

おいてすでに実現し,数年ならずしてより明確

な形をとる西ヨーロッパ鉄道の高速体系である｡

ヨーロッパの鉄道会社は1989年 2月に一つの研

究報告を公表した｡そこではヨーロッパ高速鉄

道網の構想が謳われている｡20-30年間に三つ

の建設段階を踏んで約900億 ECU の投資が行

われるべきであり,これによって高速鉄道網は

約 3万 kmの路線距離を持つにいたるであろう｡

このもっぱら旅客交通のための鉄道網は現在の

旅客交通量の四倍以上をこなすことができるは

ずである｡ 同時にこの研究の筆者はこの投資が

利益を生むと考えている｡ 勿論この点では強い

疑義が出されている｡ ことに該研究がきわめて

印象的な好経営成績を出しているバリーリヨン

間の TGV を基礎にしているものであるから

なおのことである｡ この成果は他の多 くの路線

計画にも当てはめられるものではけっしてない｡

むしろ現在建設中のあるいは計画中の ドイツ連

邦共和国やフランスの高速路線に対する予測は,

旅客交通をもってしては費用を何とか賄うこと

も不可能であるということである｡ さらにこの

ような予測では,多くの場合強化され質的に改

善された貨物交通によって必要な収入が確保さ
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れるであろうと考 えられている｡ このことは勿

請,貨物交通の増分の巨大な可能性 を利用 し尽

す ことが可能であ るということを合意 している｡

しか しそのための手掛 りとなるものをこれまで

の予想はまった く提示 していない｡む しろ鉄道

は現在の (低い)市場占有率を何 とか維持する

ことがで きれば,それで満足 しなければならな

い｡い くつかの鉄道は好況であった1988鉱山年

痩 (Montanjahr)の絶対量 を長期 にわたって

安定することがで きれば,すでに非常な成果 と

みな している｡

しか しこのことは事実上,資金問題を意味 し

ている｡ なぜなら西 ヨーロッパ諸国は一般会計

からこの桁数の資金を捻出する意志 もなければ

できもしないか らである｡ 他方で鉄道用役の需

要者の支払い意欲 をあま り強めることはで きな

い｡ なぜなら道路交通の体系特性 に由来する利

点が これを制約す るか らである｡ 統合交通市場

の完成 を脱んだ EC委員会か ら交通相理事会

(Verkehrsministerrat)に提案 された交通構造

基盤の領域 における行動計画は,交通路建設の

ための緊急政策 に 6億 3千万 ECU を見込ん

でいる｡ どのような経済合理的基準 に基いてこ

の資金が支出され るのかは不明である｡ む しろ

何よ りも政治的要求を満足するために,多 くの

国において個別計画に資金供与がなされる危険

が存在 す る｡ この よ うな ｢ば らま き原則｣

(GieLSkannenprinzip)は合理的交通構造基盤政

策 とはまるでなじまない｡

他方でアルプス横断鉄道交通のための投資に

も資金問題が存在す る｡ た しかにスイスはその

新アルプス横断路線 を自己資金で敷設 したい と

声明 してはいる｡ しか しオース トリアは明らか

に EC資金 を欲 しが っている｡ この間題で は

効率的 アルプス横 断路線建設 に ECが強い関

心 を持 ってい るので,何 らかの EC の資金協

力がいずれにせよ考慮され,実現す ることにな

ろう｡

ヨーロ ッパ鉄道交通におけるその他の輸送量

の多い区間に関 しては,すでに三月初めにアル

プス横断交通 に関す るフランクフル トでの会議

で提出された,鉄道構造基盤の強化 と管理のた

めの ヨーロッパ代表機関 (Agentur)を創設す

べ Lとの案がl貴重に検討されなければならない｡

この機関に諸計画が集中 し,資金問題 も集中的

に解決されることになる｡ 資金市場か らの調達

資金 と,各国か らの補充資金供与 とか ら成 る特

別基金の創設は予想されることだ｡利用料 に関

す る再資金調達の可能性 に照 らして, もっぱら

資本市場だけか らの調達に頼 るのは無理のよう

に思われる｡ しか し必要収入の大部分を鉄道構

造基盤利用者の支払いによって生み出すべ く,

総 じて努力すべ きである｡ その際従来の国別の

鉄道会社のほかに,高価値の鉄道用役の新 しい

供給者 もまた生み出されることが想像で きると

い うものだ｡すべてのこのような構想は勿論,

まだす ぐれて将来を問題にしているかのごとき

もののように見える｡ なぜなら現在のところこ

のような統合的かつ包括的解決を実践する準備

も能力 も,各国政府 と国別鉄道会社に認めるこ

とがで きないか らである｡ 残念なが ら鉄道は輸

送分野において もっとも強 く伝統的,民族的発

想 に向いがちな供給者なのだ｡その際指摘 され

るべ きことは, このような技術領域における国

家的志向が国別の鉄道部品工業によって も支え

られているとい うことである｡

航空においてはいかなる一般的資金問題 も見

出せない｡必要な投資が とりわけ安全飛行の分

野で相当な額に達 しているにして もである｡ 比

較的高い料金, とりわけ容量状況に対応 した料

金差異化によって収益性は著 しく高まった｡こ

のことが航空料金を引 き上げているとはいえで

ある｡ 航空用役が原則的には安価であるとい う

ことにわた くしたちは馴れ きっている｡ 実際の

航空用役は大 きな費用を生ぜ しめるものであ り,

それは需要者によっても負担されるべ きであ り,

このことが航空用役需要の減少を惹 き起す こと

になる時でさえもしか りであるとい うことを,

卒直に認めなければならない｡ しか もおそらく

これは望ましい効果でさえある｡ ただ,引 き上

げられた料金によって取得される収入は容量状

況の改善にも使われるということが確認されな
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ければなるまい｡このような要請が現実に満さ

れることは無論ないのだが｡

⑥ 道路構造基盤領域における容量陸路,追

路貨物交通の通行費用 (Wegekosten)に対す

るきわめて問題の多い議論,いわゆる人為的費

用 (KiinstlicheKosten,道路関連の特別料金)

の調和の進展がみられないこと,これらの結果

として EC委員会が1987年以来調和原則 とし

て属地主義 (Territorialit畠tsprinzip)を打ち出

すに至った｡該委員会はか くて数十年にもわ

たって行われてきたやり方,諸料金の調和を国

籍主義 (Nationalitatsprinzip)で行うという道

を捨てたのである｡

属地主義は一見 したところまた一般世論に対

して魅力的であるように見える｡ なぜならそれ

は発生者主義 (Verursacherprinzip)に従って

いるとしているからである｡ しかし実際のとこ

ろは,属地主義の適用はヨーロッパ統合におけ

る基本的な後退を意味しているのである｡ この

ことは要点を並べて言えば以下のような理由に

基 く｡

(1)属地主義は新しい租税国境を作 り出す｡

なぜなら EC各国のすべての自動車用役が把

捉されなければならないからだ｡一つの統合さ

れた域内市場と一致しうるのは,EC全域に及

び財政調整と結びつく調和のとれた国籍主義だ

けである｡

(ll)属地主義の適用は,相異る EC諸国で

の個々の自動車の各運行を把捉 し計算すること

から生ずる業務費用の著増を惹き起す｡この解

決方法はこれまではただ大雑把な枠内で議論さ

れてきただけである｡ あるいは最高の技術水準

に基いた人工衛星による把捉と納税済証による

解決 (Vignettenldsung) との間の妥協になる

かもしれない｡後者の意味するところは,各国

からそれぞれ特別の納税済証を購入しなければ

ならないということである｡

(111) 属地主義は記録された通行行動に対応す

る貨幣価値を与えることができるように,一つ

の等価仮説を必要とする｡ 等価仮説として EC

委員会は通行費との関係を選び出した｡その際,
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道路に関する議論が方法上も成果の有効性につ

いても,交通論と交通政策におけるもっとも問

題の多い領域に属しているということは考慮さ

れていない｡様々な試行にもかかわ らず EC

委員会は,通行費算定の方法に関する EC内

部の合意を何とか生み出すことにも成功 してい

ない｡その結果属地主義の枠内で各国はそれぞ

れの通行費観念に則 り,道路貨物輸送に対する

通行費を算定し徴収するであろう｡ 実に様々な

方法上の問題のためにここできわめて大きい操

作可能性が生ずる｡ それは結局すべての地域の

立地条件に影響を及ぼすのである｡

そのかぎりにおいて属地主義適用の要請には

きわめで慎重に対処 しなければならない｡属地

主義を先取 りしたものとして,1990年 1月 1日

から予定されているドイツ連邦共和国における

重量貨物自動車に対する道路利用料金を挙げる

ことができる17)｡外国の貨物自動車は年間1500

-3200ECUの道路利用料金が課せ られるこ

とになっており,支払済証使用が予定されてい

る｡ この方式が選ばれたのはきわめて高率の ド

イツの自動車税の引下げを妨げるためであり,

しかもきわめて問題の多い通行費計算の結果と,

道路貨物輸送から鉄道を守る必要性とを口実に

しているのである｡ EC委員会が予定している

属地主義はこの関連において ドイツ交通政策の

恰好の口実となった｡ここで軽視することので

きない ことは,道路利用料金 (Stralienbe-

nutzungsgebuhr)による財政収入は一般会計

に当てられるのであって,道路支出に当てられ

るのではないということである｡ かくて道路使

用公課の使用料としての性格が不合理に歪めら

17) ドイツにおける高速道路通行料金制度の導入は世論の

激 しい批判 を浴 び,さらにヨーロ ッパ裁判所 によるロー

マ条約第76条 に背 くとの判決 もあ り,1990年末 にこれの

代 替 案 と して 石 油 税 引上 げ 案 が 浮上 して きた｡Der

Sptegel,24･12･199()･(Nrl52).そ して1991年 5月14日,

連邦議会は与野党間の激 しい討議の末1991年 7月 1日か

らの石油税引 き上げを含む増税案 を可決 した｡ これ によ

りリ ノトル当 り加鉛 ガソリンは67-92pf,無 鉛 ガソリ

ンは60-82pf, デ ィーゼル油 は44.15-54.15pf,軽燃

料油 は5.66- 8pfにそれぞれ引 き上 げ られ た｡ この増

税 は旧東 ドイツ地域の経済再健のために必要 とされた｡

Fra,lkfurterAllgemezneZeztultg,1991年 5月15日付｡
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れてしまう｡ 道路使用料は事実上租税として扱

われ,財源不特定原則 (dasPrinzipderNon-

affektation)に従 うのである｡ しかし使用料の

基本的性格は給付 との直接の関連,すなわち給

付 ･反対給付原則 〔に則っていること〕である｡

これまで資金調達の可能性,陸路,統合政策

に適う調和戟略について多くのことが言われて

きた｡しか しこれ らの構想のすべてが限界を

持っている｡ 国益の不一致,各国において該問

題と激しく競 り合 う他の諸政策目的は合理的で

諸国を包摂するような (staateniibergreifend)

交通構造基盤 〔整備〕を妨げている｡ これはと

りわけ輸送部門-般,なかんずく交通構造基盤

が仝経済構造の中で占める位置が十分に認識さ

れていないことに由来する｡ たしかにヨーロッ

パの仝消費者と全生産者が交通構造基盤を実際

に利用している｡ しかしこれまでは後に響 く障

害は例外的にしかなかった｡このような障害が

市民の意識の中で不快に感じられた時初めて,

交通構造基盤政策をより合理的なものにしてい

く強い圧力が生み出されると言ってよいだろう｡

しかし今度は交通構造基盤政策の計画から実現

にいたるまで時間がかかりすぎるため,社会的,

経済的発展に対 して計算し難い否定的効果が生

み出されると,言わざるをえないのである｡

(3) JeanChapon (フランス荷積人組合長,

フランス経営者連盟交通部会長):交遵利

用者の期待

① 勿論わたくLはフランスの輸送関係者の

状態について意見を述べるが,これは全 ヨー

ロッパの荷積業者 (Verlader)の状態でもある

と言っても潜越ではないだろう｡ したがってわ

たくしの見解がロームベルク氏の見解と似てい

るとしても驚 くことではない｡

② どの企業も,ヨーロッパを世界の他の経

済大国 (Wirtschaftsm畠chte) と比肩で きる強

力な一つの経済単位にすることの必要性を理解

している｡ 当初は当然のことながら EC12カ

国の枠内でそれは実現されなければならない｡

しかしその際自己の利益を近隣諸国の利益と切

り離して考えることはできないということも銘

記すべきである｡ すなわち,地理的にみたより

広い意味でのヨーロッパ共同体の利益というこ

とである｡

この域内市場は世界から切 り離された砦と

なってはならず,将来はもっと広 く開放されな

ければならない｡すなわち,現在すでにある競

争は一層烈しくなり,将来のヨーロッパはこの

意味で一つの試鎌となるだろう｡ 唯一の可能性

は各企業がその競争力を高め,その経営資源

(Leistungsfahigkeit)を徹底的に利用すること

である｡ そのためには何よりもまず供給改善の

努力,良心的な行政,革新精神の持続,たとえ

地球の裏側であろうと購買力に富む需要がある

所に売 り込む努力 ! が必要である｡ 換言すれ

ば,顧客の要求に応えるためにたえず内容を改

善していく旅客と貨物の流通の増大である｡ し

たがって輸送制度も,さらには供給体制そのも

のも一層重要になっていくのである｡

ヨーロッパ諸企業は,この意味において輸送

制度がもはや避けることのできない負荷なので

はなく,競争力の切札となることを望んでいる｡

すなわち,かれらは輸送分野を自己の企業活動

に完全に統合し,またその外部的,内部的構造

を輸送分野に適合させる必要性を自覚 している｡

このことはたとえばかれらの集荷,発送セン

ターの合理化によって示されている｡ その際諸

企業は輸送費を軽減する立地を選んだだけでは

なく,とりわけ戦略的観点から自己の地位を強

化するような立地をも選んだはずである｡ かく

て,たえず発展 していく広大な域内市場に対し

て最良の立地を見出すために,諸企業はいまや

行動しなければならないのだ｡この域内市場は

今日すでに輸送の流れを規定しており,それゆ

え運送取扱業者 (Spediteur)の将来の活動を

も規定しているのだ｡

③ 諸企業は,十分に機能する輸送体系の構

築を可能にしてくれる政策が策定され執行され

ることを期待 している｡ それは

(1) 商 品 流 通 の 様 式 と重 要 性 に容 量

(Kapazitat)と品質の点で適合する構造基

盤と輸送手段一式 (Fuhrpark)
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(ll) 利用者の期待に応える用役を提供できる

専門業者 Fachk71dfte(運送取扱業者およ

びその従業員 HilfskTldfte)
(111) 輸送政策の仝関与者のための行動準則

Spielregeln(当局,専門業者,利用者)

最後の点に関して言えば,経済的,社会的進

歩 の最大 の推進力で あ る企業活動 の 自由

(Unternehmensfreiheit)は特定の準則の下で

機能する｡ すなわち,

(1) これらの準則は利用者と用役提供者との

間に均衡のとれた関係を生み出すことを可

能にしなければならない｡

(ll) 同様のことが専門業者とその従業員との

関係にも該当する｡

(lil) 輸送制度は全体の利益に役立たなければ

ならない｡とりわけ安全を保障し,環境を

保護し,生活の質を改善するものでなけれ

ばならない｡

十分に機能する企業活動の自由の前提は健全

な競争である｡ この枠内で企業活動の自由は次

のことを可能にしなければならない｡

(1) 輸送制度の専門業者が 〔自由に〕本拠地

を選びその用役を提供できること,

(1i) 利用者が輸送をどういう方法で実施する

か (自身あるいは専門業者によって)を決

定し,また輸送形態と運送取扱業者とを自

分自身で選択できること,

(111) 輸送契約の双方の当事者はその内容を価

格および他の諸条件について双方で決定し

うること｡

以上が輸送制度政策に対する利用者の全般的

期待である｡ かれらはその契約相手たる輸送専

門業者および中央,地方政府当局にその期待を

寄せているのである｡

(む 専門業者の立地および用役提供の自由は

ローマ条約で謳われており,1985年の EC裁

判所判決は EC責任者にこの権利を実現させ

ることを命 じている｡

道路輸送の分野ではヨーロッパ内部の割当を

大幅に引き上げることによって進歩が達成され

た｡産業用車輪の賃貸はまだ制限されており,
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一つの職種を異る地域で同時に営むことは禁止

されている｡ 産業用車輪の賃貸が完全には自由

化されていないことを正当化するものは何もな

い｡賃貸によって利用者は伸縮性を保持し,自

身で輸送手段を保有する必要が無くなる｡ そう

でなければかれは当然に自己保有輸送手段

(Fuhrpark)を完全稼動させようとするだろう｡

かれが一台 (隻)の輸送手段を借 り入れるなら

ば,かれは世の運送取扱業者により多くの仕事

を提供するのである｡自由賃貸が可能な諸国で

これらの専門業者が貸手であると同時に運送取

扱業者であることは,経験が示している｡

立地規制 (Ortsgebundenheit)の自由化 は

ローマ条約の適用を意味するだけではなく,自

己保有輸送手段の過密利用の軽減をも可能にす

る｡ したがってそれはヨーロッパ輸送政策の構

築のための重要な階梯を意味する｡ なぜならこ

れはすべての国において各運送取扱業者を ｢完

全操業の事業者｣(ganzerArbeiter)にするか

らである｡ しかしまさにそれゆえに,この自由

化 は EC におけるすべての運送取扱業者 に

とって厄介な問題なのだ｡とりわけ遠隔地から

の注文には十分に対応できず,輸送提供が,す

なわち競争が ｢自己の縄張り｣においても増大

することを快 Lとしない業者にとってはそうで

ある｡ このことは,いかなる意味においても平

等の競争条件を保証することが,他の分野にま

してこの分野において重要なのだということに

はかならない｡すなわち,技術的分野では輸送

手段の重量と寸法 (GrdLSe)の調和によって,

社 会 的 分 野 で は 労 働 時 間 の 平 準 化

(Angleichung)によって,租税分野では仝公

租負担 (燃料税から自動車税に至る)の平準化

によって,また国によって異る不平等な規制や

罰則を除去することによって保証することだ｡

この平準化の実現は考えられているほど困難で

はない｡

これに加えて租税上の問題がある｡ ただちに

すべての税率統一を望むわけではないにしても

である｡ 道路交通の分野で構造基盤費用の妥当

な算定を可能にすると思われる一つの解答は,
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一台の自動車に対 して支払われるべき仝公租を

燃料に対する唯一の公課に集約してしまうこと

だろう｡ その際軽量車輪 (schwachereFahr-

zeuge)は特別の権利を与えられることになろ

う｡ こうして社会一般 (dieAllgemeinheit)に

とっての損耗費用が燃料消費には比例せず,ま

た一台の乗用車は一台の貨物自動車より構造基

盤に与える負荷が小さいという事実が考慮に入

れられることになろう｡

この調和の実現に至るまで自由化を着実に推

し進めて行くことにより,変化がもたらされ,

しかも専門業者に過度に不安を抱かせないで済

むだろう｡ これはたとえば割当制によって起 り

うる｡ すなわち,各国に対してその国内および

国際輸送の比重に従って認可されるものである｡

これによりある国の特定数の業者に対 して,そ

の国内での取引比率を限度として他の国におい

ても業務を行うことが可能になろう｡ 当初はこ

の改善は微々たるものかもしれない｡しかし次

第に完全自由化に向かっていくことになるのだ｡

競争条件の平準化が実現されうるまで,機会均

等は属地主義の適用によってのみ保証されうる｡

これはいくつかの実践上の問題を生み出すが,

本来利用者に対 してのというよりも行政当局に

対してのものである｡経済国境が完全に徹廃さ

れないかぎり,当該業務が自由に行われるべき

国家領域での税関における申告 (Erklarung)

だけで,統制は十分に可能であろう｡ 外国の運

送取扱業者は自国の規則とまったく同様に当該

国の規則を尊重しなければならない (追加的に

起 りうることに対 して,たとえば燃料課税,労

働法,車軸税等において各国当局が補償を行う

ならば)｡

おそらくこのことはいささか複雑であり,一

見 ｢あまりヨーロッパ的ではない｣(なぜなら

属地主義は経済国境の維持を前提としているか

らだ)｡ しか し現実に対する理解が不十分であ

るならば (公課負担の差異はすべてを合算する

ならばそれほど大きなものではない),自由な

業務地の選択のための自由化過程の第一歩を示

すことになる不可欠の進歩が不可能であるばか

りか,EC加盟国における一つの職業階層の経

済状況を根本的に変えることもできないのだ｡

このことは,暫定的措置を問題としているだけ

になおのことあてはまる｡ この点でわたくLは

アーバレ教授と同じく,この体系は最終的解決

を示すものではないという意見である｡ しかし,

根本的な調和に基く完全な自由化-の道程の新

しい一歩が踏み出される前に,その影響を観察

することば可能だろう｡ それは国籍主義と属地

主義との間の選択を無意味なものにするだろう｡

⑤ 輸送方式とその運送取扱業者を選択する

荷積業者の自由に関して言えば,一つの輸送方

式が自己を維持するに足る市場占有率を獲得 し

ようとするならば,それは魅力的であり,利用

者に競争力を生ぜしめる条件を提供 しなければ

ならない｡その業務 (Handel)の厳格な分割

は競争力を保証しないであろう｡ 当然に,狭隆

な地域におけるあるいは危険物に対する安全と

環境保護の考慮が,特定の輸送方式を拒否する

ことはありうる｡ このことは勿論利用者に魅力

のない,また競争力を生ぜしめない輸送様式を

強制するための口実にはなりえない｡これらの

考慮は,かかる禁止の経済的結果を考え,これ

を安全と環境保護から生ずる利益と比較考量す

る真剣な検討から出てくるものでなければなら

ない｡これは国家の財政的支援を正当化する｡

それはこれらの利益によって国家が利益を得る

からである｡ 財政支援はとりわけ複合輸送の貨

物積換施設に対 して行われ,かくて負担を軽減

しうる｡ さらにこれは,要求された輸送様式が

利用されるための最大の可能性を生む｡

｢交 代 制 度｣ (Abwechslungs-Praxis) に

よっては,運送取扱業者に競争力を強めその商

人的 ｢攻撃欲｣(Angriffslust)を強めるために

必要な努力をあえて行おうとする意欲は生まれ

ない｡自己の用役を提供する順番が来るまで運

送取扱業者が待機しなければならないことは,

荷積業者が自分の運送取扱業者を自由に選べな

いことにもなるのだが,供給過剰の場合に暫定

的措置として認められるにすぎない｡この順番

制が厳格に維持されるならば,輸送能力を自分
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で調節できない業者は遅かれ早かれ破産する｡

この悲しむべき実例を今 日内水航行が示してい

る｡

それゆえ,ECがこの弊害を根底から除去す

るための手段を講 じることは当然であるし,

EC加盟諸国が,この点でとくにフランスを念

頭に置いていることをお許しいただきたいのだ

が,その社会的側面が多 くの場合軽視されてい

る問題の解決のために,それぞれ必要な国別措

置を講じることが望ましい｡さらに望むべきこ

とは,たとえ運送取扱業者からの圧力がどんな

に強かろうと,何らかの形で ｢交代制度｣に似

ているか,これをさらに拡大あるいは強化する

ような制度の導入の試みに,今日以降どの加盟

国も妥協 しないことである｡

⑥ 運送取扱業者と荷積業者との間で輸送契

約を交渉する自由は,同じく効率的輸送体系の

決定的前提の一つである｡なぜならそれは個々

の契約当事者,すなわち顧客と供給者とに完全

に責任を負わせる唯一つの可能性だからだ｡こ

のことは全経済にも該当する｡なぜならこの分

野であろうとなかろうと,経済的制限は危機的

状況の下でのみ正当化されえ,これが続くかぎ

りにおいて維持することが許されるにすぎない

からだ｡これはフランスが示している｡ ここで

は強制的道路運賃制度 (TRO)は結局遵守さ

れなかった｡なぜならそれは単にもはや遵守さ

れえなかったからである｡これを生み出した理

由はもはや存在しなかった｡7Ⅵ0や他の諸規

制を惜しむ者は,何人かの荷積業者から受ける

価格圧力を嘆くこともよもや忘れはしまい｡さ

る石油会社の社長としての私の経験によって,

すべての運送取扱業者,道路,河川,鉄道,海

上,航空運送取扱業者は,その燃料と潤滑油の

購入の際の競争を上手に利用することができる

と確言できる｡ 同じことが車輪,タイヤ等の購

入の際にも当てはまる｡ヨーロッパ建設の利用

者が期待するものは,運送取扱業者が他のすべ

ての業者と同じように ｢専門業者｣になること

であり,また,かれらが市場法則を受け入れ,

機会均等を保証する準則を各国および ECの
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当局が設定次第,自ら競争力を高めるために必

要な努力を組織上も構造転換においても生産性

においても払うことである｡

それゆえ当事者に,とりわけ中小の輸送,荷

積企業に,かれらが要求される品質と要求され

る用役に対する正常価格を守ることができるよ

うな,助言を与えることが重要である｡ これが

非公式の道路運賃制度 (これは基本方針だけを

示す)の目的であり,これは最近フランスに導

入され,正常な条件の下で業務を行う企業の自

己費用に基いている｡ 価格とはまったく関係の

ない他の諸条件に対しても,また1982年12月の

国内輸送の方針に関する法律によって挙げられ

た標準契約にとっても該当する｡ たとえ成文契

約の成立に至らなかったとしてもこれは重視さ

れるべきである｡ このフランスの経験が (これ

によって ｢自由｣に習熟するはずである),吹

第に管理経済から脱しようとしているわたくし

たちの取引先に教訓を与えてくれることを期待

する｡

⑦ 低価格を妨げるために国家当局はもっと

踏み込むべきかという問題については,この低

価格の原因を探らなければならない｡当局のこ

の異常事態 (Anomalitaten)に対する介入は,

これが不正な競争から生じた時にのみ正当化で

きる｡ECが1986年12月31日の規則 (Verord-

nung)を制定 し,不正競争に対抗する手段を

講じることを可能にしたのは完全に正当化でき

る｡ ヨーロッパの海運会社は第三国による不正

競争によって脅かされる恐れがある｡ この命令

は,健全な競争の規則を守らずか くて EC商

船隊の生存を脅かすかもしれない第三国の商船

隊に対して,ヨーロッパ商船隊を守るというき

わめて重要な目的に資するものである｡EC経

済はヨーロッパ企業によって統制されなければ

ならない自己の商船隊を,実際のところ必要と

している｡

勿論この ｢良性の｣規則も正しく適用されな

ければならない｡すべての荷積業者とおそらく

二,三のヨーロッパ海運業者の下での最初の経

験は,きわめて強い疑惑を惹き起したことを確
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認しておかなければならない｡オース トラリア

との取引関係について韓国の現代海運に対する

批判はまったく根拠のないものであるが,他の

多くの海運業者に対 しても,ヨーロッパの海運

業者に対 しても浴びせられる恐れがある｡ EC

委員会によって講 じられた手続 きの合法性

(Ordnungsm盆LSigkeit)はきわめて疑わ しく,

ヨーロッパ官僚が公正価格を決定するために用

いる手段も同様にきわめて疑わしい｡この手続

き (Operation)の直接の結果は,ヨーロッパ

工業がアメリカあるいは極東の競争相手に対 し

て競争に負けるということであった｡ヨーロッ

パ,オース トラリア間の二,三の通商路をじき

に失う羽目になってしまったのだ｡ EC の工

業家の間に健全な競争を惹き起すことは良い｡

しかしかれらが疑わしい,第三国から生まれる

競争にも直面 しなければならないということは,

残念ながら忘れられている｡

この間題は二匹の蝿を一本の蝿取 りで叩き落

すことによって,もっともうまく解決できる｡

ヨーロッパの運送取扱業者が競争力を保持でき

るよう図らなければならない｡かれら自身の競

争力はかれらの顧客の競争力を強め,顧客はか

れらに対する注文を増大する｡ それゆえ海運取

扱業者のために積極的措置を講じることは緊急

の必要事なのだ｡これはたとえば,会社と従業

員に対する課税体系をその輸出活動に均衡させ,

その投資を資金的にもっと援助することによっ

て行われうる｡ それゆえ人間も自然も尊重しな

い諸国に対 して断固たる処置をとり,ヨーロッ

パ海運業者によって打ち出された規制を軽視し

て,乗組員の待遇が劣悪であり環境を脅かすよ

うな船に対して,ヨーロッパの港を閉ざすこと

も必要なのだ｡規制を尊重 しないがためにヨー

ロッパとの取引から閉め出される海運業者は存

続がきわめて難しく,したがって特定の船舶に

はあまり厳しい処置を講じない諸国の荷積業者

にはもはや何の利益 も与えられないだろう｡

しかしヨーロッパ水運の延命策は介入主義的

政策に求められるべきではない｡それは業務の

厳しい割当てに導くだけであり,また荷積業者

はその運送取扱業者をもはや自由に選ぶことが

できないという結果に導くのだ｡これまで開か

れた諸会議の本来の目的は,発展途上国が自国

の商船隊を持つことができるようにすること

だった｡しかし実際の結果は,とりわけいくつ

かの二国間協定の枠内で荷積業者がまだ目的国

の船籍になったことのない船舶に 〔自国籍船

に〕その取扱貨物を積み込まなければならなく

なったことだ｡加うるに当該規則あるいは二国

間協定に律されてはいない他の航路で一般的な,

より高い運賃を支払わなければならなかった｡

これらの荷積業者はヨーロッパの競争者と較べ

て優遇されすぎている｡ このような行動秩序

(Verhaltensordnung)を変える会議は, した

がってヨーロッパの荷積業者の状態をけっして

悪化させてはならない｡その反対に,EC加盟

諸国と EC はこの規則の拡大に断固として反

対すべきである｡ アウトサイダー船に対 しても,

この命令の外の取引に対 しても,通常貨物以外

のものに対 してもである｡

この意味において,EC加盟国において第三

国の利益になるように活動 している ｢監視会

社｣(Uberwachungsgesellschaften)の行動 を

終 らせることが EC にとって得策であろう｡

これらの会社は,買手と売手との間の正しい契

約を監視することにあるはずの目的を逸脱して

いるのである｡ 二,三のヨーロッパ諸国 (ドイ

ツ連邦共和国とスイス)はさらに輸出に害が及

ぶ危険に気づき,監視会社に対しそのような好

しからぬ行動を禁止する法律を制定 した｡EC

はヨーロッパ企業間の機会均等という目的のた

めに, ドイツ連邦共和国ですでに施行されてい

るのと同様の手段を講じなければならない｡こ

うして EC は輸出業者を正当に保護すること

になるのだ｡この措置は EC の仝経済に利益

を及ぼし,運送取扱業者の経済状態にも有利な

作用を及ぼすだろう｡なぜなら荷積業者の競争

力がいささかでも低下すればその活動に影響を

もたらし,次でそのまま運送取扱業者の活動に

もはね返るからである｡

⑧ 商品流通からの要請に適合した構造基盤
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は効率的輸送体系に不可欠であり,また空間秩

序にとっても最善の解決策である｡ 構造基盤は

企業の立地選択に際して何らかの資金援助より

も妥当で効果的に作用する｡ したがってヨー

ロッパ地域の実際の構脚 となるような十分に組

み立てられた構造基盤の実現を支持することは,

ECの課題である｡ この援助は加盟諸国の資金

事情ばかりでなく,二,三の国を貫通する通過

路として機能する路線の有用性をも考慮 しなけ

ればならない｡このことは,これらの諸国にそ

の交通網の効率を高めるための追加的な維持費

と投資を必要とさせる｡ それゆえヨーロッパ中

部の諸国 〔スイスとオーストリア〕を周辺部諸

国と同様に支援することは当を得たことである｡

構造基盤の特性 (Eigenschaft)を検討 し確

定す ることは疑 い もな く政府 (6ffentliche

Hand)の課題である｡ これに対 して資金調達

は民間資金に仰 ぐこともきる｡ すなわち,負担

を道路使用料金で賄うことができる時にはつね

にである｡ これによって公的資金を,道路使用

料金で賄うことのできない計画のために使うこ

とができよう｡ 民間からの資金調達が計画の公

共性にそぐわないということはまったくない｡

当局は利用者が平等に取 り扱われ,とくにその

国籍による差別を受けないことを保証する｡こ

れは当然に構造基盤が完全に公的資金によって

建設された時にとくに当てはまる｡ 勿論利用者

には資金調達への参与が要請されるとしても

(自国民には租税納入によって,外国人には道

路使用料金あるいは特別の ｢標証｣Plaketteに

よって),これは制度を透明なものにし,すべ

ての者に被差別感を持たせないことにただちに

つながるものではない｡

すべての者が道路使用料金を支払うとしても,

これは正当化されるだろう｡ なぜなら有料道路

を利用する必要はなく,無料の,それほど整備

されていない道路を迂回することもできるから

だ｡フランスではそのような状況にあり,ここ

では道路使用料金が支払われるべき高速道路を

利用 したがらない時には,｢無料｣の国道を利

用することもできるのだ｡
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⑨ 結論 :取引当事間の共通の言葉の必要性｡

構造基盤と取引需要に対応した輸送手段一式,

資格を備え経営的に健全な専門業者,健全な競

争の枠内における企業の自由 〔の原則〕に基い

た行動準則,これこそ荷積業者がヨーロッパ建

設から期待 している輸送政策なのだ｡かれらは

また,運送取扱業者とその顧客たる荷積業者と

の行動が,同一の商工業種に従事 している取引

相手のそれであることをも期待している｡ しか

も一方が他方を支配しようとはしないことをも

である｡ なぜなら双方の利益は一致しているか

らだ｡

この結合は双方がそれぞれ ｢完全な｣当事者

とみなされる一つの協力関係 (Partnerschaft)

という結合でなければならないので,両者間で

明確に理解できる一つの言語が存在しなければ

ならない｡わたくしの提案は電子計算機の使用

の必要性からも要請される新しい言語なのだ｡

これにより取引過程において資料と情報を交換

できる｡ これまでにもましてわたくしたちは資

料交換のための共通の言語を創 り出すために傾

注しなければならない｡これによって,ECの

12〔9〕18)国語の並存が投げかけている諸問題

を克服することができるのである｡

幸いなことにわたくしたちは無から出発する

のではない｡EDIFACT〔正式名称不詳〕が存

在 し機能 している｡ 各国および ECにおいて

いまや荷積業者,運送取扱業者,輸送関係者

(Transporthilfskrafte)は,輸送 と供給の全分

野を把握するためにこのすでにあるものを共に

拡大 していかなければならない｡その際 EC

が全世界に開かれており (さらに広 く開かれな

ければならない),対話はヨーロッパの境界を

超えて行われるべきだということが忘れられて

はならない｡問題の大きさからして ECは,

国際的次元で電子計算機言語の確定においても

他の経済問題においても,重きをなすべく全力

18) EC の公用語は1991年現在,英語,フランス語,スペ

イン語,デンマーク語, ドイツ語,ギリシャ語,イタリ

ア語,ネ-デルラント語,ポル トガル語の九力国語であ

る｡
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を挙げる必要に迫 られているのだ｡

(4) AlbrechtFrohmeyer(EC 委員会交通総

局部長 [AbteilungsleiterinderGeneral-

direktionVerkehr])

ス トラスブール市はこの会議の課題に対する

素晴しい準備作業を重ねてくれた諸機関,ヨー

ロッパ会議, ライン河航行中央委員会,ヨー

ロッパ議会を擁している｡ 過去においては国際

機関相互間の競争意識の芽が見られないでもな

かったが,今日ではすべての機関が共通の課題

に向かって協力していることをますます確認で

きるのである｡ その課題とはわが大陸を経済統

合を超えて文化的かつ政治的により密接に結び

つけていくことである｡ この目標のために交通

はけっして自己目的ではなく,不可欠の手段な

のである｡ わたくしの課題は,EC 交通政策の

現状と発展傾向を素描 してみせることである｡

順次,域内市場,道路交通,内水航行,鉄道交

過,航空,通過交通政策,構造基盤政策をとり

上げていく｡

① 域内市場 EEC 条約の中ですでに1970

年に設定された ｢共同市場｣の段階目標は,早

一ヨーロッパ議定書によって1992年末までによ

り広 くかっより深い基盤の上で果されるべきこ

とになった｡条約で謳われている五つの自由の

実現と並んで重要な調和政策,構造政策が講じ

られることになった｡とりわけ重要な支柱は間

接税平準化 と構造改善政策 (StrukturfGrde-

rungspolitik)であ り,これによって全地域が

期待される統合の利益に均霜するはずである｡

さらにヨーロッパが世界規模の技術発展に今後

とも影響力を保ちながら (maL3geblich)参加

し,同時に人間の尊厳に適う環境を守 りあるい

は新たに創 り出せるよう保証することである｡

わたくしはいま意識的に ｢ヨーロッパ｣につい

て語 り ｢EC｣については語らなかった｡まさ

に成立 したばか りの EC 新委員会は,当委員

会が仝ヨーロッパに開かれていることを再三強

調している｡

わたくLが一般的域内市場について述べたこ

とは,他の条件が等 しい場合には統合されるベ

き交通市場に対しても該当する｡ これについて

は,諸研究に基いて1995年までに約30%の貨物

輸送の全域にわたる成長を予測している｡ 加う

るに,まだ数値で表わされていない旅客交通の

成長がある｡1985年 5月の判決によってヨー

ロッパ裁判所は条約に基き,もっぱら用役自由

の実現を旨とする,すなわち国籍と所在地によ

るいかなる差別も徹廃することの法的義務を打

ち出しはした｡しかし共通交通政策は,競争を

拡大し機能させるために見過せない社会的,技

術的,国家財政的初期条件を均衡化することも

また目指さなければならない｡それはまた,と

りわけ中小企業の適応政策もその将来の行動の

中に含まなければならないだろう｡ 結局,統合

され,交通量増大を伴 う交通市場は EC 内部

の十分な交通路およびヨーロッパ内部の近隣諸

国との,また世界貿易相手との強力な結合を前

提とするのである｡ これまでは国境を越える貨

物交通の規制措置が共通交通政策で重視されて

きた｡将来は道路,鉄道,空路での旅客交通の

具体的構想を固めることも必要となるであろう｡

② 道路交通 1993年 1月 1日以降国境を越

える貨物交通の割当制は一切撤廃されるとはい

え,業務用貨物自動車交通量が飛躍的に増大す

るだろうとは予想されていない｡むしろ委員会

は,予測される交通量の増加分の一部はこれま

での空車によって引き受けられるか,組立物輸

送 (Werkverkehr)によって代替されると予想

している｡

価格規制を同時に緩めることになるが,価格

水準はとりわけ交通量の大 きい路線 (Relati-

on)ではほぼ確実に幾分低下するだろう｡

第二の,1985年の判決によってなお実現され

るべき進歩,すなわち居住者でない企業家に国

内交過 (Kabotage)を認めることは,閣僚理

事会でまだ決着がついていない｡あるいは6月

に量的に限定された認可を,後日の十全な措置

のためにある程度試験的に実施することで一致

がみられるかもしれない｡

競争条件の相違を縮小することに関しては3

月の閣僚理事会である程度の進展が見られ,自
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動車交通という職業の資格取得についての必要

条件が検討され始め,貨物自動車に対する統一

的技術基準が他の車種にも拡張された｡貨物自

動車の速度制限について本年 1月11日の委員会

提案に関する閣僚理事会の議論は興味深いもの

であった｡この分野において経済,安全,環境

それぞれの利益はとくに烈しく衝突する｡ 閣僚

理事会の決定を促すための重要な貢献を,わた

くしたちはヨーロッパ 議会に期待している｡ 最

終結果を予想することはまだ早すぎると思う｡

閣僚理事会の議論の中心となったのは依然と

して課税調和の解決をめぐる論戟である｡ アー

バレ教授は,属地主義の実践と通行費とは目的

連合的でありかつ実行可能なのかと,疑問を表

明した｡EC委員会は1988年 1月の提案を安易

に行ったのではなく,国籍主義による解決の努

力を10年間も無駄に続けた挙句提出したのであ

る｡ この間に当委員会はこの制度の効果的運用

のために閣僚理事会に対 していくつかの提案を

行っている｡ 現在の認識では委員会は属地主義

を堅持している｡ それはスイスとオース トリア

を貫通する通過交通に対 しても一つの解決策と

なるだろう｡ しか し該問題を管轄する委員,

KaTTelvanMiertは,提案されているあらゆる

解決策を検討すると言明している｡ この大きな

問題に対してもその実行可能な解決策の追求に

あたり,委員会はヨーロッパ議会の支持を期待

している｡

② 内水航行 ヨーロッパ域内市場の諸目標

はライン河航行の分野はすでに実現された｡無

制限のカポタージュを含めて無差別の用役の自

由が存在 している｡ 過去数年間 EC はライン

河航行中央委員会と密接に協力して仝内水航行

に対する一連の重要な規制を講じてきた｡1982

年に内水航行の技術的基準が確定した｡1985年

に閣僚理事会はライン河航行との ｢真の結合｣

を確立するための前提を決議した｡1987年には

内水航運業就業資格基準が定められた｡最後に

先 月 閣 僚 理 事 会 は と くに 重 要 な 規 定

(Regelung)を決定 した｡内水航行の構造改善

のための規則 (Verordnung)である｡ EC委

33

員会,ライン河航行中央委員会,スイスの間で

すでに接触が始まっており,この規定がスイス

籍船にも適用される希望が出てきた｡EC加盟

国の中の関係諸国からの無利子貸付により廃棄

報償金が前払いされ,事後的に業界自身によっ

て引き受けられる制度によって, 5年間に固体

貨物船 (Trockenfrachtschiff)で年率約10%,

液体貨物船 (Tankschiff)で年率15%の船腹削

減を達成することになっている｡

同時に,廃船処理による望ましい効果が新規

投資によって相殺されてしまわないよう,金融

措置が講じられなければならない｡荷積業者に

とってこれらの措置は取扱貨物量の高位安定を

もたらすことが期待されている｡ 内水航運の健

全化のためにそれは不可欠のことである｡ 対象

となる内水航運業者の社会保障のための経過措

置を閣僚理事会が講じたことも重要である｡

これらの構造改革措置が効果を上げ始めたな

らば,EC はただちに内水航行の市場秩序のた

めの次の手を打つことになろう｡とりわけネ-

デルラント,ベルギー,フランス三国間の南北

交通における順航制度 (tourderble-System)

に関してである｡

④ 鉄道交通 各国の巨大な国鉄は1992年

〔末〕の域内市場に何を予想 しているのか｡勿

論道路交通との競争の激化である｡ 内水航行と

の平行路線 (Parallelrelationen)においては運

賃水準の安定が関心の的であろう｡

その技術的,経済的な特性から言って,鉄道

は今後も人口桐密地域における旅客輸送でかけ

がえのない役割を演ずるであろう｡ 人口桐密地

域間の高速旅客交通はとりわけ,最新技術に適

う構造基盤が時宜を得て構築されることにか

かっている｡

貨物交通市場の領域に対しては,アーバレ教

授が需要は引き続き中,小型貨物の高速戸別輸

送に有利な方向に,すなわち自明のごとく道路

輸送に有利な方向に増大していくだろうと断言

したのは,おそらく肯紫に中っていよう｡ しか

し,鉄道が停滞的 (verbleibend)大量貨物交

通ばか りでなく,業務用小荷物交通 (gebtin-
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delterVerkehrmitKaufmannsgtitern)におい

ても,すなわちとりわけ複合貨物交通において

も独自の,仝経済に利益を及ぼす可能性を持っ

ていることもまた認めてよいであろう｡ この可

能性を市場で現実化することは勿論一連の重要

な前提を満たせるか否かにかかっている｡ それ

は,改善され,伸縮性に富む商品性の高い供給,

国際協調の強化,政府と企業との間の権限の明

確化のための新しい大綱規定,整合性を持ち全

体との関連をふまえた構造基盤政策である｡

これらの諸前提の少くとも二つを満すために

EC は積極的な貢献を行うだろう｡ すなわち,

1)政府と鉄道との経営上,財政上の権限の大綱

規定｡このために EC委員会は閣僚理事会に

間もなく新提案を行うだろう｡2)構造基盤の近

代化｡この間題については後に再論する｡

⑤ スイスおよびオーストリア経由の通過交

通 ここ通過交通に関するスイスおよびオース

トリアと EC との交渉における諸問題にいさ

さか触れさせていただきたい｡交渉当事者は双

方とも目標の意義については多分一致した認識

を持っている｡ すなわち,EC加盟国の南北間

の商品流通の発展が交通問題で妨げられてほな

らないということである｡ 通過交通 (Durch-

gangsverkehr)の改善が EC とスイス,オー

ストリアとの二地域間交通にも資するというこ

とは明 白で あ る｡ た とえ EC の委任 内容

(Mandat)がこの側面を強調 していなくてもで

ある｡〔しか し〕どのような手段をもってすれ

ばこの目的が達成されるかについて,完全な一

致はまだない｡

スイスとオース トリアとの考え方は,将来の

交通量増大に対する解決方法は鉄道交通と複合

交通による通過交通供給の改善に求められるべ

きであるというものである｡EC委員会と閣僚

理事会はしかし,予想される交通量の増大に十

全に対処するためには,この供給方式では双方

がどんなに努力したところで短期的,中期的に

は不可能であると考えている｡たしかに委員会

は有人 (begleitet)および無人の複合交通- こ

れは交通利用者の自由な選択に任せられるもの

なのだが-これの推進という構想をも共に検討

するつもりではいる｡ しかし委員会は,代替不

可能な道路交通を支障なく機能させるために必

要な,行政上,構造基盤上の措置をスイスも

オース トリアもさらに講じてもらいたいと強く

願っている｡EC委員会が環境親和的自動車の

開発の推進を重視していることは強調するまで

もない｡

わたくしの観方からすれば,貴連合は現実的

解決策を見出す上で貴重な貢献を果すことがで

きる｡ とりわけ貴連合は双方 〔EC 加盟国およ

びスイス,オーストリア〕の立場において冷静

な意見形成に与って力があるのだ｡

⑥ 航空 ヨーロッパの旅客交通における航

空の比率は引き続き上昇している｡ 移動需要の

増大,一人当り所得の上昇,技術進歩,用役 ･

価格供給の幅の拡大 (Diversifizierung),これ

らはこの発展に寄与している｡ EC は数年来航

空政策に対する独自の構想を温めてきた｡域内

市場の目的に照らして EC はその必要に迫ら

れたのである｡しかし委員会は強力で価格的に

も有利な供給に対する交通利用者の利益関心を,

経済的かつ絶対 に安全な航空網 による経営

(Netzbetrieb)に対する諸会社の利益関心に一

致させることも,交通政策上の課題とみなして

いる｡具体的には閣僚理事会は地域航空に対す

る指針によって新しい航路 (Relationen)開設

のための第一歩を踏み出し,次で1987年12月の

一連の措置によって,空路容量と価格に対する

規定 (Vorschrift)の固定化 した体系を慎重に

緩めたのである｡ この数年間に空港および航空

安全の分野で発生した陸路問題は,いまや市場

秩序の一層の緩和を空港,空域容量の問題の解

決に結びつけるという課題をつきつけている｡

委員会は本年 1月に閣僚理事会に対 してこれら

の問題とその EC次元での解決のための手掛

りに対する情報を送付した｡閣僚理事会が 〔今

年〕6月にこの提案に対して建設的議論を行い,

とりわけ航空安全問題のヨーロッパ次元での解

決の道を開いてくれることを,わたくしたちは

望んでいる｡
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空港過密化の部分的軽減は地域間航空 (In-

terregionaldienst)および高速鉄道への移行に

努めることによって必ず実現することができる｡

伸縮的料金政策も成果を上げるだろう｡ しかし

政治家はこの手段を当然のことながら慎重に使

わなければならない｡

⑦ 構造基盤政策 域内市場が機能するため

には十分な交通路が不可欠であることを,わた

くLはすでに冒頭で強調 した｡この分野におい

て EC諸機関はこれまで きわめて限定された

権限しか持っていなかった｡たしかに1978年以

来構造基盤問題に対する各政府高級専門家によ

る諮問委員会ができている｡ しかし該委員会は

とりわけ ECの利益に関る各国の計画の調整

(Abstimmung)を目的としている｡ 委員会は

加盟諸国に対する ECの優先権を貫徹するた

めの何の手段 も持ち合わせていない｡その結果,

加盟諸国にとっては二義的関心事でしかない多

くの国境を越える結合には,その網組織と構造

品質にひどい欠陥が生 じている｡ 第二の欠陥は

経済力の弱い加盟国の構造基盤の立ち遅れであ

る｡ この点では地域基金が役に立とう｡ しかし

すべての地域にではない｡第三の欠陥は交通路

のための新技術が EC次元ではなくしば しば

国家次元で開発されるという点にある｡これら

の結果は次のようなものである｡ すなわち,刺

用可能資源の不十分な投入,標準の多様化,国

境を越える交通の麻痔,EC輸出能力の低下,

これである｡

過去数年間何度か試行 した後,1988年12月に

ロー ドスで ヨーロッパ理事会 (Europaischer

Rat,EC加盟国政府首脳会議)が,該理事会

と協力して交通路計画とその資金調達の共通政

策の実行案 (LGsung)を検討するよう,当方

に委託した｡わたくしたちは大部分の加盟国と

ヨーロッパ議会との支持を頼みにできる｡ 後者

は1982年以来積極的に資金調達のために努力し

てきたからだ｡委員会はこの資金が共通の経済

的,社会経済的基準に従って使用され,また会

計検査 (Nachkalkulation)にも十分に堪 える

ものでなければならないことを意識 している｡
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この目的のためにわたくしたちは長年にわた り

一つの評価制度を作 り上げてきた｡しかし加盟

諸国の経験が示す通 り,結局のところ政治が最

後に物を言うのだ｡将来資本市場資金の動員の

ためにあらゆる可能性を追求 し,構造基金の資

金を交通政策目的にも体系的に用い,交通路の

ための特殊な資金を自覚的に大計画の発足と加

速のために投入することを委員会は意図してい

る｡かかる計画に EC内部だけで も欠けては

いない｡ トンネル,橋梁建設,高速 〔鉄道〕区

間 〔の建設〕,北部およびとりわけ南部におけ

る補完的高速道路,複合交通網の建設｡進行中

の交渉の結果次第で EC資金は非 EC加盟国

を経由する通過交通計画のために使うことがで

きる｡

C 国境を挟む協力から国境の無い協力へ

(l) Winfrz'edNowak(カールスルーエ商工

会議所専務理事):序論

当連合は40年前,戟争によって破壊されたラ

イン河沿岸諸国地域の経済再建に己の課題を見

出していた｡経済再建の基本条件の中に当時は

交通構造基盤が数えられていた｡それゆえその

経済的,政治的活動の中で当連合がライン河と

その支流の整備 (Ausbau)および国境を越え

る道路,鉄道,航空に努力を傾注 したのも当然

のことである｡ しかし国境を超える協力の促進

は当連合の変らぬ主要関心事であった｡これは

先ず構造基盤分野にみられた｡ しか し西 ヨー

ロッパ諸国の経済統合の進展とともに,個々の

国境地域において国境を越える協力の要請と必

然性が高まってきた｡国境を越える交通,経済

に障害を及ぼす障壁の徹廃,国境を越える企業

協力の可能性,技術移転,通信,これらは国境

地域の経済にとってますます重要性を帯びてき

たのである｡ そこで1978年に当連合の新しい機

関として ｢国境を越える協力｣部会 (Arbeits-

gruppe "Grenziiberschreitende Zusammenar-

beit")が設置された｡当部会は今 日30商工会

議所を包摂 しており,これらは9の地域小部会

に分かれて国境を越える協力の諸問題を検討 し
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ている｡

このシンポジウムの第二主題 ｢国境を挟む協

力から国境の無い協力へ｣は国境地域間の協力

の過程を跡づけ,今 日到達 した協力水準を明ら

かにしようとするだけではない｡このシンポジ

ウムの個別報告は協力形態の多様性を明らかに

し,技術移転や国境を挟む通信のような今 日の

主要論点を紹介 し,学界と行政 と連繋 した商工

会議所間の国境を挟む協力の様態を伝えようと

する｡ 各個別報告 には経済界,学界,行政当局

の,たえず新 しく改善されてい く協業形態を案

出し,修正 し, 9の地域作業部会における共同

の経験交換によって国境を挟む協力を実 りある

ものにしてい くような,｢革新能力｣が反映 し

ている｡

過去 4, 5年は国境を挟む協力がいかに活力

に満ち集中的に様々な地域で展開してきたかを

示 している｡1992年 〔末〕までの共同域内市場

を呪んで,この過程はさらに加速するだろう｡

国境地域の商工会議所は,国境を挟む協力の新

しい形態を見出す課題を手掛け,国境を挟む企

業協力を強化 し,技術移転を助成 し,協力の手

段 として通信を一層高度に利用するために主導

権 (mafigeblich)を握 らなければならない｡

(2) HanSKistenmacher(カイザースラウテ

ルン大学教授):国境を挟む協力の新形態

① 上からの接近の必要な補完 としての下か

らの接近 国境地域は独自な困難と戦わなけれ

ばならない｡各国の政治的,経済的中心地から

みて辺境の位置にあることは無数の不利益を及

ぼす｡加 うるに歴史的条件に規定された様々な

発展障害がある｡資本,商品,用役流通,旅客

交通の自由化 によって EC 内部国境の意義は

減 じる一方であるにもかかわらず,国境線は今

後も当分多様な経済的,法律的,行政的,文化

的基本条件の境界線を示 し続けるだろう｡ した

がって,国境を挟む協力の強化には将来とも大

きな意義が付与されるべ きである｡

全経済的,国政的次元におけるヨーロッパ統

合過程が上から進行する一方で,国境を挟む協

力の観念は地域次元で障害 と対立を除去 し協力

戟略を練ることを目指す｡これに対 してはとり

わけヨーロッパ会議からつ とに強力な刺戟が与

えられているのであ り,これは多様な活動を生

み出した｡

② 国境を挟む協力の多様な形態 国境を挟

む協力は多様な形態をとって実行されている｡

それは比較的緩かな非公式の交流関係から,刺

度 化 さ れ 条 約 に よっ て 確 定 さ れ た 機 関

(Gremium)にまで至 る｡ 協力分野はほとんど

すべての重要領域,とくに経済,行政,政治,

科学,構造基盤,文化,教育を包摂 している｡

経済領域ではとりわけ商工会議所がつ とに国境

を挟む協力に努力 してきてお り,それはライン

会議所連合の事例が印象的に示 してくれている｡

学術大学 と研究機関の協力にも言及されるべ

きであろう｡ この協力か ら部分的協力機構が生

まれた｡その例 はス トラスブール大学および

カールスルーエ大学付属 ドイツ ･フランス ･ロ

ボット工学研究所 (Deutsch-franzbsischesIn-

StitutfiirRobotikandenUniversit畠tenStras_

bourgundKarlsruhe)であ る｡ 大学卒業資格

と職業教育の相互認定 もこれ との関連で同じく

言及しておかなければならない｡

③ ヨーロッパのオーバーライン地域での活

動 ヨーロッパにおける制度化された目覚まし

い協力のい くつかの例の中で,オーバーライン

地域は第一に挙げられるべきである｡ ここでは

問題 と目的とが地域的に緊密な相互依存性のた

めにとくに明白になっているからである｡ 国境

を挟む機構の一つ として1963年に私法団体 とし

て RegioBasilz'enst'S が生 まれ, これは様々な

面で今 日なお指導的 (richtungsweisend)活動

を続けている｡

1970年代初に非公式の作業集団によって空間,

開発計画の国境を挟む課題が取 り上げられた後,

1975年にバーゼルと南パ ルツーカールスルーエ

地域 とにおけるオーバーライン地域協力のため

の ドイツ ･フランス ･スイス間政府協定の締結

に至った｡これに基いて創設された政府委員会

は,三国間問題検討のための CC)mz't～trz'parttlte

および特殊 ドイツ ･フランス間問題のための
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Comz-tdbipa7-titeと共に,オーバーライン地域

における国境を挟む協力の強力な機構 となった

のである｡ 個別的諸問題は特別作業部会で取 り

扱われ,提言のための準備が行われる｡ それは

以下の問題領域に対 して設置されている｡ すな

わち,地域的交通政策,地域的経済政策,環境,

文化,それに最近は空間秩序 も加えられた｡

オーバーライン地域のためのこれらの公的機関

によって,とりわけ相互間の情報提供,協議,

調整 (Abstimmung)に関する国境を挟む強力

な協力を軌道に乗せることができ,それととも

に広汎な共通の目標設定基盤が作 り出されたの

である｡

近隣との対話に適合 した問題領域は当然に現

実的に選別されなければならない｡広域的構造

政策,たとえば交通問題やエネルギー問題は国

境を挟んだ協力にはあま り向いていない｡しか

し国境地域はその 〔広域的〕諸要求を共同で定

式化 し,政治手段を駆使 してそれぞれ上位の管

轄機関 (Instanz)に持ちこむことがで きる｡

いくつかの例を挙げると,国境を挟む交通の構

造基盤上の陸路を指摘 した り (Darstellung),

越境の際の建設上,行政上,組織上の障害を問

題化することである｡ 様々な次元における計画

策定に相互に参画することもすでに確固とした

ものとなっている｡ しか し,このような諸機関

でなしうることは限られていることも明らかで

ある｡

それゆえ将来の課題とヨーロッパ域内市場を

脱んで,相互調整から踏み出し,共同の開発計

画や具体的施策にまで至るような,広汎な国境

を挟む諸活動が必要である｡その際,経済界,

学界,官界,政界は実現可能な諸構想 (Kon-

zeption)のために一層密接な協力に努めなけ

ればならない｡

公的機関と並んでオーバーラインでは依然と

して非公式の作業集団も活動 しており,そこで

は計画専門家と行政専門家が協力し合っている｡

かれらは何よりも,国境 を挟む協力の改善のた

め制度的束縛から自由に新 しい構想と提議を考

案 し,公的機関における検討対象とすることを
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その課題としている｡ この外にもオーバーライ

ン地域の ドイツとフランスの地域政治家たちは

｢選良たちの研究会｣(Arbeitsgemeinschaftder

Gewahlten)を結成 し,この形を通 しても持続

的に主導権を強化 しようとしている｡

国境を挟む協力の新しい形態は,1985年以降

オーバーライン地域において実施されたシンポ

ジウムや会議が示している｡ たとえば ｢大学 と

地域｣を統一論題としたシンポジウムは一連の

興味深 い成果 を上げ,国際経営管理研究所

(InternationalesManagement-Institut)の設立

もその一つである｡1988年には初めて三国会議

が開かれ,その統一論題は ｢オーバーラインの

交通｣であった｡この会議によっても密接に絡

み合ったオーバーライン地域の喫緊の諸計画問

題が解決に一歩近づいたのである｡ これに続い

てい くつ もの会議が開かれることになっている｡

今年は ｢文化｣が,来年は ｢テクノロジー｣が

議論されることになろう｡

すでに ドイツ ･ネ-デルラント国境地域で成

果を上げて きたのと同じように,いまやオー

バーライン地域でも国境を挟む開発構想を繰 り

上げることと結びついて,新 しい質を具えた協

力を目指す努力が動き始めている｡ 国境地域北

アルザス ･南パルツ ･中部オーバーラインでは

日下 EC の資金参加の下に実現を狙った共同

の一括 的 目標,措置 (Ziel-undMalうnahmen-

paket)が策定されている｡ 同時に永続的な,

より密接な,諸措置に伴う協力のための基盤が

創 り出されるはずである｡オーバーライン地域

の他の地方にもこのような国境を挟む開発構想

の策定が計画されている｡

④ 国境を挟む協力にとって特別の試錬とな

るアルプス地域 アルプス地域では就中 ｢ドイ

ツ連邦共和国 ･スイス盟約者団 ･オース トリア

共和 国共 同空 間秩序委員会｣ (Gemeinsame

Raumordnugskommission Bundesrepublik

Deutschland / schweizerische Eidgenossen-

schaft/Republikbsterreich)が活動 している｡

この協力の重要でまた広く知られている成果は

1983年に公刊された 『ボーデン湖地域のための
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国際理念 (Leitbild)』である｡このような構想

においては法律的束縛があまり重視されず,国

境を挟む双方の計画責任者が共同でその目標観

念を具体化 しているという事実が重要なのであ

る｡

｢ア ル プ ス諸 国 活 動 共 同 体｣(Arbeits一

gemeinschaftAIpenlanderArgeAIp)で は五

カ国が協力 している｡ これはティロールの州政

府にその常設事務局を置いている｡1986年にア

ルゲ ･アルプは 『アルプス地域の発展 と保障の

ための共同理念』を発表 した｡この中で空間秩

序,経済,文化,経済,交通,観光に対する原

則が確定された｡

｢東 アル プス諸国,諸地域 活動 共 同体｣

(ArbeitsgemeinschaftderL畠nderund Regi-

onenderOstalpengebieteAIpen-Adrz'a)には

相異る社会,政治体制の五カ国の14地域が結集

している｡ したが ってこの協力形態はヨーロッ

パ統合運動の枠内で特別の意味を持 っている｡

1987年にアルペン ･ア ドリアはその最初の行動

計画の成果を公表 した｡これ以外に1980年には

すで に 『第一回共同空間計画報告』を,また

1982年には共同環境保護報告を作成 している｡

⑤ ザール ーロール (Lor)-ルクス (ルク

センブルク)-トリア一地域における協力の諸

例 ザール ーロールールクス ートリア一地域に

も多数の国境 を挟 む組織 (Einrichtung)が生

まれてい る｡ ル クセ ンブル クに拠点 を置 く

｢ヨー ロッパ 共 同 体 内地 域 研 究 所｣(Inner一

gemeinschaftlichesRegionl-InstitutIRI)につ

いて言及 したい｡ これは目下とりわけ国境を挟

む廃棄物観念の規定に取 り組んでいる｡ この

ヨー ロッパの広域 (GroLうregion)のためにこ

の外オーバーラインと同様に,ルクセンブルク

大公国,ロレ-ヌ地蟻,ザールラント州,ライ

ンラント･パルツ州の代表者から構成される政

府委員会 もある｡ さらにザール ･ロール ･ルク

ス ･ラインラントパルツ地域における ｢地域間

議 員評 議 会｣(InterregionalerParlamentarier

RatIPR)の設立が強調に値する｡

⑥ ドイツ ･ネ-デルラント国境地域におけ

る未 来 志 向的 運 動 (zukunftsweisendelniti-

ativen)と国境地域の利益代表 (Interessenver-

tretung)の諸要請 とりわけ言及され るべ き

は ドイツーネ-デルラント国境地域における地

域ない しエウレジオ (Euregio)の枠内での国

境を挟む密接な協力である｡ 国境を挟む行動計

画の策定によって該地域は公法団体,政界,経

済界,学界また住民層等を全面的に巻 き込み,

協力態勢計画の専門領域別に体系化された一覧

表 (Katalog)を作成 し, しか もとくに重要な

ことなのだが,実施に移すための手掛 りを見出

した｡これによって今後の模範 となるような実

例を生み出すことができたのである｡

仝 ヨーロッパ次元では ｢ヨーロッパ国境地域

活 動 共 同体｣(ArbeitsgemeinschafteuroI泊 i-

scherGrenzregionenAGEG)が ヨーロッパ内

部,外部国境に沿う自治体 と地域の結集体 とし

て成立 している｡国境地域間の経験交換,共同

行動の準備 と実施,国家,国際当局に対 して国

境諸地域の全利益を主張することがその課題で

ある｡

⑦ 将来の課題と要請 国境を挟む協力の様

態は今 日きわめて多様化 しているので,その全

容を把むことはとてもできないほどである｡ 国

境を挟む協力への意志はこれらすべての組織,

機関,機構においてきわめて強いものがある｡

しか し ｢多様性をいささかで も減ずる｣ことが

多 くの場合 ｢効率性の増大｣につながるという

ものだ｡それゆえ,より勝れた協力に至るため

には一層の努力が必要である｡

1992年を過ぎると国境地域の諸問題はただち

に自動的に解決されると,決めてかかることが

多い｡それは違 うのだ｡まさにそれゆえに,国

境地域にとってヨーロッパ域内市場の創設 と結

びついている好機と危険とを等 しく認識 し,過

切な措置を講ずることのできるように一層密接

な協力が必要なのだ｡ したがって,国境を挟む

協力の,新 しい質を必要 とする新 しい課題が突

きつけられているのだ｡

1992年までなお許された時間は,この外にも

ヨーロッパ域内市場 によっていわゆる第三国
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(EFTA 等)との関係で生み出される諸問題の

解決のために,使われなければならない｡それ

ゆえ,予想される諸問題を大幅に解決 し,罪

EC諸国ないし諸地域との国境を挟む協力の続

行と強化をも保証するような一つの機構 (In-

strumentarium)が緊急 に整備されなければな

らない｡このことはまさにオーバーライン地域

にとって特別の意義を有するのだ｡

(3) Ing.FransStrauS(ルールモント商工会

議所会頭):国境を挟む企業協力の推進

① 国境地域における企業の特殊事情 国境

地域における企業立地は双方関係の如何によっ

て好機ともなり問題ともなる｡ 国境地域にはつ

とに商業と商品流通の活気に満ちた中心が成立

し,それは交通と経済交流の重要な橋頭壁であ

る｡ 良好な近隣関係が生まれ,地理的位置と政

治的関係が取引関係を活発にすることができる

ならばの話である｡ しか し多くの国境地域が戦

争をも含む対立によって疲弊し,平穏で平和な

時代においても停滞せざるをえなかった｡誰一

人として経済上の危険を引き受け,より広汎な

関連分野を持つ企業をあえて設立しようとはし

なかったからである｡ 加 うるに少くとも一方で

は ｢後背地｣が欠け,それは,たとえば商業や

交通の分野においてより大きな経済単位のため

の機会を,初めから制限していたからである｡

ドイツ連邦共和国の状況はきわめて目立つ例

である｡ 西南 ドイツの国境地域は長期にわたり

経済的風蔭にあり,その工業発展が妨げられて

きた｡〔しかし〕 EC 内部のヨーロッパ次元の

協力とともに,これはドイツ,フランス経済関

係の橋頭壁となった｡それ以来密接な ｢小規模

国境交通｣が卸 ･小売企業を利し,労働力や住

民の相互移動 (Austausch)に新しい刺戟を与

えている｡ まったく別の状況が今度は東部国境

に生まれており,そこでは ｢伝統的かつ未開発

の｣地域が通過のほとんど不可能な国境線のた

めに,全般的な発展に多少なりとも与るにはき

わめて困難な問題を今日なお抱えている 〔周知

のように,この事情は1990年以降急激に変りつ

つある〕｡
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〔これとは別に〕EC と EFTA 諸国間の国

境地域は国境を挟む経済交流によって新 しい,

注目すべき機会が増大している経済地域である｡

このような地域の商工会議所は,それゆえ国際

協力と ｢自己の｣隣人たちとの二所間協力とを

会議所活動の重点にしている｡

② ライン会議所連合 ライン会議所連合は

約10年前に特別部会を設立し,国境地域の企業

協力の議論のための,および共同行動策定のた

めのフォーラムを創設した｡この部会は当初故

名誉会頭 H ･パ トベルク (HerbertPattberg

クレーフェル ト商工会議所会頭),現在はW ･

ノバク (WinfriedNovakカールスルーエ商工

会議所専務理事)を部会長として,会議所間の

経験交換の可能性を生み出すばか りでなく,多

面的な努力を試みている｡ この主体的努力は諸

会議所が新しい試錬と取 り組んでいることを示

している｡ そのような新しい試錬の一つは1993

年のヨーロッパ域内市場の創設であり,これは

まさに国境地域の企業に新しい課題を突きつけ

ているのだ｡

③ 商工会議所に対する振興委託 商工会議

所は原則として地域的委託を受けている｡ その

課題とは ｢自己の｣管区の発展を推進し,明確

に規定され空間的に仕切られた管区 (Bezirk)

の会員経営を授けることである｡ 企業活動の国

際化が一層進み多様化するとともに,事業を始

めそして展開することの,あるいはまた外国の

競争者と戟うことの困難も増大する｡ 外国貿易,

とりわけ中小企業のそれを促進することは,そ

れゆえつとに会議所の古典的課題であり,それ

は国境地域においてさらに二国間的局面を持つ

に至るのである｡潜在的調達,販売市場に関す

る情報,これの ｢経済的諸条件｣,接触 し取引

関係を作 り上げていく際の援助,国境を挟む商

品流通のあらゆる ｢方式｣(Modalitaten)に対

する介入 (Einschaltung),これらはつ とに商

工会議所の日常業務となっている｡

1993年の EC域内市場の目前に迫った実現

は,会議所組織の貿易活動の比重をさらに高め

た｡商品,用役,交通,雇傭の国境を越える流
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通は著増するだろうが,競争の ｢ヨーロッパ

化｣が局地的市場にまで浸透するだろう｡ ヨー

ロッパは商品,用役,技術,科学の流通によっ

て一般的福祉水準を引き上げ,雇傭を増大する

べく寄与 しなければならない｡ほとんどすべて

の企業が影響を受けるのだ｡市場が解放されよ

う｡ しかし戟場は拡大するだろう｡市場は一層

多様化するだろう｡ しかしより困難となろう｡

これ は ｢外 部 の｣ 非 地 元 市 場 (fremder

Markt) と同 じく ｢地元 の｣(daheim)商 圏

(eigenerMarkt)に対 しても妥当する｡ 新しい

好機と新しい危機 とが向い合う｡ 新しい販売,

調達市場が成長の可能性を生み出し,外国の取

引相手との協力は市場における地位を強大にし

ていく機会をもたらす｡

④ 会議所による振興 会議所の ｢古典的｣

貿易支援業務 (Aufienwirtschaftsdienste)はそ

の態勢が確立している制度である｡ それは1993

年の EC統合によって根本的にではなく,た

だその強度と部分的にその内容を変えるにすぎ

ない｡この会議所による支援計画に企業間の国

境を挟む協力の支援 も含まれている｡ 会議所の

この活動は1993年 EC統合によって新 しい性

質を帯びる｡ 当然のことながら国境地域におい

ては特に甚しいだろう｡ そこでは双方間の接触

が一層密接なものになるだろうから｡市場,供

給者,需要家,会社法,経済法,外国人雇傭等

に関する情報は単に会議所の道具に属するばか

りでなく,企業の ｢日常の糧｣ともなるのだ｡

④-1 実施に移される直接の振興措置 商

工会議所による直4妾の振興可能性は,個別企業

間の直接の接触を生み出し,個別企業,組織,

研究機関,自治体,国家当局のためのあるいは

これらに関する情報を仲介することに向けられ

ている｡ 経営間協力は助成される｡ すでに実行

され将来さらに拡充されるべき,会議所による

具体的措置のいくつかの実例を挙げて説明しよ

う｡ それらは会議所活動がすでに計画および理

論段階をはるかに超え出ていることを示す｡会

議所は ｢企業の横顔｣を提供し,それは可能な

協力相手の最初の情報を含んでいるのである｡

この一例はミテラーニーダーライン商工会議所

と 〔ネ-デルラントの〕 ミデンリンブルク商業

会議 所 (KamervanKoophandelvoorMid-

den-Limburg)の国境を挟むデータバンクであ

る｡『誰が何を供給するのか』 という標題で,

このデータバンクは両会議所管区の全企業に対

して全企業に関する情報を提供する｡

｢会社交流日｣ (Firmenkontakt-Tage)は,

企業に自社の仝活動分野を他企業に直接に提示

し,条件次第では後者と契約締結に至る機会を

提供する｡ このような交流日あるいは ｢交流取

引所 (Kontakt-Bdrse)はメッツ商業会議所が

すでに何年も前にザールーロールールクス地域

のために設け成功を博している｡ リンブルクの

諸会議所も,かれらの許ですでに有用性の認め

られているこの制度を,国境地域の ドイツとベ

ルギーの企業のために開設しようと望んでいる｡

｢協力者を探 し出すためのフォーラム｣(Forum

furdiePartner-suche)をアルザス地域商工会

議所が来月ストラスブール会議場で開く｡ ドイ

ツ企業もこれに参加するだろう｡

企業の相互訪問は企業家間ないし経営指導者

間の個人的知人関係を可能にし,かくて協力の

進展のための前提を創 り出す｡このような交流

が 5月には同じくベルギー領リンブルクとネ-

デルラント領リンブルクの会議所会員間に組織

されている｡ 企業間協力促進のためのこのよう

な相互訪問は国境地域に限られているのではな

い｡このことはローヌ･アルプとバーデン･

ビュルテンベルクの企業および研究機関相互の,

協力交渉をも目的とする交流訪問によって示さ

れている｡ この交流はカールスルーエ商工会議

所によって組織された｡これはすでに何度か行

われ,何らかの形をとった制度 (festeEinrich-

tung)になるはずである｡これはバーデンおよ

びアルザスの企業間の交流にも当てはまる｡

新しい取引関係あるいは協力相手の探索は商

工会議所による ｢取引所｣によって大いに支援

されている｡ この間に,国境を挟む協力のため

の作業部会に属しているほとんど全会議所が,

国境を挟む仲介業務の剛度を持つに至った｡こ
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れは個別企業にその提供商品と需要 とを近隣の

国境地域で も公告することを叶えるものである｡

新 しい取引相手の探索を授ける ドイツ商工会議

所 (Deutscher lndustrie-und Handelstag

DIHT)の協力取引所 (Kooperationsbbrse)

の範囲だけで も,1988年 に1200件以上の ｢探索

委託｣ (Suchauftrag)が登録され,その中20%

近 くが国境を挟んだものであった｡これにより

活 澱 に利 用 され て い るのが廃 棄物 取 引所

(Abfallb6rse)である｡ 再生物資の反復利用を

目的とするこの取引所は,1975年から1988年の

間に当連合の加盟国において企業からの提供 と

需要が約17万件に達するほど利用された｡

特許とライセンス,新企業立地,業務用不動

産の探索 も,今 日では仲介業務により国境を挟

んで可能となっている｡ 技術移転,技術情報の

国境を挟む交換,企業,研究機関,学術研究所

等は商工会議所によって組織され,あるいは助

成されている｡ 企業研修 (Betriebspraktika),

相互ゼ ミナール,委託研究,研究計画は国境を

挟んで展開している｡ 共同の研究計画はたとえ

ばフランスとバーデン ･ビュルテンベルクとの

間で,またフランスとザールラントの間で制度

的に促進されている｡ 専 門家による国境を挟む

経験交換集団を生み出すために,すでに第一歩

が踏み出された｡

ネ-デルラ ン トの諸 会議所 は,生産工 程

(Produktionsverfahren) と生産方法 を改善す

べき,企業家と経常指導者に対する補助手段 と

しての品質管理集団を抱 えている｡ この集団は,

将来 ドイツとベルギーの企業家ないし経営指導

者 とこの分野で も協力で きるように,国境を挟

んで活動することになっている｡

④-2 間接的振興措 置 間接的振興措置は

国境を挟む,および国際的な協力の ｢大綱条

件｣の改善を目指す ものである｡ したがってこ

れは企業間の直接的協力 に対する ｢上部構造｣

〔下部構造 ?〕を整備す ることになる｡これの

具体的な諸例を二､三挙げよう｡ 労働力相互移

動は1993年 EC 統合によって大幅に容易にな

る｡ しかしすでに何年 も前から,たとえばアル
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ザスからフライブルク地域,南パルツ,カール

スルーエに向かって少からぬ労働者が毎 日通勤

している｡ とはいえ,教育年限,終了試験,餐

格取得の相違が,隣接国からの専門労働者の投

入とその可動性や職業機会を妨げている｡ それ

ゆえアルザスとバーデン･ビュルテンベルクの

会議所は,スイス当局と共に20年 も前から新人

の専門労働者に対する共通の熟練試験を行って

きた｡ この等化試験 (Vergleichsprtifung)の

参加者は証明書を授与され,これは ｢三国境界

地域｣ (Dreilえndereck)の経済界によって認め

られている｡

証明書 と許可証の承認は国境線の解放された

労働市場のための基本的前提条件である｡ 経営

者 と労働者は隣国の教育体系と卒業後の能力水

準 (Leistungsstand) との共通面 と相違面を認

識 し,できるだけ平準化 (angleichen) したい

と願っている｡そこでたとえば ドイツ,フラン

ス間の実験模型 ｢継続的統制｣ (Contr6le-Con-

tinu)は,職業専門学校生や専門労働者のため

の試験の内容 と形式を検討する上で役立ってき

た｡カールスルーエ大学およびス トラスブール

大学の試験的研究は,ライン河の両側の職業準

備の前提,目的,内容,方法を明らかにした｡

このような活動は労働行政の中に補完物を必要

とする｡ 労働官署は ｢隣接の労働市場｣をその

仲介業務の中に含めなければならない｡

国境を挟む学生 と教員の交流が研究機関や大

学相互間で活磯に行われている｡ たとえば最近

フエ ンローの高等職業教育研 究所 (Institut

HogerBeroepsonderwijs) とクレーフェル ト専

門大学 (Fachhochschule) との間の協力が始

まった｡カールスルーエ大学ではス トラスブー

ル大学の教員が定期的に講義を行っている｡ 生

命工学における共同教育計画がアルザスの諸大

学 とバーゼル,フライブルク,カールスルーエ

の各大学 との協力で具体化された｡バーデン･

ビュルテンベルク,スイス,アルザスによって

設立される国際経営管理研究所が目下建設中で

ある｡

国境地域の企業相互間で協力が摩擦なく行わ
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れるための重要な前提は,強力な構造基盤,と

くに交通部門におけるそれである｡これは単に

交通路自体だけについて言われるのではない｡

関税障壁の徹廃の前に行われるべき重要な作業

は,税関における国境地域間の交通の障害を最

少限に減 らすことであった｡ライン会議所連合

の ｢国境を挟む協力｣作業部会は国境を挟む交

通の行政上,組緒上,建設上の障害に関する,

また国境を挟む交通の構造基盤上の陸路に関す

る調査によって諸提案を行い,長年来この障害

の撤去のために尽力 してきた｡ヨーロッパ議会,

その交通委員会の代表者,EC委員会,各国の

諸機関との交渉によって,最終的には二国間な

いし多国間の協定が達成され,これらは国境を

挟む交通の規制緩和 と非官僚化 とをもたらした

のである｡

｢国境 を挟む協 力｣作業部会は1993年 EC

統合のための準備作業を行ってきた｡これはつ

とに終了 し成功を博 している｡ いまから四年の

うちにこれはヨーロッパの現実によって追い越

されることになろ う｡ しか し他の多 くの課題が

残ってお り,多 くの新 しい活動がこれに加わる

のだ｡

(4)ReneUhrich(ス トラスブール商工会議

所専務理事):国境を挟む技術移転- ヨー

ロッパの協力の鍵

共通性 と協力との原則を具体的活動に移すた

めの無数の手掛 りの一つは技術移転である｡技

術移転は共同ヨーロッパが国民的利己主義を断

念することを意味 し,この断念が共同利用のた

めには実現可能であることの好例である｡ 商工

会議所に対 しては技術移転制度における転轍手

の課題が迫っている｡ 換言すれば商工会議所は

きわめて意識的に転轍手の役割を引き受けたの

である｡ 地域的 ｢義務を負った｣制度としての

商工会議所にとって も,ここで発想の転換が必

要であった｡ある事業所の移転が会議所にとっ

ては本来これが ｢自己の｣管区に本拠を移 して

初めて関心の対象になるように,自己管区にお

ける技術革新を助成 し,経済的に利用価値のあ

る科学的知識を意図的に地元経済に役立たせよ

うと試みるのもさしあた り当然のことである｡

ヨーロッパ規模の協力はしたがって,一つの商

工会議所にとり国家的境界ばか りでなく,さら

に狭小な,すなわち地域的境界をも撤廃するこ

とを意味 している｡ これはとりわけ技術移転に

当てはまる｡ すなわち仝技術領域における開発,

経験,発明の移転 (Weitergabe)と交換であ

る｡

ESPRIT,SPRINT19),BRITE COMETT20),

JOULE21),これ らすべては EC の諸計画の呼

称であ り,この数年間に国境を挟む技術移転の

促進のために打ち出されたものである｡ 研究,

開発の領域 における EC 内部の超国家的協力

のための柱である EUREKA22)は,少なくとも

応用研究の領域を国境を越えて組織 しようとす

るヨーロッパの努力の,当面最大の成果 とみな

される｡

技術移転は国際分業の一つの特殊形態である｡

技術移転はヨーロッパという共同の建物の礎石

であ り柱である｡ 商工会議所はこの技術的協力

19) PkIT7fortheTransnat10nalDe†,elopmentoftheSuj,-

poTltngIrLfFlaStl･uL､turejorIn′10てJatZOnand Technology

ErarLfjer (Stratt･gzC Programmefor-Inno7,at10,Iand

Technology transferorStrategzCProgrammeforthe

tranLmatZOnalPromotzo/I0fInno7,atZOnandtechnology

Transfer)[198311988,1989-1993]

20) ProgrammeonCooperattonbetweenunzてJerSZtZeSand

enterprl∫eSregardzllgtratnZngZnthejieldoftechnology

(CommLLnZly At･izo′tProgramme zn Edutatzon aTZd

Tra1771'tgjbrTechnc･logy)[lst.phase1986-1992,2nd,

phase19901994]

21) SpeCzjlrrt･searthとuldie(hn('logzlalde†,i,ll)pme'ltP7-0g-

rummem lhejieldofe,lergy,/7(捕-′lLLCletL7-ene7-gteS and

ratzonaluseofe71t,rgy (Jot17tC)pport〟nttzeSforUTLCOnl

7,e,ltZO71al,NIJO'lg-teT･mEnergySupply)[1989-1992]

22) Europea'tRt･setZrCh (K)CooTldzllalzonAgeJ7Cy 1985

年 7月17日にパリで開かれたヨーロッパ技術会議で創設

された｡12EC 加盟国と6EFTA 加盟国に トルコを加

えた19カ国と EC 委員会が参加 している｡エウレカの

目的は,パリ会議で決定された上に1985年11月 5-6日

のハノー77-会議で具体化され,それはその統御 と開

発 (masteryandexploitation)が ヨーロッパの将来に

死活的意味を持つような先端技術の分野において,企業

と研究機関の密接な協力によって世界市場におけるヨー

ロッパの諸工業と諸国民経済との生産性 と競争力とを改

善することにある｡ハノーファーにおける原則声明に

よって,エウレカ計画は EC の枠内で進行中の現在の

ヨーロ ソバ技術協力に代替することを意図しているので

はなく,むしろこれを強化あるいは補充するものである｡
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の仲買人と自認している｡この協力は国家内,

二国間,多国間で多くの軌条を走行 しうるので

あり,最小の細胞としての二人の協力者間で,

また厳密に規定された集団間で,あるいはヨー

ロッパの諸計画の枠内で無制限に走 りうるのだ｡

方法は多様である｡ ライセンス供与,委託開発,

(共同の)外国生産,共同開発,補完的高度技

術製品の共同販売,製造 (Fertigung)におけ

る協力はいくつかの事例に過ぎず,これだけで

はとても言い尽したことにはならない｡

国境を越える技術移転の ｢日常業務｣の取引

相手は学術機関,研究機関,生産企業,用役企

業だが,発明者や顧問技術者でもありうる｡ こ

れらの契機が超国家的計画､深化 した関係,個

別機関の自発的運動を生みだすのだ｡一つの協

力,一つの技術移転は相手を要する｡ 技術移転

は今日きわめて多岐にわたる,この上なく多様

な相互関係の絡み合いに外ならない｡重要なこ

とは技術移転 を整合 的体系 (geschlossenes

System) として,形成 的原理 (gestaltendes

Prinzip) として構築 し,協調させ,組織する

ことである｡ 全体概念としての技術移転は個別

関係 の多少 とも偶 然 に左右 され る集 合物

(Geflecht) として現れ るのではな く,背後に

体系が伏在する時に,すなわち計画を広告 し,

計画を始動させ,情報を周知させ,取引相手を

結集 し,動機を ｢加熱する｣諸機構 (Institu-

tion)が存在する時にのみ機能しうるのである｡

この課題を商工会議所が引き受けた｡それゆえ

ライン会議所連合にも作業部会が設置され,こ

れは国境を越える技術移転をその課題としてい

る｡ この部会の活動は原則として ｢すべての方

向に開かれている｣｡とりわけ重視されている

のが,自己資源に制約があり,外部との接触に

も限界を持つすべての中小企業である｡ 中間層

の技術的潜在能力は争われぬところだ｡中小企

業をして技術開発に与らせることの必要性 もま

た議論の余地がない｡ライン会議所連合加盟諸

国のあらゆる技術革新と新開発の大部分が,依

然 として専門化 した中小企業 (spezialisierter

mittelst畠ndischerBetrieb) によって行われて
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いる｡ しかしかれらの持つ可能性はこれよりは

るかに大きいはずだ｡学界との接触の不十分さ,

可能な技術協力相手 との不十分な ｢関係｣,た

とえば助成計画に関する情報の不足等が障害と

なっているのだ｡

これらの経営が国境を越える技術移転によっ

て安定できるように援助してやらなければなら

ない｡その際商工会議所は,当初国家間技術移

転の助成のために整備された構造基盤を利用す

る｡ いくつかの例を挙げて,会議所がどのよう

な措置を講じているかを明らかにしよう｡

① 各国の技術革新助言者の会合 (Treffen)

の制度化｡このような会合は次の組合せで規則

的に行われている｡(1)バーデン･ビュルテンベ

ルク,フォアアールベルク,アルザス,(ll)ザー

ルラント,ロレ-ヌ,ルクセンブルク,(ll.)フラ

ンクフル トとリヨン,(lV)ア-へン,リュティヒ,

ネ-デルラントの諸会議所｡

② 技術的助言機関の国境を越える網を創 り

上げるための ECの SPRINT計画への参加｡

この機関はたとえばフランクフルト商工会議所

および トゥルーズ商工会議所,ARISTAIsace

(アルザス地域会議所の一会社)およびカール

スルーエ商工会議所,東バイエルン技術移転研

究 所 (OstbayrischesTechnologie-Transfer-

Institut Otti), レ-ゲンスブルク, リヨン商

工会議所間にそれぞれ成立している｡

③ たとえば一つの国境地域における研究,

開発機関に関する便覧 (Nachschlagewerke)

のような情報手段の作成｡このような刊行物は

オーバーライン渓谷,ザールラント,ロレ-ヌ

およびルクセンブルク,ア-ヘン国境地域,

フォアアールベルク,ライン･ワ-ル国境地域

に対 してすでに出来ている｡ これらの 『研究要

覧』 (ForschungsIHandbuch)は通常数力国語

で書かれている｡ この内容をデーターバンクに

収録する作業がすでに始まっている｡

④ 協力相手 (ライセンス希望者,生産協力

〔者〕,販売協力 〔者〕)が求められている発明

や開発の一覧表 (Katalog)の作成｡その一例

は仝オーバーライン地域の技術提供を載せた
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｢オーバーライン技術取引所｣ (Technologie-

B6rseOberrhein)である｡

⑤ 協力相手を探 している特定部門,特定地

域の企業の交流機会 (Kontakttreffen)｡ その

一例はローヌ ･アルプ地域とバーデン･ビュル

テンベルクとの高度技術企業の会合で,カール

スルーエ商工会議所とローヌ ･アルプ地域会議

所 (RegionalkammerRhbne-Alpes)によって

組織されている｡ 別の例はアルザスとバーデン

の企業家の会合である｡

⑥ 特定の新技術のために,諸国の研究機関

との共催による国境を挟む情報交換会議と経験

交換会議 (Erfahrungsaustauschkreis)｡

⑦ 相手国企業に対する学術的協力者の仲介｡

国境を越える技術移転の助成は勿論商工会議

所の諸活動に限定されない｡学術大学,大学,

研究所は長年国境を挟んで協力 してきた｡現在

の二つの実例はニーダーラインとフェンローの

専門大学間および自動化とロボット工学のため

の ドイツ ･フランス研究所の枠内でのルイ ･パ

ス トゥール,ス トラスブール, フリデ リツイ

ア-ナ ･カールスルーエ 〔カールスルーエ大学

の正式名称〕各学術大学とデュースブルク工業

大学間の国際協力である｡

これら諸活動の ｢上部構造｣は,上述の EC

諸 計 画 お よ び ヨー ロッパ の ｢技 術 地 域｣

(Technologieregion)の構築,またたとえばラ

インーワ-ル,ザールーロールールクス地域,

バーデン･ビュルテンベルク,アルザス,西北

ス イ ス 間 〔地 域〕 の よ うな ｢国境 地域｣

(Grenzregion)の観念をもってする政策が創 り

出すのである｡

技術移転分野における商工会議所の諸活動は

多数の ｢人材｣を結集 し,またとくに通信にお

ける多額の出費を必要とする｡ か くてその効果

に対する疑問,費用投入の成果に対する疑問が

生ずる｡ 技術移転と技術協力がきわめて具体的

な成果を上げた多数の実例を挙げることはでき

るだろう｡ しかし具体的成果を個別事例 〔の列

挙〕を超えて数値化することは困難であろう｡

助言,仲介,助成-の関心は絶えず増大してい

る｡EC統合による圧力が強烈な動機 となって

いる｡ 当然に商工会議所の仲介したすべての接

触が (ただちに)成果を挙げるわけではない｡

わたくしたちは ｢現実の｣成功率を5-10%と

見積もっており,対象の複雑性からしてこの数

値は注目に値すると考えている｡ 多 くの活動が

当初は中間段階をたゆたうのだが,これ自体す

でに一つの生産的成果となりうるのだ｡わたく

したちの経験によれば,さしあたり本来望まれ

ていた成果をもたらさなかった活動も,新 しい

努力と協力試行を生むのである｡(末だ)具体

的成果が上がらない場合にでも,しばしば技術

情報の増大,接触による利益,心機一転等が生

ずるものなのだ｡

商工会議所は技術仲買人であると自認 してい

る｡ しかしこの概念はその課題の一部分を覆う

にすぎない｡協力以前に潜在的協力者の意欲

(Motivation)があ り,技術移転のための新 し

い計画を開発 しまた新 しい機関協力者を見出す

共同の努力がある｡ この課題は1993年の市場統

合とともに解決されるのではない｡統合の進展

とともにこの分野における好機は一層増すであ

ろう｡ しか し課題と難問もまたふ くれ上るだろ

う｡

｢国境を挟む協力｣部会の作業は当初1993年

に対する準備の試行 (Pionierarbeit)として理

解されていた｡開拓者がその作業を終えた後に

守成者の出番となる｡技術移転の転轍手として

の会議所は,1993年という転換点の後もむしろ

今日以上に必要とされるだろう｡

(5)PaulWyss(バーゼル商業会議所副会頭,

スイス国民議会議員):国境を挟む通信

① 通信 と国境地域 フランス領アルザス,

ドイツ連邦共和国バーデン･ビュルテンベルク,

西北スイスにまたがる三角地域 (Dreieckland)

にある国境地域の住民としての日常の経験から,

意志伝達を行うことは事実それほど簡単でない

ことをわたくLは知っている｡ 国境地域におい

ては,言語間題と克服されるべき距離とをさて

おくにしても,意志伝達を困難にする他の諸困

難が重なるからだ｡第一に国境がある｡ この境
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界線の両側で相異る電気通信行政当局が管轄し

ている｡ 国境の向う側では当方の情報伝達が規

制されている基準も変 りうるのであり,料金が

異 りまた変 りうる｡その上様々な伝達手段の,

したがって業務の呼称も国境の両側で異るのだ｡

国境地域はしばしばヨーロッパ統合の ｢縫い

目｣(Nahtstelle)と呼ばれてもいる｡ しかし統

合は国境を共有する諸地域が,企業が,行政当

局が,そして当然に住民が相互に意志を伝達す

ることができた時に初めて可能となる｡ しかし

これを実行することはそう簡単ではないのだ｡

② 三角地域における日常の通信 それでは

わたくしたちの国境地域の三カ国すべてに事業

所を置いている企業は,かかる ｢多地域企業｣

(Regio-Multi)は国境を挟む日常の通信をどの

ように行っているのだろうか? これを簡単に

説明しようO バーゼルの企業は TelefaLrを近

くのヒュ一二ンゲン (Htiningen)に送信する｡

そこの受信者は Telefaxではな く 7lelekopie

を受信する｡ スイスで TelefaJ と呼ばれるも

のはフランスでは Telekopz'elTelecopie?]と呼

ばれるからだ｡さるフライブルクの ドイツ企業

が文章なりデータなりを電子計算機によって

バーゼルの取引先に送るために Dater-p-揺

続を必要とするならば,このデータを受信した

いスイス人は Telepac一接続を必要 とする｡

後者が同じデータをフランスに転送しようとす

れば,サ ン･ルイのフランス人の取引先は

Transpac一接 続 を必 要 とす る｡ Datex-P,

Telepac,Transpacは同一の通信業務なのだ｡

これらはすべて公的データ伝送綱における同一

のデータ伝送業務を指している｡ 通信分野にお

けるこのバビロン的言語堆積はいくらでも実例

を挙げることがで きる｡ た とえばスイスの

Videoterは ドイツの Bild-schirmtextに相当

し,スイスの TeleteJtはドイツ連邦共和国に

おいては Videotextと呼ばれる｡同様なこと

が料金についても言えるのであり,たとえば電

話をフライブルクからコルマールにかけるかコ

ルマールからフライブルクにかけるかで大きく

異るのである｡
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しかし同一の業務が国によって他の名称を持

ち,料金も異るならば通信市場は不透明になる｡

けだし通信用役も他の製品と同様に同じ市場規

則に服するのだ｡それを受け入れるためにはそ

れを知 り,その利益について知らなければなら

ない｡今日専門家にも個別用役を同定し隣国の

同一用役を正当な名称で呼ぶことが困難である

とするならば,とりわけ中小企業にとってはこ

の通信市場で迷わないで済むことがますます困

難となるだろう｡ そのかぎりで,通信は諸個人

や企業を相互に近づけるのではなく,｢二階級

社会｣をもたらすだろう｡ すなわち一方ではこ

の市場にともかくも通暁した専門家がおり,他

方でこの市場が理解を越えたものでしかない他

のすべての者がいるのである｡

③ 通信の展望 この ｢二階級社会｣が現出

しないようにすることこそわたくしたちの明瞭

な目的でなければならない｡この目的は,絶え

ざる技術開発のために通信が新しい伝達可能性

と新しい用役を提供してくれるならば,なおの

こと重視されなければならない｡一例を挙げる

と,アナログ技術による従来の銅製心線一回線

で,-通話しか出来なかったのに対して,ディ

ジタル技術 (PCM-PulceCodeModulation)

では同じ心線で同時に30通話が可能である｡ 光

ファイバーと結合したこのディジタル技術は今

日ではすでに光ファイバー一回線で1000通話が

同時に行われるような可能性を与えている｡実

験室ではすでに,光ファイバー一回線で数10万

通話が同時に行われうるような体系が試験中で

ある｡

このような容量の増大とともに経営の簡易化

が加わる｡ それは新しい網であらゆる種類の通

信が統一技術で行われることになるからだ｡す

なわち音声による通話,書かれた文章,電子計

算機データ,図表等が同一の通信網を通 して伝

達され,相異る端末機が同じホス トコンピュー

ターへの接続 (Basisanschlulう)により統一的

呼出番号で接続される｡ 電話,ファクシミリ,

データ通信,電子郵便,画像送信等が単一の

ディジタル伝達体系によって行われる｡ この通
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信網 は統 合 サー ビス ･ディジ タル通信 網

ISDN (IntegratedServicesDigitalNetwork)

と呼ばれる｡

新しい通信網はより大量のデータを伝送でき

るだけでなく,より高速にかっより高品位の送

信が可能なのである｡ その結果とりわけ,電話

での送話がラジオの品位を獲得し,一枚のファ

クシミリが 1分ではなくわずか10秒 しか要せず,

1テレテクスページが10秒のかわりに1秒で送

信され,まだ開発されずまた概念化されてもい

ない利用可能性がデータ通信において実現し,

色彩画像電話と全世界的次元のビデオ会議が日

常生活を彩ることになるだろう｡

④ ヨーロッパ通信市場-の道 EC委員会

はその 『通信用役 と通信機器との共同市場の発

展に関する縁書』の中でヨーロッパ通信市場の

ための諸前提を羅列している｡ これによって該

委員会は,通信分野の強化が商品と用役の EC

統合市場の完成のためのもっとも重要な前提の

一つであるとの確信を表明したのだ｡この 『縁

書』は1992年に至るまでの段階的行動を予定し

ており,この計画は通信利用者により豊かな多

様性,より高い品位,より低い費用の通信用役

を保証するべきものである｡

このヨーロッパ通信市場においては,EC諸

国にとっても非 EC諸国にとってもできるだ

け同等の競争条件が課せられるべきである｡ そ

のためにはわたくしの考えでは次の大枠が最低

条件として必要である｡ すなわち,

(1) ISDN 網が広域を掩う供給 (flachendek-

kendeVersorgung)を保証 し, この通信

網建設は仝ヨーロッパ次元で協調されるべ

きである｡

(ll) ヨーロッパは電気通信網とその接続送信

技術の全世界的標準化を支持し促進しなけ

ればならない｡

(111) 通信網ばかりでなく,用役も標準化され

なければならない｡そのためにわたくLは

電気通信用役の統一的名称をも考えている｡

(1V) 通信網と用役の標準化ないし調和には端

末機の互換性も含められる｡ それとともに

端末機の機能が国境によって切断されるこ

とがなくなるだろう｡

(,) 電気通信用役の分野で,とりわけ拡大さ

れた用役分野 (VANS)における一層の

自由化をわたくLは期待 している｡

(vl) 端末機市場分野においても時代のあらゆ

る徴候は自由化への方向を指し示 している｡

局 さらに,電気通信行政の国家主権に基 く

活動が経営活動から明確に区別されなけれ

ばならない｡それは,電気通信当局が電気

通信市場で同時に審判であり競技者である

などということは,すなわち,たとえば電

気通信当局がその競争相手のどの製品が電

気通信市場で認可されるべきかについて決

定を下しうるなどということは,許されて

ほならないからだ｡

(vlli)最後の要請は料金に関するものである｡

ヨーロッパの電気通信当局は今日周知のよ

うに,まったく同一の通信業務に対 して部

分的に相異る額の料金を徴収 している｡ こ

れはライン会議所連合の調査でも確かめら

れている｡ 異る国の利用者に均等な競争条

件が附与され,槍が同じ長さになるように

この料金は統一されなければならない｡料

金計算において現在なお距離要素が実際に

正当化できる以上に重視されている｡ まさ

に国境地域の住民として,私人や企業が同

一の国境地域の内部で,しかも国境を越え

る電気通信を必要とする際にかれらを蹟か

せる料金の不一致を除去することが,わた

くしの願望である｡

EC委員会の 『緑書』の内容が同じ方向を向

いていることを知らなかったならば,わたくL

は各位にこの疑いもなく不十分な要求一覧を提

示しなかったであろう｡ スイス連邦議会 〔国民

議会〕の議員として,目下改正中のスイス通信

法がこの要求一覧の意味において改正されるよ

うに,わたくLは努力している｡ なぜならわた

くしたちスイス人にとっても,将来の EC域

内市場を展望すれば唯一つのことしかないから

である｡ すなわち,わたくしたちが島になるこ
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とを欲 しないならば,可能なかぎり EC の基

準に合わせなければならないということ,これ

である｡ 国境地域における国境を挟む接触こそ,

この作業を実効ある形で遂行することに寄与 し

うるのだ｡国境を挟む通信は国境地域の大同団

結に役立つ｡それは統合 し成長を促進するその

力能によって,国境地域の位置に規定された立

地上の不利を減殺 し,これらの地域をその辺郡

な状態から脱け出させることに決定的に貢献す

る｡ 当連合はその際国境地域を支援するに違い

ないことを実証 しているのである｡

(6)AlbertS.Strub:EC委員会による国境

を超える技術移転の促進

仝西側世界を把む深刻な経済的構造変動は,

わたくしたちの工業競争力と経済成長とに影響

を及ぼすあらゆる要因を,慎重に考慮すること

を必要ならしめている｡ 現代技術の応用とより

急速な普及とは,この関連において疑いもなく

安定化もしくは再活性化の作用を生み出す諸要

因に属 している｡ 進歩的技術は雇傭の場の維持,

とりわけ新 しい雇傭の可能性を生み出すために,

目下のところもっとも重要な働 きをしている｡

EC委員会は革新的技術のこの重要な役割を

つとに認識 し,仝 ヨーロッパ次元における技術

革新と技術移転の支援のための措置を講 じ始め

た｡第13C局 (DirektionXIII-C,基礎研究,

技術開発,技術移転,技術革新の成果の利用)

は,長年にわた り委員会の広汎な基礎研究のた

めの活動の知識と成果の評価ないし利用とに取

り組んでいる｡EC委員会の評価活動の基礎は

基礎研究と技術開発のための第二大綱計画で,

これにより1987年末閣僚理事会は1987-1991年

の期間に対 し合計約110倍 DM を支出するこ

とを決定し,ヨーロッパ次元での新 しい研究助

成の重点項目が確定 した｡それは以下の領域に

おける重要で喫緊のすべての技術的課題を含ん

でいる｡ すなわち,健康 と環境,情報技術 と通

伝,工業技術,資源 と原料 (Rohstoffeund

fortgeschritteneWerkstoffe),生命技術 と農業

研究,原子力発電所の安全性 と代替エネルギー,

発展途上国向けの科学と技術,海洋科学と海洋
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技 術 等 で あ る｡ 大綱計 画 の よ り限界 的 な

(horizontal)対象領域は,一層高度の研究計画

の一般的奨励 とその評価,さらにまたヨーロッ

パの基礎研究が季む潜在能力の結集に資するも

のである｡

最近数年間に公的資金による基礎研究,開発

の諸成果をより効果的かつより広汎に利用すべ

Lとの意識が明らかに強まってきた｡これを踏

まえて委員会 は前述の大綱計画の行動 限界

(horizontaleAktionslinie)の枠内で一連 の措

置を講 じ,EC の研究 ･開発計画の成果の最適

利 用 を保 証 しよ う とした｡ この諸 活動 は

VALUE23)計画の中にほとんど包摂されており,

これの最終的決定が数週間内に行われる予定で

ある｡ この計画の重点は,共同研究の成果をそ

の同定 (Identifizierung)や所有権保護等によ

り利用 し,また刊行物,セミナー等によってそ

の普及を図ることに置かれている｡ VALUE

はヨーロッパのすべての関係研究機関をオン･

ラインで結合 し,統一的技術空間の創出を展望

しなが らその密度 (Koh畠sion)を一層強化す

ることを狙っている｡

以上述べた活動に加えて,EC委員会はしば

らく前から新技術のより包括的な,より高度の

利用を妨げている障害を直接に除去することに

も取 り組んでいる｡ これは SPRINT計画の

枠内で行われ,この計画は閣僚理事会によって

この三月中旬に,一層強化された形態による向

う5年間の延長が決定された｡ 9千万 ECU

の資金投入 によって SPRINTは次の五つの

重点 目標による技術革新と技術移転の直接的助

成を図るものである｡ すなわち,(1) 中小企業

間の新技術分野における国境を挟む協力の実現,

(ll) 国別技 術 革 新助 成政 策 の総 合 的調 整

(Konzertierung),(lュi) 新技術 に関する国境を

挟む情報,(lV) 地域的技術革新構造基盤の助成,

(Ⅴ) ヨーロッパ次元での技術革新の領域におけ

るモデル計画による新技術感応力強化 (Sen-

23) SpectjlCProgrammeforthedlSSemlnatWnandutzllZa-

t10n Of sclentlflC and technologlCalresearch results

(Valort'sat10neiUtzluat10nPourrEurope)[198911992]
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sibilisierung)である｡

第一の計画領域である超国家的協力は,国家

次元の既存の技術革新構造基盤を仝ヨーロッパ

的 に拡 げ て い こ う とす る もの で あ る｡

SPRINTはこれまでに約90の超国家的協力の

音頭をとることによって,ECの300以上の機

関を相互に結びつけた｡この網組織の具体的成

果はたとえば200以上の国境を越える技術移転

計画に反映している｡

SPRINT計画の第二の重点である超国家的

協調は,国家的技術革新政策のより密接な調整

をもたらし,これらを必要ある時は超国家的あ

るいはヨーロッパ的要素によって補完 しようと

いうものである｡ たとえば工業意匠の分野で

EC意匠賞が創設され,これは1988年 2月に初

めて授賞が行われ,技術革新過程における意匠

観念を一層鋭敏化することに貢献 している｡ 技

術革新管理と工業的所有権の分野においても,

SPRINT計画によってこのようなヨーロッパ

次元の協調が図られた｡これとの関連でたとえ

ば FATINNOVA'90を挙げることがで きよ

う｡ これは特許制度による技術革新助成の諸問

題に関する最初のヨーロッパ技術会議で,来年

5月にマ ドリッドで開催される｡

SPRINTの第三の目標は新技術およびこれ

に関連する諸問題に関する仝ヨーロッパ的情報

の改善である｡ この計画目標を二つの例を挙げ

て説明しよう｡ 翻訳と通訳にかかる必要経費の

一部を負担することによって,SPRINTは当

初国家の枠組で構想される技術会議を ｢ヨー

ロッパ化す る｣ こ とを授 ける｡ 第二の例 は

ICONE24)計 画 に 関 る もので, これ によ り

SPRINT計画の枠 内で,国家的標準をこれに

相当するヨーロッパ的あるいは国際的標準と対

応させる対照表 (Index)が作られた｡このよ

うなや り方で,中小企業は外国市場に参入する

際に緊急に必要 となる困難な追加的開発研究

(Nachforschungen)を,いまや省 くことがで

24) ComparallVemder ofnat70naland Eu,-ocean5tan-

dards (Inder comparatlf des normeS nat10'lales et

europiennes)

きるのである｡

第四の目標は,経済的発展段階のために不利

な状況にある EC内諸地域における技術革新

構造基盤の改善に関るものである｡ この計画目

標はとりわけ ECの地中海諸国 〔ギリシャ,

スペイン,ポル トガル〕のために存在する｡

第五の目標,すなわちモデル計画の枠内では,

新技術のより広汎な普及のために EC次元で

指標的性格 (Signalcharakter)を持つような計

画ないし EC委員会からの構造基盤援助によ

り,技術革新を国境を越えて促進することに資

するような計画が,助成されることになった｡

(7)JilrgenRosenbaum:EC委員会による

国境を挟む通信の促進 (要旨)

通信 とコンピューター技術の収散は加速的リ

ズムでヨーロッパの工業的,社会経済的構造を

変えている｡ 情幸田支術の革命は三領域における

驚異的発展の成果である｡ すなわち,(1)ME

(半導体素子),電話網のディジタル化 (伝達や

翻訳等の諸機能のための ｢コンピュータ一語｣

の使用),新伝送技術 (光ファイバー,衛星等)

である｡

通信とコンピューター技術の収故は,伝統的

に規制された分野である通信分野と規制下に置

かれなかった分野であるデータ加工分野との対

立を激化 している｡したがって規制領域と非規

制領域との境界が新たに規定されなければなら

ない｡明確な境界線と通信網利用条件との規定

は ECにとって絶対に必要である｡

1992年12月31日までの EC域内市場の実現

を脱んで,EC委員会はそれゆえ1987年に 『通

信用役と通信機器との共同市場の発展に関する

縁書』を発表 した｡これは ECにおける通信

のための秩序政策的枠組の諸原則を含んでいる｡

仝ヨーロッパ的行動はとりわけ三つの理由から

必要である｡(I)工業協力は一つの市場におい

て意味のある規模 (GrGLSenordnung)で行わ

れなければならない,(ll) 新 しい通信業務には

ヨーロッパ次元が保証されなければならない

(これはとりわけ全ヨーロッパ的有線,衛星テ

レビに該当する)｡(111) 通信,データ加工,過
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信媒体の新しい経済次元はこの分野においても

EC条約の完全な適用を必要とする｡ 遅々とし

て進まない新しい秩序作 りは,新しい通商障壁

が技術的形態であれ規制的形態であれ,商品,

用役流通に対 して設けられるような結果になっ

てはならない｡

『縁書』による提案の基本性格は以下のよう

にまとめることができる｡(1) 端末機市場の自

由化と通信業務の一層の自由化,(li) 電話行政

の国家権力機能と経営機能との分離,(ll.) 電話

行政当局により他の供給者に対 して課される開

放的通信網接続 (offenerNetzzugang)のため

の明確な規則の制定,(1V) 一般的費用動向が電

話行政当局の公共的用役契約と合致するもので

あるかぎり,これに電話料金が従わなければな

らないという原則の明文化｡

(8)AntonioCabreraSantamaria (EC委員

会地域政策総局):補論

単一 ヨー ロッパ議定書 (Einheitsakte) に

よって EC加盟国は,ECが直面 している内

的,外的試鎌に照らしてより高度の統合を,ど

くに経済的,社会的分野において促進するため

に具体的目標を設定した｡すなわち域内市場と

経済的,社会的結合 (Zusammenhalt) という

両目的は,EC委員会にとり相互に切 り離すこ

とのできないものであり,別々に達成すること

は不可能である｡ この結合は格別新 しい観念を

含んではいない｡共同経済空間,成長,結合は

すでにローマ条約の中で挙げられている目標な

のである｡

1960年代の成長期においてすでに確認された

ように,個々の地域間および加盟国間の経済的,

社会的相違の縮小は,大市場において生み出さ

れ維持されるような成長によってのみ可能とな

るということは明らかである｡ 他面この相違の

維持と拡大は社会的,政治的緊張関係の淵源を

なすものであろうし,それは共同経済空間の実

現とヨーロッパの建設を妨げるものとなろう｡

それゆえ加盟諸国は全共同体の調和のとれた

発展を促進し,その結合を強化することを自己

の義務となした｡単一ヨーロッパ議定書ととも
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に ECはこの目的を達成するための具体的手

段 を獲得 した｡(1) 第一 に制 度上 の措 置

(institutionelleAnordnungen)が問題となる｡

これ は と りわ け多数決別 (Mehrheitswah1-

recht)を復活し,またヨーロッパ議会との協

力によって EC の決定過程により強い作用を

及ぼすことを可能ならしめるものである｡(ll)

高度技術分野におけるヨーロッパ外部との競争

によってもたらされる試錬に対して,ECは技

術分野における基礎研究,開発政策をもって立

ち向かっている｡ この政策はヨーロッパ工業の

科学的,技術的基盤を改善すべきものである｡

(lli) わたくしたちの生活の質ばか りでなく,莱

来の世代,またわたくしたちの経済成長の可能

性にまで影響するような,無数の,時には衝撃

を与えるような環境破壊に対する対応として,

ECは環境保護に資するその活動を強化するた

めの道を歩き出した｡(lV) EC 〔政策〕の社会

的範囲 (sozialesAusmaLう) も同じく確認され

ている｡ 一方では労働条件,健康保護,社会保

障が問題にされ,他方で労資間のまた労賃契約

に関る対話が一層重ねられなければならない｡

しかし単一議定書で規定されている他の方策

も強調されなければならない｡(1) 安定し良好

なマクロ経済的枠組を保証するために,各加盟

国の経済政策が協調されなければならない｡こ

の点に関して1988年の委員会による年次経済報

告は,為替相場,物価上昇率,成長率に関して,

現在の基本的経済動向が良好な見通しを与えて

くれていることに注目している｡ しかし諸加盟

国は自国経済の主要な構成部分,とりわけ財政

と国際収支との均衡を損わないように注意しな

ければならない｡(ll) この外,単一議定書は域

内市場における共同政策が結合の目的を考慮 し,

その実硯を図らなければならないということを

示唆している｡ これから導き出されることは,

とくにこの政策の地域作用の分析が制度化され

た規模をとり,またさらに深化 しなければなら

ないことである｡(111) EC の最貧地域が域内市

場から大きな利益を得,その成長が EC平均

を超えるように十分な協力態勢を整えることが
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肝要 で あ る｡ こ の課 題 のため に構 造基 金

(Strukturfond)が きわめて集中的かつ有効に

充当されるだろう｡(1V) それゆえ,生産投資と

富および雇傭の場の創出とに真の刺戟を与える

ために,構造基金の資金と介入方式 とが改良さ

れなければならない｡か くていくつかの地域は

EC の他の地域より高い成長率によってその後

進性から脱け出し,域内市場の活力から十分に

恩恵を蒙ることができるだろう｡

単一 ヨーロッパ 議定書に従って,EC はその

介入 (Intervention)を一層協調的なものにで

きるように,またそれだけ強い作用を及ぼしう

るように,すべての構造基金の改革を開始 した｡

この間題はまった く最新のものである｡1989年

1月 1日にこの改革が発効 したからだ｡これが

目指すものはきわめて重要である｡ 構造基金の

この改革と活動の成果に,市場が十分に機能す

るか否かが,また ヨーロッパの統合がある程度

かかっているからである｡

1989年 1月 1日以降の構造基金の行動大綱は

すでに1988年 6月以来知られていた｡この時点

で閣僚理事会が,構造基金相互間のまた ヨー

ロッパ投資銀行や他の現存する金融機構 との,

協調 と有効性 とい う課題に関する規則 (Ver-

ordnung)を発 した｡実際の介入,協力様式は

これら三基金に関する共通措置 (Anordnung)

を含む (協調,手続)並列的規則 (horizontale

Verordnung)の形態および各基金の特殊規定

(介入対象,様式) に関する三つの垂直的規則

(vertikaleVerordnung)の形態 を とって確定

された｡

こうして1989年 1月 1日以降 EC の三構造

基 金 (FEOGA-Orientation25),SoZialfond26),

25) EuT･OPeanagrlCulturalguldanceandguaranteefund

(FondEuropL;end'OrlentatlOnetdeGarantleAgrlCOle)

この ｢ヨーロッパ農業指導保証基金｣は普通英語表記の

頭字語として EAGGFが使われる｡EC諸政策の中で

も最重要の共通農業政策 (CAPCommonAgrimlturlal

PollCy)の財政保証が,1970年以来 EC予算によって

運営されている EAGGFである｡現在この基金は農産

物価格支持と農業部門の構造改善支援を主要課題として

いる｡

26) EuropeanSoctalFund (ESF)1960年に運営を開始/

FEDER)27)の活動は次の EC 大原則に従 うこ

とになる｡(1) とりわけ構造基金の有効性が問

題であ り,それは単一議定書の中で明言されて

いる｡ この観点から基金の課題が限定されてい

る｡その協調形態が決められ,共通の介入手続

が規定されている｡ これ らの諸措置 (Anord-

nung)は全体 として,地域団体 と該経済分野

に対する投資の理解 と実施 (Zugang)を容易

にするものでなければならない｡(ll) 資金は倍

加 し, したがって1987年 の70億 ECU か ら

1993年の140億 ECU に増大 し, しか も三つの

基金すべてに該当す るので1993年の EC財政

の25%を占めるであろう｡(lil) 基金による介入

はいくつかの優先目標に限定される :(a) 後進

地域の構造的発展 と適応が FEDER,社会基

金,FEOGA-Orientationによって助成される

べ きである｡(b) FEDER と社会基金の介入

によって,とりわけ工業衰退に陥っている諸地

域が変えられるべきである｡(C) 長期失業は社

会基金の介入によって克服されなければならな

い｡(d) 若年層の就業が社会基金の介入によっ

て容易にされなければならない｡(e) 農業政策

の改革に関 しては,FEOGA-Orientationの介

入によって農業構造の適応が速められなければ

な らない｡ FEOGA Orientation,社会基金,

FEDER の支援 によって非都市地域の開発が

促進されなければならない｡(lV) これらの投資

の計画と実施は三段階の過程を踏んで強化され

る｡ まず諸加盟国はそれぞれ開発計画あるいは

地域改造計画あるいは非都市地域開発計画を呈

示 しなければならない｡この中で開発措置と基

本方針が確定する｡ これらの計画は EC委員

＼し,勤労者の労働条件と生活水準の改善のための資金を

拠出している｡

27) European Regional Deて,elopment Fund (ERDF),

FondEuropde,ldedE;てJeloppemenErtg10nal 1975年に創

設され,その短期的目標は EC 内の開発が遅れた地域

の投資の支援と失業の減少に,長期的目標は ｢富裕｣地

域と ｢貧困｣地域にある,著しい経済的,社会的較差の

解決により各地域内に均質性を育てることにある｡｢貧

困｣地域とは,主として農業に依存する地域 (とくにギ

リシャ,南部イタリア,アイルランド)と基幹産業 (と

くに石炭,鉄綱,繊維,造船)に構造的問題を抱える地

域である｡
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会,加盟国,該地域当局相互間の交渉基盤とな

ろう｡ECによる支援計画が策定され,この中

でもっとも重要な介入点 と数年間継続する資金

計画が確定する｡ この基礎の上に ECは申請

を行った諸加盟国に対 して,とりわけ相互に関

連 し,相互に補完 し合 うすべての諸手段を総合

するような行動計画の形 をとって,EC内の競

争に曝すか否かについて決定する｡回 これら

の新 しい規則によって真 の協力関係 (Partner-

schaft)が可能にな り, これによって局地的,

地域的官庁が諸加盟国および委員会と協力 しな

がら地域開発に一層貢献できるのである｡ 様々

な行動の準備,決定,適用,評価の様々な局面

を この協 力関係 が規定 す るのであ る (ein-

greifen)｡

当然に上述の諸原則は全体 として FEDFR

の介入 (Intervention)にも適用される｡ FED-

ER の増強速度は三基金のそれに従 う｡ それに

もかかわらず FEDER介入の様式 と目的は二,

三の特徴と新味を持っている｡

地域政策の根本的目標は調和 (Ubereinstim-

mung)を促進することにある｡ その際生産投

資の意義を考慮するならば,この種の投資のた

めにより多くの資金が準備されなければならな

い｡しかし従来は仝支出の90%が構造基盤に向

けられていた｡いまや経済的に意味のある構造

基盤に努力を集中し,十分に利用されることの

ない構造基盤に対する資金投入を避けることが

必 要 で あ る｡ こ の 両 種 の 投 資 の 均 衡 は

C.CA_〔正式名称不詳〕交渉を通 して図られ

なければならない｡

生産投資が問題になっているので,改革は諸

援助計画への同時的資金投入の制度を導入した｡

この制度の長所はこの援助計画の様式に関して

加盟国と交渉することを許 し, したがってこの

分野において実施されうる政策 〔に関する交渉

を〕 も可能にすることにある｡委員会は援助計

画がとりわけ次の諸問題に対する解答を見出す

ことを期待している｡(1) 中小企業に対 してこ

の援助を保証すること｡なぜならそれは事実雇

傭の場を創出するからである｡(ll) 現物的投資
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への援助 と並んで,中小企業に集中的に行われ

とくに市場調査 と企業相談による援助がある｡

(111) これらの同一次元の相異る援助形態の利用

者が,自分自身で援助形態を選択できるものと

する｡(lV) 全支出の増加の結果として生み出さ

れる共同行動の追加的効果｡

投資形態はより大きな効力を持つものでなけ

ればならない｡このことは,関連 し補完 し合 う

すべての手段を包括する行動計画を一般的に推

進することになるような,小計画の課題の中に

現れている｡ さらに他の介入形式 も規定されて

おり,それは援助計画-の同時的資金投入の要

請に応え,企業家の投資需要に一層良く応える

ものである｡ 局地的次元の経済開発,振興に

関っている組織に対する包括的補助が問題なの

だ｡局地的発展を促進する行動 (Aktion)に

は特別の関心が払われた｡この行動 (Ann畠he-

rung)は諸地域が どのような自然,経済,人

間様式をとろうと,とりわけ自分自身の手段で

もってやっていかなければならないという確信

から出発している｡ このような手段を見出し,

活用 し,再評価することが重要なのだ.FED-

ER基金は, したがって地域に内在する可能性

に関するいわゆる再評価措置 (Aufwertungs-

maLhahme)を全体的に資金援助するだろう.

これによって中小の,競争力に富む企業の網が

生まれ,強化されるはずである｡この枠内で規

定されていることは,これらの行動の実現 と管

理が前述の仝補助金を受けた ｢地域開発事務

所｣(StellefiirregionaleEntwicklung)の如き

中間組織に任されうるということである｡

この外にも FEDER基金によって,局地規

模の地域開発に関る各種の行動が資金供給を受

けることができよう｡ それは空間秩序に対する

諸加盟国の責任を引き受けることを狙っている

のではなく,国家次元での構想と行動のより大

きな意義を考慮 し,より優れた協力を促進する

ことを目的としている｡ これらの行動は,調査,

試験的計画,広汎な経験交換の形をとり,三つ

の面から行われている｡すなわち,第-に通信

制度における大規模構造基盤の影響,また,城
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内市場が諸活動の局地化 に及ぼす,あるいは

ヨーロッパ領域の投資 (Verwendung)の展望

が及ぼす影響に関 しての分析による空間秩序に

よって,第二に国境地域における特殊諸問題の

解決に関して,最後に経験交換 と地域内協力と

によってである｡

これらの措置の総合によって,EC は諸地域

を実効ある形で支援 し,これらに域内市場から

生まれる活力を利用させることができると信 じ

ている｡ 諸加盟国はこの過程に決定的な寄与を

果し,とくに十分に協調され安定 した経済政策

によって貢献 しなければならない｡

Ⅲ 連合創設40周年式典

(l) N.バインコ-ファーの挨拶

〔このシンポジウムによって〕当連合はこれま

での活動を確認 しえたばか りでなく,とりわけ

今後の活動のための指針を得た｡その指針はす

べてを試ることではなく,当連合が立派に解決

できるような課題に集中することであり,それ

で十分だ｡

交通は当初から活動領域であった｡諸問題の

すぐ近 くにいることによって,わたくしたちは

政府当局よりもより明確に細部を見,現実に迫

る解決案を練 り,これを政府に提示 し,あるい

は多 くの場合自ら実践することができるのだ｡

間もなくきわめて重要なことが実現する｡ マイ

ンード-ナウ運河によって北海から黒海に至る

3500kmの水路が生まれ,またローヌ河による

地中海までの水路建設 も着々と進んでいる｡ わ

たくしたちは声をはり上げ,北海,黒海間の航

路の最終的完成のためにはなおいくつかの重要

な区間が欠けてお り,したがってシュトラウビ

ンクーフィールスホ-フェン間およびウィーン

より下流の ド-ナウ河を協定された水深にまで

漢藻 し,またラインーローヌ運河建設も重要で

あることを強調 しなければならない｡

当連合は構造基盤の点からしても秩序政策の

点からしてもヨーロッパにおける共通の調整さ

れた (abgestimmt)交通政策の欠如を遺憾 と

し,用役の自由に対する新たに生み出されつつ

ある障害を除き,EC と EFTA の内部で技術

的規格が調和するように,己の活動領域に関し

て,己自身の声を上げなければならない｡

わたくしたちは鉄道を重要で環境親和的輸送

手段であると認め,TGV のような強力な列車

を観迎する｡ しかし一つの統一された輸送組織

としての鉄道当局の行動 (Agieren)だけが,

成長 しつつある市場の要請に応えられるのだと

強調 したい｡単一のヨーロッパ鉄道がなければ

ならない｡この鉄道がスイスとオース トリアと

を含まなければならないのは明瞭である｡ しか

しそれだけでは十分でない｡この統一はすべて

の輸送現象を含むものでなければならない｡相

異る輸送手段,内水航行,鉄道,道路交通,さ

らにまた航空を一つのものに総合 していくこと

だけが,増大する輸送需要に対応するすべなの

である｡ これらすべての輸送手段の有機的融合

(Verkniipfung)だけが,一つの域内市場か ら

の増大する要請に応えることができるであろう｡

交通に該当することは他の課題にも該当する｡

すなわち,技術移転,通信,経済的可能性 と調

和 した環境保護,国境を超える協力促進のため

のすべての措置,これである｡

〔このシンポジウムで〕将来のための特別の課

題として挙げられたのは,協力を求め合ってい

る企業のための交流日および交流取引所である｡

その際これらは通信および通訳業務によって補

完されるべきである｡ さらにとりわけ技術移転

の促進 も挙げられた｡この点では会議所は EC

委員会の支持を期待 しうるし,学術機関の協力

の下にその活動領域を EFTA 地域に拡張する

べきであるが,この点で当連合は仲介的役割を

果すことができよう｡

当連合は当初からヨーロッパの大経済連合で

ある EC と EFTA をつな ぐ錠 とみなされて

きた｡ ヨーロッパ諸国の協力のためにここでな

されたことをわたくしたちは感謝の念をもって

認め,またすべてが一時に統合されうるもので

はないことを知っている｡ しか しわた くしたち

はこの点でも,ヨーロッパ会議のようにより大

きな単位を求めて呼びかけることを自己の使命
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とみなしている｡ 近年の当連合の課題の展開は,

とくに明瞭にこの二つの ヨーロッパ経済連合の

領域を超えて作用を及ぼすに至っている｡

(2)BerndtOlofJohansson (EFTA 事務次

長)

EFTA 事務総長 GeorgReiSChの挨拶 をお

伝えできることを嬉 しく思 う｡ EFTA は貴連

合の七加盟国の-その中の二国すなわちスイス

とオース トリアは当連合の構成員なのだが一地

域間協力の促進のための努力を喜びをもって認

めている｡ EFTA は来年30周年を祝 う｡1960

年 5月にス トックフォルム協定が発効 したから

である｡ その前文はきわめて明白に当組織の目

的と存在理由を説明 している｡ 日く,｢交流の

障害を除去 LEC加盟国と一層密接な協力を

発展させることを目的とする,多国間連合の導

入を促進すること｡｣この意味において EFTA

はほぼ30年間 EC と,一方では EFTA 自身

の行動および 〔他方では〕加盟国による諸条約

(Vextr畠ge)によって協力 してきた｡

EFTA および EC の加盟国相互間の自由な

商品流通は1984年初に最終的かつ完全に実現 し

た｡それ以来わた くしたちは同年のルクセンブ

ルクにおける EFTA,EC加盟国の閣僚会議

の声明に依拠 している｡ それによって多数の非

関税障壁を除去することに成功 したばか りでな

く,貿易上の手続きを調和することができた｡

この二例はあなた方すべての日常業務に役立つ

わたくしたちの具体的な成果を示す ものである｡

EFTA と EC との協力はほとんどすべての生

活領域に拡延 している｡ さらにまた商業,環境

問題,教育分野における協力に関する諸問題が,

先月オスロで会議を行った EFTA 諸国の政府

首脳から積極的に受け入れられた｡かれ らは

〔EC委員会の〕 ジャック ･ドロール委員長が

ここス トラスブールのこの会議場で行った提議

に従ったのである｡ わた くしたちの目的は最重

要の貿易相手 との協力の実効性を高めるために,

共通の決定組織と行政組織を形成することであ

る｡EFTA は EC の輸出市場として日本とア

メリカを合わせたよりも大きな比重を持ってい
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る｡

(3)FransH.J.J.AndrieSSen(EC委員会副

委員長):ヨーロッパは どの途を行 くの

か?

EC はその境界を超える一つの ｢ヨーロッパ

経 済空 間｣(eineuropaischerwirtschaftlicher

Raum)を創出するための諸条件を追求 してい

る｡ これはとりわけ EFTA 諸国に対 して当て

はまる｡ わた くしたちはすでに一つの自由貿易

地域を創出し,協力 し合うことを固く決意 して

いる｡ヨーロッパ経済空間が実現すればこれは

拡大され,EFTA 諸国に対 して可能なかぎり

統一的基盤が創 り出されなければならないであ

ろう｡ さらに忘れてはならないことは,ECが

自己の統合強化を課題としていることである｡

1986年の 〔単一〕 ヨーロッパ議定書 (dieeuro-

paischenProtokolle)と1989年のブリュセルに

おける首脳会議で採択された ドロール計画とは

その礎石になる｡EC の長,中期目標は次の順

列でまとめることができる｡

① 一つの統一権力のための計画を実現する

には今後さらに大きい努力を必要とする｡ 今後

さらに作成されるべき方針では政治的に困難で

技術的に厄介な諸問題が扱われる｡ 租税調和の

分野では,いくかの問題を挙げてみるならば,

居住法や会社法が確立しなければならない｡十

分に機能する統一市場が,自由な貨物流通を生

み出す仝 ヨーロッパ的輸送政策に慕いているの

は自明である｡ 輸送分野においては道路交通,

河川交通,航空のどれが問題になろうとも,交

通に関るすべての関係者の十分な協力が必要で

ある｡ こうして初めて EC 内の仝地域間の高

速で,安全,経済的な輸送が保証されるのだ｡

基礎研究と技術を志向する政策の執行は今後の

ために不可欠の前提である｡ これは分裂 した市

場ではなく共通市場が構築されなければならな

いことを合意 しており,その目的は競争力と技

術発展 とを保証することなのである｡ ヨーロッ

パがこの機会を見過 してしまうならば,世界規

模の発展に立ち遅れてしまうであろう｡ ヨー

ロッパが制限された小市場に分裂 したままでい
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るならば,その結果として基礎研究と製品開発

は低水準に留まるだろう｡ヨーロッパはその基

本需要に応えることができないからである｡ こ

れに対する唯一つの解決策は費用を賄うに足る

大量生産 (Serienfertigung)を伴う,内部に開

かれた大市場なのである｡ 共通市場に対 しては

数字では表わせないような潜在的利益がむしろ

問題だ｡

② ECは約1500万人の失業者を抱え,これ

は就業人口の約10%に当る｡ECは共同市場完

成までに有力な手段の助けを借 りて失業と闘う

ための特定の措置を講ずる｡ 域内市場のお蔭で

ヨーロッパ住民はすでにいまから,90年代初に

は失業率が年率約 1%減少することを期待して

よい｡その外1992年頃に予想される地域計画資

金の倍増のお蔭で,ECは強力な手段を行使す

ることができ,それは問題とされている集団の

就業可能性を間接的に増大し,また若年労働者

と長期失業者の統合を容易にするはずである｡

このような手段によって労働力の教育水準,条

件に恵まれない地域における構造基盤の開発,

投資条件等が改善されることになっている｡

③ この目的は EC内部の堅固な結合の必

要性と密接に結びついている｡ すなわち,恵ま

れた地域と恵まれない地域が相互の連帯を十分

に認識しているような,一つの共同体が創出さ

れなければならないということである｡ 経済的,

社会的関連は調和的発展と地域的不均等の縮小

を目的としている｡ 相異る地域における所得の

相違はとりわけ投資と生産性の後退を惹き起す

のだ｡今後はわた くしたちの資金の倍増のお蔭

で,地域基金および社会基金の最適利用が決定

的要素となる｡

④ わたくしたちにとって他のきわめて重要

な点は環境保護である｡ 共同の環境政策を実現

するために,EC,加盟団,地域,管轄当局は,

それぞれ自己の責任範囲で無条件に最適の解決

策を求めて努力しなければならない｡その際各

地域に独自の環境上の,また経済上の条件が考

慮されなければならず,環境保護の要請に最良

の形で応えるために各地域の主体的努力が強調

されなければならない｡

⑤ しかし,ECの統一過程はこれらのすで

にかなりの進展を見せた計画だけに限定するこ

とはできない｡通貨,経済体制も統一されなけ

ればならない｡なぜなら統一された相場の利益

が住民や企業から遠ざけられているべきではな

いからだ｡良く引き合いに出される ｢ドロール

委員会｣の委員であることはわたくLにとって

大きな名誉なのだが,当委員会は通貨連合およ

び経済連合の実現のために基本的進歩を要請す

ることに関する加盟国中央銀行総裁との交渉を

開始した｡この目的の達成に必要な様々な手を

わたくしたちは一致して打ってきた｡一つの共

通の経済,通貨政策という観念がもはやユー ト

ピアではなく,むしろこれが次第に現実のもの

になっていくことに対する証明でもある｡ この

意味において政治的出発合図を下すことがいま

や政府首脳にかかっている｡

⑥ 最後にわたくLは委員会におけるわたく

しの管轄,すなわち ECの対外関係に関 して

簡単に述べたい｡わた くLはすでに ｢EFTA

加盟国とのヨーロッパ経済空間 (europ畠ischer

Wirtschaftsraum)｣の創出に関するわたくした

ちの目標に言及した｡しかしわたくしたちはこ

こで停ることはできない｡できるかぎり東ヨー

ロッパの隣人たちを引き入れなければならない｡

これらの諸国においては程度の差こそあれ一連

の改革が進行している｡ わたくしたちはこの展

開を近 くから割目しており,政治的,経済的自

由化 に 関す る抜 本 的 思 考 転 換 (extreme

Tendenzen)から生み出された決定を喜んでい

る｡ これに対してわたくしたちは様々な仕方で

反応 し,様々な国に対する関係を強化しなけれ

ばならない｡これによってより自由な発展を目

指すかれらの努力が支援を受けることになるの

だ｡このことはより密接な経済的,経営的協力

によって成功すると確信する｡ これらの諸国の

工業生産力を改善するために,わたくしたちは

かれらの努力を支持しなければならない｡その

ためにわたくしたちはハンガリーおよびチェコ

スロバキアとすでに確定した取極め (definier-
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testTbereinkommen)に,また目下他の諸国と

交渉中である取極めに参加しなければならない｡

閣僚理事会はこの月曜 日にポーランドに特別

の注意を向け,経営管理のための教育課程の可

能性を検討することを決定した｡自由化を支援

することと並んで,あらゆる反動的展開を押 し

とどめなければならない｡この意味において

EC はルーマニアとの交渉を重大な人権侵害の

理由で中断した｡

一つの自由な国際的経済空間 (einfreierin-

ternationalerWirtschaftsraum)という目標は,

東ヨーロッパとの関係を持つに至って初めてそ

の実の規模に達する｡ しかしそれは単なる一つ

の目標に過ぎない｡一つの自由な世界市場の実

現と発展はわたくしたちと協力相手との福祉に

とって計 りしれ な い 意 義 を持 つ｡ EC は

GATT 交渉において世界市場自由化のために

それなりの指導的役割を演 じてきた｡このこと

からして EC は最 も重要なかつ最 も自由な通

商相手なのだ｡EC は 〔相手方に対 して〕自ら

の市場をつねに開放 して きたばか りでな く,

EC の貿易相手の自由化措置に影響を及ぼして

きた｡この方向に向ってさらに歩を進めなけれ

ばならない｡なぜなら保護主義はとりわけわた

くしたちにとってもっとも強力な競争相手たる

二,三の国々からのきわめて危険な試みだから

である｡ したがってわた くしたちはウルグア

イ ･ラウンドの交渉相手に,自由な世界市場の

ためにわたくしたちのように行動することを,

またこの協力を具体的措置によって実効あるも

のにすることを強く要求 している｡ 丁度 2週間

前にわたくしたちは暗礁に乗 り上げた｡ウルグ

アイ ･ラウンドでの交渉相手が主導権を握ろう

としたからである｡1990年末までにわたくした

ちは積極的に行動 しなければならない28)｡商品

流通のための諸条件の改善は自然に進展するわ

けではないからである｡さらにまた他の諸問題,

すなわち GATT 交渉において取 り上げられ

28) 周知のようにウルグアイ ･ラウンドは1990年12月に中

断され,1991年 2月に年末までの基本合意達成を目標に

して再開された｡
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なかった農業,用役分野にも手が着けられなけ

ればならない｡

わたくしたちは ｢保護主義｣の擁護者と目さ

れてきた｡これは誤解に基 く論文や少からず直

接の非難に由来するものである｡ これらすべて

に対 してわたくしたちは闘わなくてはならない｡

最近当委員会は銀行業原則の変更の提案を採

択 した｡ これ によって相互主義 (Gegensei-

tigkeit)の概念がより広 く規定され,EC がそ

の相手から同等に扱われて,そのために市場に

確実に参入できるならば,当方の市場への参入

が拒否されてほならないということになった｡

同時にこのわたくしたちの相手との交渉の際に,

相異る立法措置を平準化することも怠るべきで

はない｡なぜならわたくしたちの銀行法規は世

界でもっとも近代化され効率的なものの一つだ

からだ｡このことは EC が進歩的で開放的政

策を行うことを証明する｡ 域内市場は内部の企

業にとっても外部の企業にとっても多 くの可能

性を提供するものである｡この可能性は利用さ

れなければならない｡

(4)LouisJung(ヨーロッパ会議議員協議会

議 長 [Pr畠sidentderParlamentarischen

VersammlungdesEuroparates])

1967年以来貴連合はヨーロッパ会議における

諮問機関としての地位を保っている｡ この地位

はわたくしたちの二つの組織の自然な接近を眼

に見える形で確認させた｡ 5月 5円にヨーロッ

パ会議は40周年を祝う｡その際多 くの行事が催

されるが,もっとも重要なのはフィンランドの

加盟であり,これによって加盟国数は23となる｡

閣僚委員会 (Ministerkomitee) と議員協議会

とはすでに数カ月も前からヨーロッパ会議の将

来の役割を再検討してきた｡わたくLはとりわ

け EC がヨーロッパの構築で見せた進歩 と,

東西関係が開いてみせた新 しい展望を念頭に置

いている｡ わたくLは和解のヨーロッパの建設

を助けた一介の労働者である｡ わたくLはこの

ヨーロッパをしば しば宥恕 (Vergebung)の

ヨーロッパとも呼んでおり,それはフランスと

ドイツの和解を基礎としている｡ しかし今日で
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は,またそれがヨーロッパ会議の一つの目標で

もあるのだが,ヨーロッパ諸国民の全体のため

に努力することにも成功すると確信 している｡

7月 6日にこの壇上からゴルバチョフ氏がヨー

ロッパの発展について語ることになっている｡

ヨーロッパ会議の課題はきわめて政治的であ

りかつ人間的であ り続け,民主主義ととくに人

権の擁護と強化とに集中するだろう｡ しかし,

ヨーロッパ会議は,とりわけ議員協議会は経済

発展の諸問題を社会的成果の絶対に必要な鍵と

して取 り組んでいる｡ それゆえ当協議会は貴連

合の活動を大きな関心をもって注目している｡

当組織は貴連合の経済人たちの活力に信頼を置

いている｡ 一つの社会における富の公正な分配

はこの富の創出を前提とすることをもわたくし

たちは知っている｡

〔フランス国民議会議員として〕わたくLは

30年以上にわたって基本的にはアルザスの利益

を代表してきた｡そして昔からラインーローヌ

運河の熱心な提唱者であることをも申し上げた

い｡民主主義の社会においてはよりすぐれた知

識を持つ専門家が探し出されなければならず,

またかれらが多くの事案がなぜ実行に移されえ

ないかを学問的に説明してきかせることを遺憾

とする｡私見によればこれらの事業が経済を発

展させ,とりわけ失業と闘うための最善の解決

策であるにもかかわらずである｡ ラインーロー

ヌ運河にヨーロッパ投資銀行を通して資金を供

給しようとの,わたくしの提案に対する ｢否｣

という烈しい声がまだ耳に鳴り響いている｡ 国

家的事業に外国資金を投入することは考えられ

ないと人は言ったものだ｡幸いなことに時代は

変った｡とはいうものの今日なお異論はある｡

わたくしたちはフランスの電力料金が安いにも

かかわらず,ヨーロッパに多くのものをもたら

すはずのものを実現するために,キロワット時

当り1ペニヒだに上げることは一度として認め

ようとしなかった ｡

アルザスは今 日なお周辺部にあるが明日の

ヨーロッパでは一つの中心点となり,ストラス

ブール,この和解の象徴はヨーロッパの首都と

して繁栄するだろう｡ わたくしたちの地域は一

つの EC加盟国 〔ドイツ〕と一つの非 EC加

盟国 〔スイス〕との国境を持つことによって境

界と断絶の一地域に留まってはならず,経済的,

文化的,政治的接近において一つの役割を演じ

なければならない｡国境を越える協力に支えら

れて商業が促進され,若年層の職業教育と教育

の将来にとって決定的な諸分野もこれに含まれ

なければならない｡アルザスが統合により, ド

イツとスイスの国境地域にとってより活力に満

ちた協力相手 となることを強 く願っている｡

1992年 〔末〕の域内市場はこのために有利に作

用するであろう｡

しかし一つの岩礁が注意深 く回避されなけれ

ばならない｡あなた方はそれを自覚している｡

EC加盟国と非加盟国との間の新しい境界の発

生が問題なのだ｡様々な機構の尊敬すべき代表

者たちが今朝,その逆となることを約束してく

れた時わたくLは喜んだものである｡ なぜなら,

1992年 〔末〕の域内市場の完成が ヨーロッパ

〔内部〕の隣人たちに対 して閉ざされた一つの

ヨーロッパ砦の建設と受けとられるようになる

ならば,それは疑いもなく歎しいことだからで

ある｡ ヨーロッパ会議のわたくしたちはそれを

感 じている｡ わた くしたちは 〔これ とは異っ

た〕方向に進んでいかなければならないことを

わたくしたちすべてが自覚しており,あなたが

たに確約できることは,ヨーロッパ会議が可能

なかぎりのヨーロッパの連帯を守 り抜 くために,

できるかぎりのことをなすであろうということ

である｡ その場合に,当会議はその立地する地

政学的空間 A23が,ヨーロッパの構築にお

いて経済的,社会的次元に影響を及ぼす一つの

決定的要素であるという前提に立っている｡

わたくしたちは共同声明を 〔ドイツ語で〕起

草した｡それをここで読み上げ,次で貴連合会

頭とわたくLが署名することをお許しいただき

たい｡

共同声明

1949年に十カ国がヨーロッパ会議規約に署名
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した｡1989年 5月 5日にフィンランドがこれに

加わった｡これによってヨーロッパ会議は23の

ヨーロッパの国会を包摂する｡その目的は以下

のごときものである｡ すなわち,｢より密接な

ヨーロッパ連合のために努力し,議会制民主主

義化を守 り,福祉を向上させ,人権を強化する

こと｣｡

戟後の和解の象徴として,フランス国境にあ

りアルザスの主都ス トラスブールをこの組織の

本拠とすることが決定された｡

同年にライン河,ローヌ河, ド-ナウ河流城

西ヨーロッパ商工会議所連合が設立された｡今

日ヨーロッパ会議七加盟国からの89商工会議所

がこれに加盟 している｡

この国際的連合はその常設事務局をス トラス

ブール商工会議所に置いており,次のことをそ

の課題 としている｡｢ライン河, ローヌ河,

ド-ナウ河,その支流,またこれらに接続する

ドイツ連邦共和国,ベルギー,フランス,ルク

センブルク,ネ-デルラント,オース トリア,

スイスの水路の流域における経済発展を促進す

ること｣｡

したがって同時点に政治家と経済人が,諸国

民の協力を強化 し,平和 と連帯と福祉のために

末永く努力することを決志したのだ｡

1967年にヨーロッパ会議は,経済発展と国境

を挟む協力に関する同連合の活動に基いてこれ

に諮問機関としての地位を付与 した｡

40周年を契機としてヨーロッパ会議と同連合

は,双方の目的が補完 し合 うことを確認 し,

ヨーロッパ構築に新 しい推進力を与えるために

両者の協力を強化 したいと願っていることを厳

粛に声明する｡

ストラスブール,1989年4月28日

ルイ･ユング

ノルベルト･バインコ-ファー

Ⅳ 解 題

本稿は資料紹介が目的なので,紹介の過程で

自ず と浮かび上ってきた問題点について立ち

入った分析を加えることは別稿に譲らなければ

57

ならないが,現在の西ヨーロッパにおける政策

構造を理解する上できわめて重要と思われるい

くつかの点を挙げておきたい｡

(1)何よりもまず強調されるべきことは,政

策過程 の第一段階 としての構想段 階 (Kon-

zeption,Planung,Leitbild,Zielvorstellung等)

における,地域団体としての商工会議所の主導

性の発揮ぶ りである｡ヨーロッパで最 も由緒の

ある資本制企業家団体としての商工会議所が,

19世紀後半にはいり国民経済次元の統合の進展

とともに,業種原理に基 く業界団体に政策的影

響力を次第に奪われていったことはすでに指摘

されているところである｡しかし,ECを核と

するヨーロッパ経済の統合の進展により経済国

境の意義が相対化され始めるとともに,地域原

理に基 く商工会議所の独自性が影響力を取 り戻

し始めたように見える｡ そのような商工会議所

の国境を越えた協力機関としてのライン会議所

連合が,いわゆる非政府組織 (NCO)である

にもかかわらず,ヨーロッパ会議の諮問機関と

しての地位をつとに獲得 していることは,広義

の政策過程における商工会議所の重みを端的に

表わしていると言えよう｡

(2) ヨーロッパ経済統合の進展による国境の

意義の相対化は,これまで ｢辺境｣であった隣

接空間の新結合による新 しい地域形成をもたら

した｡ こ れ は 本 報 告 で は, Grenzregion,

Grenzgebiet,Grenznahe Region,grenznaher

Bereich,GrenzTlaum,GroBregion,Dreieckland,

regio,Grenzregio,Euregio等 と呼ばれ,その

具体 例 と して, Rh♂ne-AIpes,AIpen-Adria,

Arge AIp, Regio Basiliensis, Grenz71egio

Rhezln-Maas-NoTd等が挙げられている｡ 従

莱,ヨーロッパの地域間題は国境線に囲まれた

空間の内部の地域に焦点が合わせられてきたが,

今後はこれとともに国境に跨がる地域 も確実に

政策関心の対象となるであろう｡ しか しそれは

まったく新 しい地域範晴の生成を意味するもの

ではない｡地政学的にも経済的にもその実硯が

当然とみなされる潜勢的地域形成力を,これま

で抑止 してきた政治的分断線の意義が低下した
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というに過ぎないのである｡ しかし現象に即 し

て言えば,ヨーロッパ次元の経済統合の進展が

かえって地域分化の新 しい形態を生み出すとい

う,逆説的効果を軽視するわけにはいかないで

あろう｡

(3) ライン商工会議所連合が EC と EFTA

の鍵の役割を呆 しているという自負を持ってい

ることに,少からぬ論者が触れている｡ 本シン

ポジウムに接 して新ためて認識させられること

は,政府組織であれ非政府組織であれ,それぞ

れ構成員が部分的に異るヨーロッパ組織が重畳

しているという事実である｡ ヨーロッパそれ自

体はまだ理念的存在で しかない｡制度化された

ものとして現実に存在するのは,ヨーロッパ共

同体 (EC,加盟国12), ヨーロッパ自由貿易連

令 (EFTA,同 6), 北 大 西 洋 条 約 機 構

(NATO,同16ただ しアメリカ,カナダをも含

む),西 ヨーロッパ同盟 (WEU,同 9), ヨー

ロッパ安全保障協力会議 (CSCE,同35ただし

アメリカ,カナダをも含む),ヨーロッパ会議

(CE,同24),ライン会議所連合 (七カ国89会

議所)等としてのヨーロッパだけであり,しか

もこれらの外延は完全に重なり合うものではな

い｡したがってこれらの諸組織間には一面で競

合関係が発生するが,他面では補完関係 も生み

出されていることが軽視できない｡各組織の内

力に固有の偏恰性が他組織からの外力によって

相殺され,同時にまた各組織が他組織に対 して

いわば錠効果を発揮 し合うような,諸組織の重

層性そのものが実は理念的ヨーロッパにすでに

かなりの程度の実体性を附与していることは,

注目に値する｡ 今後十分に予想される東アジア

経済統合の議論に際 して,この西ヨーロッパに

独自の幾重にも組織論的担保をめぐらした統合

構造は,きわめて示唆に富むと言ってよかろう｡

(4) ここで,そのような組織の一つであるに

もかかわ らず, 日本では EC ほどには知 られ

ていないヨーロッパ会議 (CouncilofEurope,

Conseildel'Europe,Europarat)について,当

会議発行資料に基いて紹介 しておこう｡ Coun-

cilに対す る定訳が無いため, この組織にも

様々な訳語が当て られているが,本稿では

｢ヨーロッパ会議｣と訳す｡当会議は1949年に

設立され,1991年 3月現在加盟国は24に達 し,

第二次大戟後最古かつ最大の純ヨーロッパ政治

機構である｡ 加盟国は,ベルギー, ドイツ,デ

ンマーク,フィンランド,フランス,ギリシャ,

アイルランド,アイスランド,イタリア, リヒ

テンシュタイン,ルクセ ンブルク,マルタ,

ネ-デルラント,ノルウェー,オース トリア,

ポル トガル,サンマリーノ,スウェーデン,ス

イス,スペイン, トルコ,ハンガリー,連合王

国,キプロスである｡ 東ヨーロッパ困初のハン

ガリーは1990年11月6日の定例閣僚委員会で加

盟が認められた｡なおこの会議にはポーランド,

チェコスロバキアがオブザーバーとして参加 し

た (朝 日新聞 (大阪版)平成 2年11月 7日付)｡

当会議の活動領域は軍事を除くあらゆる社会

生活の分野にわたるが,大別すると人権,情報

媒体,社会的 ･社会経済的諸問題,教育 ･文

化 ･スポーツ,青少年,健康,自然と環境,自

治体 ･地域,法制の9主要分野を包摂する｡ 当

会議の活動成果はとりわけ協定 (Konvention)

の形をとり,これは仝ヨーロッパ共通立法の基

盤となる｡ その代表的なものは ｢ヨーロッパ人

権協定｣ (これに基いてヨーロッパ人権委員会

およびヨーロッパ人権裁判所が設立された)お

よび ｢ヨーロッパ社会憲章｣である｡ さらに

｢ヨーロッパ自治体 ･地域常設会議｣ も挙げら

れる｡

当会議 の機 関 は閣僚委員会 (Ministerk0-

mitee) と議員協議会 (ParlamentarischeVer-

sammlung)から成る｡ 前者は当会議の最高決

定機関で加盟国の外相によって構成され,かれ

らは半年任期で順次議長を勤める｡ 閣僚委員会

会議は年二回開催されるが,その代理者会議は

毎月約 1週間の会期で開催される｡ この代理者

は通例 ヨーロッパ会議に派遣された大使である｡

閣僚委員会は議員協議会および多数の多国間専

門家委員会の提案に基いてどのような措置が講

ぜ られるべ きかを決定する｡ 当委員会はヨー

ロッパ会議の協定および加盟国政府に対する政
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治的基本方針 (politischeRichtlinie)を伴 う勧

告を採択する｡ 当委員会は仝 ヨーロッパの利益

に関る政治的諸問題 (テロリズム,人権,南北

問避等)を議論する場で もある｡ 議員協議会は

各加盟国議会から選出される代表によって構成

される｡ 各国代表団の政党構成は自国議会のそ

れを反映する｡ 当協議会は現在の国際間題を議

論 し,世界のあらゆる地域から指導的政治家を

招 き,この議論に参加させる｡ 当協議会が法律

を制定することはないが,閣僚委員会宛に勧告

を行い,これがヨーロッパ会議の政策活動の起

点 となる｡ さ らに決議 (EntschlieLSung) に

よって一般的政治方針を提案する｡ 定例総会は

年三回開催されるが,この外規則的に会議や公

聴会 (Anhbrung)を開 き,専門家の意見を聴

き一般市民の要求を知る機会としている｡ なお,

約900名の職員を擁する事務局を置 き,任期 5

年の事務総長がこれを統括する｡ ヨーロッパ会

議の財政は人口と国民粗生産に応 じた各加盟国

からの拠出金によって賄われる｡ 住民一人当た

りの負担は年間で ｢一回の市内電話料金程度｣

だという｡

ヨーロッパ会議はス トラスブールのヨーロッ

パ議事堂に本拠を置き,EC のヨーロッパ議会

(Europ畠ischesParlament) も本会議の際にこ

の議事 堂 を利 用 す る｡ な お ヨー ロッパ 旗

(Europafahne)は青地に12個の金色の星 を円

周状に配 したものであり,1955年にヨーロッパ

会議によって,1986年には EC によって公式

旗 として採用された｡12個の星数は完全性の象

徴であって,加盟国数を表す ものではない｡

なお40周年記念シンポジウムの開会と閉会の

際にベ- トホ-フェンの第九交響曲第四楽章の

主題が本会議場に響きわたり,出席者一同起立

してこれに耳を傾けた｡ この主題が ｢ヨーロッ

パ讃歌｣(Europahymne)として使われている

ことを初めて知ったのだが,ライン河の畔に生

まれ, ド-ナウ河の畔で大成 したこの不世出の

大作曲家の創造物は,まさに河のヨーロッパに

して生み出しうる大河芸術にはかならないとの

感想を,一人の非 ヨーロッパ人としてあらため
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て抱いたことを附け加えさせていただきたい｡

このヨーロッパ会議についてやや詳細に紹介

した理由は,この組織がヨーロッパの政治機構

における立法の優位 (PrimatderLegislative)

を示す好例と思われるからで もある｡ この立法

の優位は,実は商工会議所活動によって窺われ

る政策過程における市民的主体性の重要性 と無

関係ではない｡ヨーロッパの政治的風土は日本

とも北アメリカとも異る類型的独自性を見せて

いるのである｡

(5) シンポジウム第-日目の主題の枠内で,

西 ヨーロッパの交通問題があらゆる角度から論

じられた｡この議論を通 して窺われることは,

アルプス横断道路貨物輸送がいまやもっとも深

刻な陸路となっているという認識では一致 して

いることである｡ それは地勢的条件 と並んで,

EC地域が非 EC地域によって切断されてい

る,すなわちイタリアがアルプス以北の EC

地域からみて飛地の位置にあるという事情 と,

しか もこのイタリアと EC北部 との商品流通

が近年急激に増大しているという事情にもよる｡

このことから二つの問題点が導き出される｡ 第

一にアルプス横断交通量の増大は,イタリア経

済がいまや一人当り国民所得においてもイギリ

スを追い抜いてしまったほどの躍進を続けてい

ることを端的に示すものだが,イタリア経済の

この成長力の源泉はボローニヤを中心 とする北

部アドリア海沿岸部にはかならない｡連邦解体

の危機に曝されているユーゴスラビア連邦の六

共和国の中で,このアルペン･ア ドリア地域に

包摂されるスロベニア,クロアチア両共和国が

もっとも烈 しく連邦離脱の動きを見せているこ

とは偶然でない｡EC経済の地域的活力がユー

ゴスラビアに強い作用を及ぼしていることは,

今後のバルカン半島の動向を探る上で注 目に値

する｡ 第二に,このような状況の中で,はたし

てスイスが ECの外に留まっていることがで

きるかという問題である｡ オース トリアはすで

に1989年に正式に加盟申請を行っているが,ス

ウェーデンが1991年 6月に加盟申請を行 う方針

を決めたこともあって,スイスの内部にも EC
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加盟の動 きが出始めている29)｡ スイスはヨー

ロッパ世界における永世中立国の原型であるだ

けに,スイスの動向如何では ｢中立｣概念その

ものが変質を迫られざるをえないであろう30)｡

(6) 仝交通体系の中で鉄道の位置づけが揺れ

ていることも興味深い｡ただ一定の距離内の旅

客輸送においては,また自動車や飛行機と較べ

てより環境親和的 (umweltfreundlich)交通手

段であるという点では鉄道再評価の兆しが認め

られる｡ その際少からぬ論者が指摘する鉄道の

弱点は,各国鉄が依然国民経済原理に立脚して

おり,したがってその経営政策がヨーロッパ統

合になじみにくいという点である｡ それゆえ,

ヨーロッパ鉄道は経済効率と環境保護という二

律背反に直面しながら,いかにして国民経済の

殻を破っていくかという課題を負っていること

になる｡ しか し,鉄道復権の動 きに TGV 効

莱 (これには日本の新幹線技術に追いつき,追

い越しえたことへのヨーロッパ人の自負という

社会心理的要因も働いていることは否めない)

29) 1991年 5月現在,スイス国民の約40%が EC加盟に

賛成 している と言 われ る｡スイスの勤行 は EC と

EFTA を包括する ｢ヨーロッパ経済圏｣(Europ畠ischer

Wirtschaftsraum EWR,European Economic Area

EE4)創設のための EC/EFTA 交渉の進展度と密接に

関連している｡1991年5月中旬ブリュセルで開かれた両

機構外相会議は,結局6月末までに合意達成を先送りす

ることでひとまず妥協した｡交渉難航の原因はとりわけ,

①貧 しい EC諸国のための豊かな EFTA 諸国による

財政基金の設置というスペイン,ポルトガルの要求,②

ECが自己漁業海域に参入することに対するアイスラン

ドの拒否,(勤EC の基本権である移動の自由の受入れ

に対するスイスの拒否,に求められる｡なお同時平行的

に進められた貨物自動車による通過輸送に関する交渉は

最終的に合意に達 し,これとの関連で, EC側 5人,

EFTA側3人の裁判官から構成される独立裁判所の設立

が決定 した｡スイスはこれまで中立政策堅持のために

EC加盟より EWR 創設を重視 してきたが,この交渉

の遅れやスウェーデンの EC加盟申請決定等により

EC加 盟 に傾 き始 め た よ うで あ る｡ Frankfurter

AllgemelneZeltung,15.Mai1991.

30) スイス盟約者団 (SchweizerischeEidgenossenschaft)

は1291年結成の ｢永久同盟｣(EwlgerBun°)をその原

型とする｡したがって1991年はスイス建国700周年にあ

たる｡スイスの永世中立 (permanenteNeutralitat)は

1815年11月のパリ会議において国際法上承認された｡森

田安- 『スイス-歴史から現代へ-』刀水書房1980年,

79-91,224-227ページ｡

を無視することができないかぎり,陸上交通手

段の無制限の高速化に対する疑念が欠落してい

ることを指摘せざるをえない｡高速鉄道網建設

から新たに発生する魔大な電力需要が発電所増

設を必然化し,したがって,たとえ相対的には

低度であるにせよ椎体的には環境破壊を重ねる

ことにならないかという問題が重 くのしかかる

はずという点は,まだ十分に自覚されていない

ようである｡

(7) アンドリーセン EC委員会副委員長が

この時点ですでに ECと EFTA を統合 した

｢ヨーロッパ経済空間｣(eineuropaischerwirt-

schaftlicherRaum)構想を明瞭に述べている

ことは興味深い｡それだけではない｡かれは

｢一つの自由な国際的経済空間という目標は,

束ヨーロッパとの関係を持つに至って初めてそ

の実の規模 (seinewahreGrbLSe)に達する｣

とまで明言している｡ かれが東ヨーロッパとい

う場合にソ連を除外 しているのか,それとも

ヨーロッパ ･ロシアまで含めているのか,また

すでに EC加盟を申請 している トルコ,非同

盟諸国の一つである限 りで EC ともある程度

の関係を持ち続けてきたユーゴスラビア,さら

にまたようやく1991年にはいって激しく動き始

めたアルバニア等も想定していたのかという点

は不 明で あ る｡ とまれ,EC統合,EC と

EFTA との統合,東ヨーロッパとの統合とい

う三段階を経てヨーロッパ統合を完成しようと

の長期目標が設定されていることは,まず疑い

を入れない｡したがって,そのような意味での

統合ヨーロッパが非ヨーロッパ世界とどのよう

な関係に立つべきであると構想されているのか

という点についても,一言触れておかなければ

ならない｡

(8)そこで最後に,本シンポジウムの報告者

たちが異口同音に表明してみせたヨーロッパ統

合への共同意志が,とりわけ日本経済の強大化

に対する危機意識からも発していると考えざる

をえないことも,指摘しておきたい｡日本は明

示的もしくは暗示的に度々引合いに出され,時

には韓国企業の名まで挙げられた｡東アジアで
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日本だけが突出した経済強国として立ち現れる

かぎりでは,ヨーロッパはこれを例外現象とみ

なし,したがってその脅威を過小評価する自己

操作もまだ可能であっただろうが,韓国,台湾

等までが日本と雁行的に経済発展の途を逓進 し

ているという現実から眼を逸らすことができな

くなるに及んで,初めて日本経済がヨーロッパ

にとり現実の脅威 として認識されるに至ったと

みるべきだろう｡ その際,広 くかつ深い日本市

場が輸出依存率の高い西 ヨーロッパ経済にとっ

てきわめて魅力あるものとして映っていること

ち,本シンポジウムでの議論を通して窺うこと

はできる｡ しかし,日本市場の施大な有効需要

をより積極的に利用するためにもヨーロッパの

経済統合は急がなければならないとの合意はす

でにあるとしても,世界経済の主導権をめぐる
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西ヨーロッパ,北アメリカ,日本の三つ巴の闘

争過程において,西ヨーロッパは北アメリカと

組んで日本に対抗すべきか,それとも日本と組

んで北アメリカと対抗すべきかという長期的戟

略構想が熟しているとはまだ言い難い｡それは

おそらく,東アジア経済圏なるものが今後どれ

ほど実体性を持つようになるかにもかかってい

るだろう｡ 北海に注ぐライン河の畔に生まれた

諸問題は,すでに太平洋アジアの諸問題と切 り

離せないものになっているのである｡

附記 いくつかの術語の訳し方について同僚の今

久保草生助教授の御教示を得たことに御礼を申

し上げる｡また,原稿整理を手伝ってくれた経

済学部学生,有賀敏之君にも謝意を表する｡

本稿は昭和63年～平成 2年度科学研究費補助

金 〔一般研究(C)〕による研究成果の一部である｡




